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平成18年９月21日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成18年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第８号 宮崎県認定こども園の認定基準

に関する条例

○議案第９号 人にやさしい福祉のまちづくり

条例の一部を改正する条例

○議案第12号 平成17年度公営企業会計決算の

認定について

○議案第16号 財産の取得について

○請願第11号 私学助成の国庫助成制度堅持な

どを求める請願

○請願第20号 『医療制度改革』にあたって難

病患者・長期療養患者・障害者

・高齢者の生きる権利と生活を

守るため患者負担を増やさない

ことを要望する意見書提出につ

いての請願

○請願第26号 特定疾患治療研究事業対象疾病

パーキンソン病、潰瘍性大腸炎

への公費補助絞り込み取りやめ

を要望する意見書提出について

の請願

○地域生活行政及び福祉保健行政に関する調査

○その他報告事項

・宮崎県病院事業中期経営計画について

・経営健全化の取り組みについて

・平成18年地価調査結果の概要について

・特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置
、 、 、

法の期限延長について

・合併新法の下での市町村合併の動きについて

・平成18年７月豪雨災害及び台風第13号に係る

支援措置等について

・医師確保対策について

・後期高齢者医療制度における広域連合につい

て

・自殺予防対策について

・こども療育センターにおける調剤ミスの事故

について

出席委員（８人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 川 添 睦 身

委 員 黒 木 次 男

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 植 木 英 範

病 院 局 次 長 山 下 健 次兼経営管理課長

県 立 宮 崎 病 院 長 豊 田 清 一

県 立 日 南 病 院 長 脇 坂 信一郎

県 立 延 岡 病 院 長 中 原 荘

県 立 富 養 園 長 杉 本 隆 史

地域生活部

地 域 生 活 部 長 村 社 秀 継
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地域生活部次長 黒 岩 正 博（文化・啓発担当）

地域生活部次長 黒 木 康 年（地域政策担当）

地域生活部次長 山 田 教 夫（交通・情報・国際担当)

部参事兼生活・文化課長 日 高 勝 弘

交 通 安 全 対 策 監 湯 地 幸 一

文化・文教企画監 岡 村 巌

青少年男女参画課長 河 野 雄 三

男 女 共 同 参 画 監 舟 田 美揮子

人権同和対策課長 田 原 新 一

市 町 村 課 長 江 上 仁 訓
兼選挙管理委員会書記長

地 域 振 興 課 長 鈴 木 康 正

総 合 交 通 課 長 加 藤 裕 彦

情 報 政 策 課 渡 邉 靖 之

電 子 県 庁 対 策 監 富 永 博 章

国 際 政 策 課 長 岡 崎 吉 博

市町村合併支援室長 橋 口 貴 至

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 河 野 博

福祉保健部次長 田 中 六 男（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長 山 内 正 輝（保健・医療担当）

部参事兼福祉保健課長 内枦保 博 秋

医 療 薬 務 課 長 髙 島 俊 一

薬 務 対 策 監 串 間 奉 文

国 保 ・ 援 護 課 長 刀 坂 忠 義

高 齢 者 対 策 課 長 畝 原 光 男

児 童 家 庭 課 長 松 田 豊

少 子 化 対 策 監 髙 橋 博

障 害 福 祉 課 長 靍 田 歳 明

衛 生 管 理 課 長 川 畑 芳 廣

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 野 間 純 利

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

ただいまから生活福祉常任○中野一則委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○中野一則委員長

いたします。

次に、公営企業会計決算の審査についてであ

ります。

今回付託を受けました議案第12号につきまし

ては、議会運営委員会の申し合わせにより、閉

会中の継続審査となります。そこで、閉会中の

審査の日程についてであります。本来は、今定

例会の審査終了後にお諮りすべきではあります

が、本日の審査のあり方にもかかわってきます

ので、この際、閉会中の日程についてお諮りし

たいと思いますが、よろしいですか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、決算審査の日程○中野一則委員長

につきましては、お手元に配付の日程案のとお

りでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○中野一則委員長

いたします。

なお、議案第12号は、ただいま決定しました

日程で細かな審査を行いますので、本日の委員

会におきましては、執行部からの説明は概要に

とどめることとし、質疑も特に今回行う必要が

あるものに限っていただきますようお願いいた

します。
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それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

本委員会に付託されました議案などの説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

説明に先立ちまして、医療事○植木病院局長

故の御報告とおわびを申し上げます。

既に、新聞報道等で御承知のことと存じます

が、去る８月25日に、県立宮崎病院におきまし

て、医療上の事故により患者さんがお亡くなり

になりました。県立病院は、高度･特殊医療を提

、 、供しており 困難な症例に対応する機会も多く

それだけに日ごろから、医療の安全に関しまし

ては十分注意するよう指導してまいったところ

であります。しかしながら、今回、このような

事故を起こしましたことは、亡くなられた患者

さんや御遺族の方々はもとより、県民の皆様に

対しまして、まことに申しわけなく、心からお

わびを申し上げる次第であります。申しわけあ

りませんでした。今後、病院局といたしまして

は、この事故を重く受けとめまして、再発防止

に取り組みますとともに、改めて医療の安全に

万全を期するよう努力する所存でございます。

委員の皆様方の御理解を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。

それでは、これからは座ったままで説明をさ

せていただきます。

、 、初めに 中野委員長を初め委員の皆様方には

、 、先月下旬の県外調査におきまして 大変暑い中

岩手、山形の県立病院関連の施設等を調査して

いただき、まことにありがとうございました。

調査先での御意見等につきましては、今後、大

いに参考にさせていただきたいと存じます。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案につきまして、その概要を説明申し

上げます。

「 」お手元の 平成18年９月定例県議会提出議案

をごらんください。表紙をめくっていただきま

、 、して 目次をごらんいただきたいと思いますが

病院局関係の議案は、下から５行目、議案第12

号「平成17年度公営企業会計決算の認定につい

て」の１議案でございます。

同じ議案書の「議案第12号」のインデックス

のところをお開きいただきたいと思いますが、

ページで申しますと31ページでございます。こ

のことは、平成17年度宮崎県立病院事業会計の

決算について、地方公営企業法第30条第４項の

規定により、議会の認定に付するものでござい

ます。平成17年度につきましては、地域医療の

拠点として 高度化・多様化する県民の医療ニー、

ズに的確にこたえるとともに、厳しい経営状況

に対応するため、診療機能の充実と諸経費の効

率的な執行に努めてきたところでございます。

しかしながら、入院収益、外来収益ともに前年

度を上回ったものの、退職者の増に伴う退職給

与金の増額や、高度手術に伴う診療材料費の増

加等によりまして、平成17年度決算では、約30

億9,900万円の純損失を計上し、累積欠損金は

。約226億1,600万円となったところでございます

詳細につきましては、後ほど、山下次長に説明

をいたさせますので、よろしく御審議のほどを

お願い申し上げます。

続きまして、若干お時間をいただきまして、

２件ほど、報告をさせていただきたいと存じま

す。
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、 「 」初めに お手元の 生活福祉常任委員会資料

の１ページをお開き願います 「宮崎県病院事業。

中期経営計画について」でございます。

この計画は、大変厳しい経営状況にある県立

病院の経営の健全化を図り、高度で良質な医療

を効果的･安定的に提供することをねらいとする

ものでございます。昨年６月に決定いたしまし

た「県立病院の今後のあり方について」の方針

を踏まえ、去る８月29日に決定したところでご

ざいます。計画期間は、本年度から平成22年度

までの５年間としており、収支目標といたしま

しては、最終年度である平成22年度には、すべ

ての県立病院において単年度での黒字化を目指

すことといたしております。今後は、この計画

の着実な推進を図ることによりまして、経営の

健全化と、県民の皆様への高度で良質な医療の

提供が安定的に行えるよう、職員一丸となりま

して努力してまいりたいと考えております。詳

細につきましては、後ほど、山下次長に説明を

いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

、 。次に 同じ資料の５ページをお開き願います

「 」 。経営健全化の取り組みについて であります

先ほど 「宮崎県病院事業中期経営計画」の中に、

も盛り込んでおりますが、患者数の動向等を踏

まえました病棟の再編や 収益確保及び患者サー、

ビスの向上のための取り組みについてでござい

ます。いわゆる「７対１看護体制」についての

現在の取り組み状況等についての詳細を後ほど

説明させていただきたいと思います。

説明は以上でございますが、中期経営計画の

策定や病棟再編など、経営健全化に向けた取り

組みは緒についたばかりでございます。これか

らがいよいよ正念場であると私、考えておりま

す。繰り返しになりますが、目標達成のために

病院局職員一丸となりまして努力してまいりま

すので、今後とも、委員の皆様方の御理解と御

支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げ

ます。

私からは以上でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、私から詳細につ○山下病院局次長

いて御説明申し上げます。

初めに、議案第12号「平成17年度公営企業会

計決算の認定について 、このうち県立病院事業」

会計の決算について御説明をいたします。

資料は議会提出の決算書がございますけれど

も、説明は、委員会資料としてお手元に配付し

ております「別冊資料１」という委員会資料が

ございます。これで行わさせていただきたいと

思います。まず、１ページをごらんいただきた

いと思います。平成17年度の県立病院事業につ

きましては、総括的には、先ほど局長が申し上

げましたように、入院･外来収益については伸び

てはいるんですけれども、退職給与金の増加、

あるいは高度手術の増に伴う診療材料費等の増

加等によりまして、30億9,900万円の純損失を計

上したところでございます。県立病院の現況に

つきましては、下の方に表で掲げております。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。まず、患者数の状況でございますが、延

、 、べ入院患者数につきましては 対前年度比7.1%

３万2,664人の減少でございます。ただ、新規入

院患者数については4.9 の増加ということでご%

%ざいます 延べ外来患者数につきましても 7.8。 、

の減少、対前年度比で４万2,003人の減少となっ

。 、ております 減少の主な要因といたしましては

これはずっとこういった基調が続いておるわけ

ですが、医療制度改革等の影響ということで、

在院日数の短縮化、つまり短縮をしないと収益



- -5

が上がらないと、いわゆる急性期病院としては

在院日数を短縮していかざるを得ないという一

方の要請があるかわりに、回転率は悪くなると

いうものがございます。それから患者さんの選

択による部分もありますが、患者の自己負担比

率の引き上げといった状況がございます。それ

から、全体として地域連携を推進していこうと

いうのが医療制度のあり方、方向としてござい

ます。それから病棟削減、特に下の表にござい

ますように、富養園の病棟削減を相当数してお

ります。これは 「こころの医療センター」開設、

に向けて、病棟を計画的に削減していくと。こ

ころの医療センターでは、コンパクトな病棟構

成を目指すということで計画的に削減している

わけですが、その影響がもろに出ているという

ところでございます。それから民間医療機関の

充実、特に宮崎病院の場合にはそういった傾向

がございます。下の表にございますように、お

おむね宮崎病院、延岡病院につきましても、い

ずれも入院･外来ともに減少をしておる。ただ、

入院については微減と。一方、日南病院につき

ましては、入院･外来ともにかなりの減少をして

いるという状況がございます。富養園は入院が

約半分になっているという状況がございます。

合計は先ほど申し上げたとおりでございます。

次に、３ページでございますが、こういった

患者の動向等による収益的収支の状況でござい

ますが、まず、収益は、病院事業収益として、

対前年度比0.9 の増ということでございます。%

下の表をごらんいただきたいと思うんですが、

太字で書いてありますように、収益としては若

。 、干は伸びている 特に医業収益の中の入院収益

外来収益につきましては伸びております。これ

は、患者数が減少したにもかかわらず、患者単

価が上がったということ、中身として高度医療

がふえたという状況でこういった収益の伸びを

見せているものでございます。収益としてはそ

ういったことで若干の伸びはあるんですが、一

方、費用の方は、中段の太字で書いてある部分

ですが、1.1 、収益以上に増加しているという%

。 、状況がございます その中身といたしましては

特に給与費のところ、特に退職給与金が相当増

。 、加をしておるという状況がございます さらに

先ほど、高度医療というふうに申し上げました

けれども、やはり材料費に相当お金がかかって

おると申しますか、材料費が伸びているという

状況がございます。４億何がし対前年比で伸び

ているということでございます。それから、一

方 マイナス要因としては 減価償却費２億2,600、 、

万、これは特に延岡、日南の改築に伴う医療器

械等の償却が一部減少したという状況になるわ

けです。

こういった結果、収益と費用の差が、一番下

にございますように、当年度純利益、30億9,900

万円の損失になりまして、右端の方にございま

すように、対前年度比でも8,500万円余の損失を

さらに上積みする結果となったということでご

ざいます。その結果、表の上を見ていただきま

すが、翌年度繰越利益剰余金が、17年度末現在

で226億1,605万1,573円ということで、非常に巨

額に上っておる状況でございます。

めくっていただきまして、個別の病院ごとの

収支の状況でございます。また決算審査の方で

、個別に病院ごとに審査をしていただきますので

、 、概略申し上げますが 宮崎病院につきましては

先ほどちょっと申し上げましたように、入院収

益、外来収益ともかなりの伸びを示しておりま

。 、す 単価が上がったということでございますが

一方、費用の方で給与費、材料費がやはり収益

以上に伸びているという結果、当年度純利益、
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一番下でございますが、８億2,900万円余の損失

ということで、昨年度比２億3,500万円余のさら

にマイナスになったという状況がございます。

次に、５ページ、延岡病院でございますが、

収益は、やはりこれも宮崎病院と同じように相

当額伸びております。特に入院収益が高くなっ

ておりますが、一方で、延岡病院の場合には、

費用の中の給与費をごらんいただきますと、１

億2,000万円のマイナス、ここの場合には退職給

与金が低くなった、これは病院によってまだら

、模様になっているというところがございますが

延岡の場合には、退職者が少なかったというこ

とで退職給与金が低くなったというところがご

ざいます。ただ、材料費については、やはり同

じように伸びているということで、最終的に当

年度純利益のところをごらんいただきたいんで

すが、４億1,000万円余の赤字、ただし、16年度

に比べますと５億5,100万円余の改善を見ている

という状況でございます。

次に、６ページ、日南病院でございますが、

ここは、やはり厳しい状況としては入院収益が

マイナスになっているというところで、全体と

して収益がマイナス1.8 ということでございま%

す。一方で費用の方は、やはり退職給与金の伸

びにも影響されまして費用の方もふえていると

いうことで、結果として当年度純利益８億6,100

万円余の損失を計上しているところでございま

す。昨年に比較して１億2,500万円余の損失の積

み上げをしたという結果になっております。

次に、７ページの富養園でございますが、こ

こは先ほど申し上げましたように、今、病棟縮

小をしている段階でございまして、収益として

もさらにマイナス24.2 ということで、当然こ%

れは減っていくわけでございますが、一方、費

用の方は、やはり下がってはおるんですけれど

も、その中で給与費0.0、つまり人数を減らした

にもかかわらず余り少なくなっていないという

のは、やはりここも退職給与金が大きくなった

ということで、ここに人件費の効率化の結果が

。そうあらわれていないという状況にございます

その結果、当年度純利益としては約10億近い９

億9,800万円余の損失を計上しております。昨年

度比で２億7,500万円余の損失の上積みというこ

とでございます。病院ごとには以上でございま

す。

こういった結果、８ページをごらんいただき

たいんですが、欠損金として、先ほどもちょっ

と申し上げましたけれども、合計として翌年

度226億1,605万1,573円の損失を繰り越したとい

うことになります。

、 、 、次に ９ページでございますが 資本的収支

先ほどは収益的収支、つまり年間のお金の出入

りといいますか、事業費用というのを端的にあ

、 、 、らわしたものなんですけれども 一方で 当然

施設を整えたり、あるいは医療器械を購入した

りといった、翌年度以降に効果のあるような事

業を別の費目で計上している、それが資本的収

支ということでございますが、総収入、一番上

にございますように、32億4,000万円余の収入に

対して、支出が50億3,000万円余ということで、

差し引き17億8,090万円余のマイナスになったわ

けですけれども、この差につきましては、３つ

目の丸にございますように、損益勘定留保資金

等で補てんをいたしました。個別の病院ごとに

は、そこの下にありますように、17年度と16年

度との収入、支出の比較をしております。資本

的収支の収入の方の主なものは、企業債からの

収入と一般会計からの繰り入れ、一般会計負担

金が主なものでございます。一方、費用につき

ましては、建設改良、企業債の償還金、これが
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ほとんどでございます。資本的収支については

以上でございます。

次に、10ページをごらんいただきたいんです

が、比較貸借対照表、これは右側の11ページの

方に貸借対照表を掲げておりますけれども、い

わゆるバランス・シートと呼ばれるものがこの

表でございます。つまり、大きくは資産の部、

負債の部、資本の部と分かれておりまして、資

産の総額と負債と資本を合わせた額とがイコー

。 、ルになるという表でございます 端的に言えば

固定資産とか流動資産とかいうのがございます

けれども、こういった資産が下の負債と資本の

どういったもので構成されているかという表で

ございます。資産の合計は下の負債･資本合計と

同じでございまして、600億2,409万2,744円とい

うことで、対前年度比で10億6,000万円余を減額

しております。これは、減価償却が進んだとい

うこともございますが、一方で現金預金の減少

というのがございます。こういった資産が減っ

たということで、その中身として負債･資本でど

ういった構成になっているかというのが下の方

の表でございますけれども、流動負債が16億円

余ふえております。それから、企業債とか他会

計借入金を償還した関係で資本金が減少してい

るところでございます。それから、資本剰余金

の方は一般会計から負担金の受け入れをしたも

のでございます。さらに、当年度純損失の計上

による利益剰余金、剰余金の中に資本剰余金と

利益剰余金と掲げておりますけれども、その利

益剰余金がさらに30億9,900万円余積み増し

て、226億円余ということで増加をしたというも

のでございます。比較貸借対照表については以

上でございます。

現在の県立病院事業の企業債の状況を12ペー

ジに掲げております。当年度借り入れを18

億7,400万円余やりまして、内訳にありますよう

な事業を実施いたしました。一方で、当年度、

従前借りた分の償還を22億9,000万円余やってお

ります。この結果、年度末の未償還の起債残高

が387億円余という状況になっております。病院

事業の支出の総額が大体260億円余ということ

で、おおむね1.5倍ぐらいの起債残高という状況

にございます。これを一般会計との比較で申し

上げますと、6,000億円余に対して9,000億円余

と、おおむねそういった傾向にはなっておるよ

うでございます。

、 、 、それから 最後に キャッシュフロー計算書

これは目新しい項目でございますが、昨年度の

「県立病院の今後のあり方について」というと

ころで、このキャッシュフロー計算をするとい

うことをうたっております。これはどういった

面があるかといいますと、要するに、収益的収

支なり資本的収支なりというところでは、必ず

しも現金の流れがわからないということで、新

しい企業会計の見方ということで数年前から取

り入れられているものでございますが、公営企

業につきましては、まだ義務化はされておりま

せん。独立行政法人についてはこういった計算

書というのが義務化されておるようでございま

すけれども、今度、これを自主的に取り入れた

ということで、キャッシュフロー計算書を今回

つくったものでございます。このキャッシュフ

ロー計算書、大きく１、２、３とありまして、

事業活動によるキャッシュフローと投資活動に

よるキャッシュフロー、財務活動によるキャッ

シュフローと、お金がそれぞれの局面で流れて

いる状況をここではあらわしております。

まず、事業活動によるキャッシュフローにつ

きましては、先ほど申し上げたように、当期純

損失が30億9,900万円余ということでございます
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が、これはもちろん期間を通して出ていったお

金ということでございます。一方、減価償却費

につきましては、費用には計上いたしますけれ

ども、現実には企業内部に留保するお金でござ

いますので、現金そのものが出ていったわけで

はございません。したがいまして、これはとど

まっていると。そういったことで現金の出入り

を事業活動で見た場合に、最終的には計のとこ

ろにございますように、４億300万円余の現金が

残っているということになります。

一方、投資活動を見た場合には、これは専ら

出ていくばかりというところでございますが、

例えば、固定資産を売却したとかいうところで

はプラスが出てくるんですけれども、昨年度の

場合には固定資産等の処分によりまして20

億6,400万円余、それから繰り延べ勘定の取得に

よる支出です。この局面では計として22億3,700

万円余のお金が出ていったということでござい

ます。

一方、財務活動、つまりお金を借りたり、あ

るいは返したりという部分で見た場合には、財

、務活動によるキャッシュフローというところで

先ほど申し上げたように、一方で企業債による

収入がございましたが、償還もしないといけな

かったと、それから一般会計負担金は受け入れ

ましたと、それと他会計、これは一般会計に返

したお金ですけれども、償還で返しましたと、

この結果、財務活動では４億4,900万円余の

キャッシュが残ったということで、最終的に現

金預金が17年度につきましては13億8,300万円余

減少したと、それが期首残高、つまり17年度の

初めには60億8,000万円余あったお金が、現金預

金13億8,300万円余減ったということで、17年度

末には現金預金は46億9,800万円余になりました

という表でございます。

議案第12号につきましては、以上でございま

す。

続きまして、報告事項が２件ございます。

まず、１件目 「宮崎県病院事業中期経営計画、

について」でございます。

お手元に「別冊資料２」ということで中期経

営計画をお配りしておりますけれども、説明は

。委員会資料を使わせていただきたいと思います

委員会資料の１ページをお開きいただきたいと

思います。昨年 「宮崎県立病院の今後のあり方、

について」ということで、６月に今後の県立病

院の大きな方向づけをしたところでございます

が、その結果、病院局も地方公営企業法の全部

適用としてこの４月に発足したわけですけれど

も、その後、この方針決定に沿って今回、この

中期経営計画を策定いたしました。計画の対象

期間としては、18年度からの５年間、22年度ま

ででございます。端的に言えば、中期経営計画

の目標というのがございますように、単年度収

支を平成22年度にはすべての病院で黒字化する

という目標でございます。表にありますよう

に 17年度は 先ほどから申し上げるように 30、 、 、

億9,900万円余の赤字を計上いたしましたが、22

年度、6,800万円余の黒字を目標といたしますと

いうことで、改善額31億6,800万円余を目指すと

いうものでございます。また一方で、一般会計

、からの繰入金を８億円削減したいということで

この８億円を合わせますと総額で40億円ぐらい

の改善をしないといけないという単年度収支の

目標でございます。これを定員管理という局面

で書いたのが（２）でございますが、これは既

に「行革大綱2006」でうたった病院事業の定数

の目標でございます。

２ページをごらんいただきたいと思います。

各般の取り組みをこの計画の中では掲げておる
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、 、わけでございますが 大きくは収益は確保する

「 」 、つまり 入るを図り という部分ですけれども

あと費用を節減する 「出るを制する」というと、

ころでございますが、この両面から総体的に取

り組んでいかないと、やはり病院事業の健全化

はできないであろうということで各項目掲げて

おります。まず収益確保でございますが、最初

に、やはり職員自体が変わらないといけないと

いうことを掲げております。それから医師の増

員確保、やはり病院、特に最近、医師確保が困

難になっているという状況もございますが、医

師をきちんと増員なり確保しないと病院の収益

。 、は上がらないというものでございます その他

新たな施設基準、医療制度改革の方向に沿って

病院経営も柔軟に対応していかないといけない

といったものでございます。あと幾つかの項目

がございますが、４番目の丸の病棟再編、これ

につきましては、収益確保という面からも、一

方で費用節減という面からも、両方で掲げてお

るものでございます。

、 、 、それから 費用節減の方では 大きく人件費

材料費、経費の局面でそれぞれ節減を図るとい

うものでございます。人件費につきましては、

業務委託をさらに推進していくということと、

スクラップ･アンド･ビルドをしないといけない

ということで、こちらはスクラップの方を費用

節減でうたっているわけでございます。それか

ら、材料費につきましては、現在もやっており

ますけれども、共同購入をさらに推進していか

ないといけないというものでございます。それ

から、いわゆるジェネリック医薬品、これにつ

きましては、これは経営の観点上は、恐らく、

いろんな制度を導入にしていく中で本格的に取

り組まないといけない項目ではないかと思って

おります。現在でもそれぞれの病院では数 の%

範囲でジェネリック医薬品は採用しております

けれども、これを時期に応じて拡大していく必

要があるんではないかというふうに考えており

ます。それから、経費につきましては、委託契

約の見直しやＥＳＣＯ事業の導入ということを

掲げております。

５番目に、良質な医療の提供の取り組みとい

うのを掲げておりますが、もちろん、経営の立

て直し、経営の健全化ということが非常に重要

でございますが、一方で良質な医療の提供とい

うのは県立病院の責務でございます。そういっ

たことで、この３つの項目を立ててそれぞれう

たっております 「安全･安心な医療の提供」と。

「患者本位の医療の提供 「地域の医療水準向」、

上への貢献」ということで、県立病院の使命を

良質な医療の提供の取り組みということで掲げ

たものでございます。

こういった結果、病院別には、３ページにご

ざいますように、病院別の収支計画がございま

すが、宮崎病院につきましては、17年度、８

億2,900万円余の損失を、平成21年には、これは

１年早く黒字化を目指すというものでございま

す。特徴的な取り組みにつきましては、本会議

で局長もお答えしたところでございますけれど

も、がんへの取り組みということがやはり非常

に重要なテーマになってくるんではないかと。

それから救急医療の充実といったことになると

考えております。

それから、延岡病院につきましては、医療制

度改革の影響もございまして、18年度には一た

ん赤字が増大するという傾向がございます。こ

れはこのことを踏まえた上で医療制度改革に対

応していかないといけないんですが、こういっ

た結果、最終年度の平成22年には1,600万円の黒

字を目指すというものでございます。やはり延
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岡病院につきましては、県北地域のかなめでご

ざいますので、地域医療支援病院として体制を

さらに整えていく必要があるというふうに考え

ております。

次に、日南病院でございますが、日南病院に

つきましても、最近の患者の動向から見ます

と、18年度の収支の状況というのは非常に厳し

いものがございます。この中で経営改善を図っ

ていくということで、最終的にはほぼとんとん

という方向を目指すものでございます。特に、

ここの場合に、循環器の内科の先生、脳神経外

科、神経内科医、やはり高齢化に伴ってふえて

くる疾病に対する対応、これに対する医師の増

員確保を図る必要があるということでございま

す。

富養園につきましては、平成17年度、10億弱

の赤字を計上しておりますが 18年度以降平成21、

年途中まで現在の富養園の状態で営業をする必

要がございます。その間は病棟を逐次、患者数

に応じて減らしていって その間 人件費が減っ、 、

ていくということで、相当その部分では経営の

健全化が進むというものでございます。最終的

に、平成21年の途中からこころの医療センター

が宮崎病院に併設をされるということで、22年

には1,200万円の黒字を目指すというものでござ

います。

最後に、計画について進捗状況を評価してい

ただこうということで、県立病院事業評価委員

会におきまして、進捗状況の評価を半期ごとに

していただいて、その結果を公表する、公表を

することも目的ですが、その評価を経営に生か

していく、経営にスピーディーに反映させてい

くということを考えております。

次の４ページに、参考までに中期経営計画策

定までのプロセスを掲げております。委員の先

生方からもいろいろ御意見をいただきまして、

各般の民間の方々から、あるいは有識者の方々

から、計画決定までにいろんな意見をいただく

機会を設けました。すべて最高経営会議という

場で御意見をいただきました上で、今回の計画

を策定したものでございます。今後、この評価

委員会は、先ほど申し上げたように、平成18年

度の上半期の決算の見通しが出る段階で開催を

した上で評価をいただこうということで考えて

おります。報告事項１については、以上でござ

います。

引き続き、次のページの５ページ、報告事項

の２でございますが 「経営健全化の取り組みに、

ついて」でございます。

今申し上げました中期経営計画の中でスク

ラップ･アンド･ビルドということを申し上げま

した。その端的な取り組みを、まずかかってい

る部分を御説明したいと思います。

富養園につきまして、現在、２病棟成人病棟

がございますけれども、これを１病棟に10月１

日には統合する予定でございます。その結果、

病床数が、成人病床が80床から59床になるもの

でございます。現在、小児病棟も含めて40名内

外の入院患者ということでございますので、十

分対応できるというふうに考えております。

日南病院につきましては、最近の入院患者の

動向等を踏まえまして、１病棟削減して６病棟

とするということでございます。

富養園、日南病院についても、いずれも看護

師を減員いたします。この減員を２にあります

ように、７対１看護体制の整備の原資に充てよ

。うということで考えているところでございます

もちろん、その７対１看護体制の確保のために

は、今回、スクラップした看護師数だけでは足

りなくて、その足りない分は臨時看護師で確保
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をしようというものでございます。それが２に

掲げたものでございます。点線で囲んだ括弧の

、 、下の方ですけれども 臨時的任用の看護師数は

各病院とも、それぞれそこに掲げてある程度を

。さらに必要とするというふうに考えております

これにつきましては、本会議で局長もお答えし

ましたとおり、この看護師確保に向けていろん

な条件整備を今回思い切ってやったというもの

でございます。収入と支出との関係を勘案すれ

ば、こういった条件整備を図った上で確保して

いくことが経営改善にもつながるという判断を

したものでございます。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

執行部の説明が終了しまし○中野一則委員長

、 、 。たが まず 議案について質疑はありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他の報告事項に○中野一則委員長

ついての質疑はありませんか。

中期計画はこれで全部なわけです○井本委員

な。例えば９ページの（４）の経営指標別目標

というのがありますけれども、ある程度数値化

しているんでしょうけど、ここでやる宮崎病院

の場合の職員給与費が今、62.4％、これを54％

に持ち込むと。宮崎県の場合、普通の同規模の

病院だったら48.5％ということですわね。延岡

の場合は割と低くて 次の11ページを見ると49.1、

、それを46 に持ち込むと。普通の同規模だ% %

と51 ということですね。また、13ページの日%

南病院では64.4 を今度は50 に持ち込むと、% %

同規模のが50.7 。富養園になると、15ページ%

、 、 、ですけれども 341.8 それを91 に持ち込む% %

同規模だと100.3 、こういう感じで、まちまち%

なところがあるなという感じがしますけど、そ

れはそれで一つずつ各病院ごとにやらないかん

ことは違うんでしょうけど、これが全部の計画

だといって見たときに、いまいち数値目標とい

うのがきちんと出ておらんのじゃないかなと、

単なる数合わせに終始しておるんじゃないのか

と、その辺を心配するんだけど。例えば７ペー

ジの③の外来待ち時間の短縮 「外来待ち時間の、

」 、短縮化に努めます と書いてありますけれども

これなんかも、そちらの裏の方では各病院では

今、何分待っていたのを何分にするという数値

目標というのはあるわけですか。

計画の数値としては現時点○山下病院局次長

ではここに掲げてあるものでございますけれど

も、現実にはやはりそれぞれの各病院で、それ

ぞれの部門ごとに、自分の部門の数値目標とい

うのを何らか立てて、もちろんその数値目標と

いうのは難しい部門もございますけれども、そ

こをつくることが、この計画を受けて、先ほど

申し上げましたけれども、経営への参画意識を

図る、それにつながるんではないかと思ってお

りますので、今後はその作業が出てくるという

ふうに考えております。

だから話が逆なのよ。最初に目標○井本委員

を持ってきているのはいいけれども、やっぱり

一つ一つ数値目標を小さいところを重ねた結果

こういう結果になりましたというのを出してく

れば、ああ、そうですかと我々も納得できるん

ですけど、最初にここに数字をぼんと出して、

それに対して今から積み上げていきますとあな

、 。 、たたちは今 言っておるわけでしょう 我々は

どちらかというと実現可能な数値目標をずっと

重ねてきた結果、これが出てきておるかと思っ

ておるわけよ。だから、これを見ると単なる数

字合わせとしか我々は思えんわけよ。本当に実

現可能なのかなと。目標は目標で置いておって

もらうことはいいけれども、可能な数字を重ね
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ていった結果 これでできますというふうに思っ、

ておったら、そうじゃない。数だけぽんと出て

きて、それを今からやりますよと、こういう話

でしょう。ちょっと逆じゃないかと言っている

んですよ。

私の説明が悪かったかもし○山下病院局次長

れませんけれども、大きな数字の動きといたし

ましては、先ほど、収入の分、支出の分という

ことで目標を掲げましたけれども、収入につい

ては17億円余、支出については、これは減額で

、 、すけれども 22億円余という目標といいますか

これは数字の積み上げをした結果でございます

が、それぞれ私どもとしては裏づけは持ってお

るつもりでございます。例えば、収益の17億円

余につきましては、７対１看護等も当然入って

おりますし、支出の方の減につきましては、既

、にこの４月から現業の職員の委託化をした結果

人件費が相当額減っていると。それから、退職

給与金につきまして、17年度、17億何がしを計

上しておるところでございますけれども、これ

は若干時の流れといいますか、そのときの職員

構成に左右される部分はございますけれども、

過去２～３年が非常に異常な数字というところ

がございまして、通常であれば７億円余で済む

、 、部分だということで そこで10億が節減できる

そういったものを積み上げた結果、この収入、

支出の計画を立てたものでございます。

私が先ほど申し上げました各部門ごとの目標

というのは、大きな目標としては、この数字目

標をまず頭に置いて、それで、じゃ、自分たち

のところは何をすればいいのかというところが

見えないんではないかと、各部門の職員に言わ

、 、せると 大きく40億円余改善すると言いながら

じゃ、自分たちのところは何をしたらいいのか

と、ただ上の方が騒ぐだけでいいのかというこ

とではいけないということで、やはり部門ごと

にそういう目標をつくっていくべきであろうと

いうことを申し上げたものでございます。

ひとつその辺をしっかりやって、○井本委員

必ず実現していただきたいと思うんです。我々

もこの前、県外視察やらに出て、結局、全部適

用をやってもほとんど失敗しているんですよ。

これはやっぱり難しいのかなという気が実はし

ておりますけど、うまくやっておるところも中

にはありますからね、ひとつうまくやっていた

だきたい。

そして、何といっても人件費、どうやって人

件費を削減するんだろうということなんですけ

ど、延岡病院の場合は非常にうまくやっている

ということが見えますわね。ある程度延岡病院

のやり方を、皆さん、もちろんそれはわかって

おるんでしょうけど、ある程度踏襲してもらっ

て、この人件費の削減について努力していただ

きたいという気がするんですよ。よろしくお願

いいたします。何かあれば。

確かに、３病院、同じ給与○山下病院局次長

体系で職員はおるわけですけれども、延岡病院

につきまして、給与費の率が非常に低いという

状況がございます。これは、延岡病院が、端的

に申し上げれば非常に稼いでいると。つまり分

母が大きいという状況はあるんではないかと

思っております。そういう意味では、宮崎、日

南あたりも分母を大きくする努力をしないとい

けないというのがまず最初に挙げられるという

ふうに考えております。

わかりました。○井本委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

説明を受けまして２～３聞いてみ○太田委員

たいなということもありますので述べさせても

らいますが、まず、例えば、台風災害の今度の
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竜巻で延岡県病院がいろんな対応をしていただ

いて、市民としても本当に助かったと思うんで

すね。だから、広域中核病院としての機能を十

分果たしていただいたということで本当に感謝

をしております。私も基本的には、赤字でいい

ということではないんですが、こういった命を

預かる仕事というのは、例えば消防署では、い

つ火事が起こるかわからん、そのために人員体

制はぴしゃっと整えておかにゃいかんという意

味では、言葉は悪いかもしれませんが、人件費

の使いっ放しではあるんですよね。しかし、消

防署は、いざとなったときにはそれがないと困

るということで、まあ、交通事故の関係やらも

ありますけど、消防署の存在というのが認めら

れておるわけですよね。同じように、病院とい

うものも、一部そういう人間の命を預かるとこ

ろだから、あってもらわないと困るという、特

に竜巻災害で大いなる力を発揮したように、そ

れは本当に価値あるものとして認めて、多少の

赤字があってもやむを得んところもあるんじゃ

ないかというような考え方は何か基本的にあっ

。てもいいんではないかというように感じました

、 、それで 説明の中でちょっと聞きたいことは

別冊資料の５ページに「人件費の削減 、もしく」

は「収益性を反映した給与等」というところが

ありますが、本当に涙ぐましい努力をされた結

果のこういう結論なり方向が出されておると思

いますから、それなりの意味を持ってちょっと

聞きたいと思うんですが、例えば業務委託を図

るとか、もしくは臨時職員に少し手厚いことを

して臨時職員の確保を図るという案も出されて

いました。それはそれで私はすばらしいことだ

と思います。ただ、地方公務員法の22条の関係

で、臨時的任用の場合、３種類ほどあるように

思うんですが、６カ月以上超えてやってはなら

ないとか、１年以上となる雇用は認められない

とかいう基本的なものは規定されておるわけで

すが、看護師の臨時職員の採用については、６

カ月で一回切ってとか、１年で一回切って、

ちょっとある程度期間を置いてまた再雇用とい

う言葉を使われるかどうかわかりませんが、そ

ういう法に触れないように工夫をされておると

思うんですよね。ただ、地方公務員法等、やっ

ぱり恒常的に仕事をやってもらう部分は本当は

正規採用でないといけないんですよという思想

があの中には本来あるとは思うんですよね。だ

から、何というかな、そういう基本的な考え方

が壊れていくようなことになってはいけないな

ということもちょっと心の中に感じるもんです

から、当局としてこれはやむを得ないやり方と

してやられていると思いますが、その辺の臨時

的任用の長期的な雇用のあり方が最終的には出

てくることに対してはどう思われますか。それ

がまず１点。

今回、７対１看護体制を目○山下病院局次長

指すということで、そのためのスタッフについ

ては、先ほどのスクラップ･アンド･ビルド、プ

ラス臨時看護師で補うということでございまし

た。今後の病院における臨時職員の考え方です

けれども、基本的には、先ほど井本委員、御指

摘もございましたように、人件費の問題という

のは病院経営にとって非常に大きな比重がござ

います。その意味で、もちろんそれはスタッフ

を手薄にするというわけにはいきませんので、

当然、マンパワーは必要なものは確保する。そ

の一方で、しかしそれが経営上大きな影響を及

ぼすというんであれば、そこはやはり私ども経

営判断として、ある範囲では ある範囲では

ということでございますけれども、臨時的任用

職員の活用を図るということも必要ではないか
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というふうに考えております。

私もちょっとした心のうずきがあ○太田委員

るもんですから、ちょっとその辺を確認させて

もらいましたけど、あとは要望として言いたい

と思うんですが、いろんな努力をされていると

いうことはわかるわけですが、ちょっと危惧す

るのは、こういう体制の中で、７対１の体制を

今度つくられることは非常に私も評価したいと

思います。こういうやり方で頑張っていこうと

いうことについてはですね。本当にぎりぎりの

状況で組み立てられていく可能性もあるのかと

思うと、医療事故とか、いろんな薬の間違いと

かいうのも、人為的なものじゃなくて体制上危

うい組み立て方の中でされているということが

生まれるとするなら、その辺をひとつそういう

ことがないように、体制をつくらにゃいかんと

ころはきちっと体制をつくっていただきたいな

というのはお伝えしておきたいなというのが１

つ。

それから、先ほど言いました５ページの２の

④、ここの中に「人件費の抑制に努めるととも

に、収益性を反映した給与等のあり方について

検討を行う」というのがありますね。これは、

検討を行うということだから、それがいいかど

うかの検討ということだろうというふうに理解

しますが、例えば、病院の現場の中に収益性を

反映した給与を適用するようなところが実際あ

るのかどうか、例えば、私は市役所しかおった

ことがないから言いますと、市役所の市民課、

戸籍とか住民票をあずかるところなんていうの

は収益性というのは全然ないんですよね。それ

から、企画課では、いろんな市のプランを企画

する人は夢を描くわけだから非常に市に貢献を

したとか、そういう評価はできるかもしれませ

ん。しかし、考えてみれば、同じ仕事をみんな

で協力してやっている業務だと思うんです。だ

から、検討を行いますということですから、検

、討は検討でされる必要があろうかと思いますが

病院の職の人は看護師であろうと、先生であろ

うと、いかなる職種であろうと、県民の命を守

るというところに向かって一丸となってみんな

が同じ力を発揮しているものだと思うもんだか

ら、収益性を反映した給与というのはなかなか

難しいのではないかなということは意見として

ちょっと言わせてもらいますが、先ほど言いま

したように、特に、病院の医療事故がないよう

な十分な体制をつくらにゃいかんということに

ついては、自信を持って必要な部分は「必要で

す」と言っていただきたいなということも感じ

るところであります。以上です。

まず、７対１体制がぎちぎ○山下病院局次長

ちではないかという御指摘でございますけれど

も、現在、10対１看護体制というのをとってお

りまして、それは患者10人に対して看護師が１

人いるという体制、そこで１人の看護師がする

仕事の量というのは基本的には変わらないとい

うことを前提で申し上げますと、それが患者７

人に対して１人いると。つまり、従来10人見て

いたのを１人で７人見ればいいという意味で言

えば、これはそれだけでサービスの量は向上す

る、そういう意味で言えばぎちぎちの逆の方向

になるというふうに御理解をいただきたいと思

います。

それと、もう一点、収益性を反映した給与等

のあり方という部分でございますけれども、現

在イメージをしておるのは、主に医師のところ

でございます。当然、医師でも、例えば病理の

お医者さんというのは、とってきた組織の診断

をするわけで、直接それで患者さんがふえると

かいうことはないわけですけれども、当然その
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辺は考えないといけないんですが、やはり現場

からも働きのいい医師といいますか、そういう

医師ごとの評価というのをやるべきではないか

という話がありますし、既に、例えば年俸制を

導入した病院といったものもございますので、

その点について検討を当面していきたいという

ふうに考えております。基本的に地方公営企業

法の大原則の中に「経営状況を踏まえて」とい

う部分がございますので、これはやはり全体と

しては全職員にかぶらざるを得ないだろうとい

うふうに考えております。

細かいことについては、公営企業○井上委員

決算の委員会の中で言わせていただくというこ

とにして、今ありました給与体系関係のことな

んですけれども、全国自治体病院協議会会長の

小山田会長が、公的に出された文章の中に書か

れているものなので、私が申し上げることでは

ないんですが、会長のおっしゃるのには、民間

の病院と比較をすると、医師の給与については

同額であると。かえって公立の病院の医師とい

うのは忙しいということもあって、そういう比

較からいうと公立病院の医師というのは給与は

低いというふうに見れる。看護師については23

％高いと。そして准看護師、それから病院職の

職員というのは大体50％以上高いというふうな

比較を 現実に書かれたものとして出していらっ、

しゃるわけですね、全国自治体病院協議会の小

山田会長が出された文章を読ませていただいた

んですけれども。だから、今後、公立病院のあ

り方ということについては、そこの問題につい

てもやはりメスを入れざるを得ないのではない

かというふうな御意見なんですよね。ここにつ

いては、先ほど、太田委員からありましたこと

も含めて 宮崎県内の民間病院関係とはどうなっ、

ているのかということとかも、ちょっと考えざ

るを得ないところというのは出てくると思うん

ですね。一律すべてを横並びに比較はできない

部分とかも確かにあるというふうには思います

が。

ですから、公立病院の医者については非常に

忙しくて、その割には対価として余りもらって

。いない可能性というのは非常に高いわけですね

今後、給与問題については真剣に議論していた

だくこと。それから、改善していこうという意

識というのがどう職員にもつくのかという点で

は、多くこの問題を含めて公立病院のあり方と

しては求められるのではないかというふうに思

います。後でコメントをいただきたいと思いま

すが。

それともう一つ、最近はインターネットがあ

るもんですから、各病院の医師に対する評価、

病院の評価というのは意外に、一般の患者の皆

さんとその家族、それから一般の今から患者に

なろうとしている人たちにとってみると、その

評価、ランクというのはいろいろあるわけです

よね。例えば、私ところの息子がそういう関係

もあるということもあるんですけど アレルギー、

関係で言えば、秋田の病院だったら２年待ちだ

とか３年待ちだとかと言われるぐらいの病院の

先生がいらっしゃるわけですね。それから丹羽

先生の療法がすごくいいだとか、そういうのが

ばっとインターネット上で出回るわけですよ。

それで、再三議会でも問題になっていますけれ

ども、医師の確保をしていくということも含め

て、いいお医者さん、患者が頼って来ていただ

けるような医者をどう確保していくのかという

ことは、病院としてのあり方にも大きな問題点

はあるのではないかと。その先生が全部民間に

流れるということであれば、公立病院はその役

割を果たすのに非常にきついということになり
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ますので、研修医のときから、ある程度専門性

の非常に高い先生をどう確保していくのかとい

うことについて、その２点について、後で総体

的な総括のときにもまたお話が出るかとは思い

ますが、ちょっと聞かせていただきたいと思い

ます。

１点目は、職員の給与の関○山下病院局次長

係で、県内の病院の職員との比較をどう考えて

いるかということでございますが、御指摘のよ

うに、恐らく、看護師等については非常に高い

というのは一般的でございます。やはり公務員

給与の体系の中でこれまで当然、看護職につい

、 、 、てもなっておりましたし ただ １点違うのは

いきなり民間病院との比較をしてしまうと、例

、 、えば いわゆる正看護師と准看護師の割合とか

こういったところがありますし、それから夜勤

の回数が多いとか、そういったところはあるわ

けでございます。ですから比較の対象として民

間一般というふうにとると、これはちょっと職

員にとっては酷ではないかという気は私として

はしております。

それと、もう一点、医師の確保で民間に流れ

ないようにということでございますが、計画の

中にもございますように、それぞれ３病院とも

臨床研修病院になっておるんですが、現実には

宮崎病院にしかほとんど来ていないという状況

がございます。したがいまして、臨床研修の医

師が来ると、当然、病院の医師の意識が上がり

ます。これは職員も含めてですけれども。非常

に学究的雰囲気といいますか、従前から県立病

院にはそういうものはあったというふうに私は

考えておりますけれども、さらにそういう意識

が上がるという面がございますので、臨床研修

医、さらにその後の後期研修医師の確保、こう

いった点にやはり力を入れていくことが、病院

というもののある意味学問的雰囲気といいます

か、知的な水準を保つ非常に大きな作用を及ぼ

すんではないかと思っております。そういうこ

とと、優秀な医師を確保、その延長上に必ずあ

、 、 、ればいいんですけれども 人柄も含めて じゃ

ずっと終生といいますか、定年までいていただ

いていい医師かどうかという一方では選択もご

ざいますので、当然、医局とのつながりの中で

も確保していかないといけないというところは

ございます。

それでは、要望しておきたいと思○井上委員

、 、いますけれども これだけ累積の赤字があると

公立病院の役割というのについては、小山田会

長もおっしゃっていますけど、何が公立病院と

しての役割なのかということをやはり真剣に議

論しておかなければいけないと思うんですね。

そういうことを考えていますと、すべてが職員

だとかの給与が赤字の対象なんだというふうに

言われるということについては、それがすべて

、 。ではないわけで 正当性はないと思うんですね

ですから、そこが論破できるような体制という

のはきちんと持っておかないと、じゃ、人員削

減して、人数を減らしてこれで公立病院として

のあり方が保てるかと言われると保てないと思

うんですね。だから、法律で守られているから

こうだだけではいけない問題というのは非常に

あると思いますので、整合性のある論理という

のを病院局側も組み立てておいていただきたい

というふうに思います。

もう一つ、医師の確保については、そういう

意味で言うと本当に皆さん方も御苦労だとは思

いますけれども、知事部局を含めて総体的にこ

の問題については十分な、分野横断的な議論と

いうのは大変必要だと思いますので、いろいろ

な対策をとっていただきたいというふうに思い
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ます。２つ要望しておきたいと思います。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

皆さん熱心にやると、これは各論○川添委員

に入っちゃうんですよね、きょうの場合。認定

そのものは病院を見た上で後でまた総括をやる

という手もあるわけで、出すものを出しておっ

ていいんですが、これで一回締めてもらって、

もう一回改めてやらないといっぱいあるんです

よ。さっき、日程を審議したけど、日程に合わ

なくなっちゃうんですが、どうしますか。委員

長の判断です。

中期計画についてはみんな○中野一則委員長

議論を出してください。ほかにないですか。

例えば、宮崎病院にがんセンター○川添委員

をつくると、これは前から私は県病院の先生に

も言っておったんですが、がん治療に対する国

の動きが具体的になってきて、やっこら宮崎も

それに手を加えるといいますか、何もないとき

にやれといってもなかなか難しかった。国の制

度上、各地方もやんなさいよというセンター設

置の法律みたいなものができて、それでやっこ

らやろうかと。ならば、今度は先ほどの収支の

話になるんですが、そういうものの施策上の対

応、厚生省あたりがやってくれるものというの

は何かあるんですかね。それを踏まえて、単年

度でもいいんですが、18年度で今やろうとして

いるんですね。その分の対応の仕方に国の金が

使えるものがあるとか、特に、さっきから出て

いるんですが、医師の確保がきちんとないと、

例えば井上先生がおられるから行くんだという

ようなものがさっき出ましたね。そういうよう

。な立派な方が今いらっしゃるかもしれませんよ

患者対先生の信頼関係なり、技術の関係なりと

いうのは、どこかできちんと出していけるよう

なセンターの中身でないと私は長続きしないと

いいますか、だめだと。そのためには、中期計

画でもあるんですが、医師の確保のために、普

通の先生以上に金を出すと、ならばその差額は

国が持ちましょうとか何かないと、赤字解消、

赤字解消ばっかり言っているところで、優秀な

先生を招聘するというのはどこかでしり込みす

ることになってしまうと、センターはできたけ

れども、お医者さんは前のままだということで

はだめじゃないかなと思うんですが、そのため

にはいろいろな考え方があると思いますよ。た

だ箱をつくって中身が入っておらんということ

。ではだめだと私は思うんで心配するんですがね

何かそういう見通しがあるんですかね。ちょっ

と教えてください。

以前からの川添委員の御意○豊田宮崎病院長

見を伺っておりまして、ようやくがん治療セン

ターの構想を立てたんですが、今、現場として

やっておりますのは、例えば、今、厚生省がが

んの登録をやっておりまして、がん拠点病院と

して今、登録業務に参加するように、何人かの

ドクター等をいろんな会議とかいろんなところ

に派遣して準備を整えている状況です。まだソ

フトがはっきりしたのができていませんので、

登録の方については準備をしている状況です。

、 、それから 医師の確保に関しましてですけど

。 、現在でも専門的な医師は数名おります 例えば

血液とか腫瘍とか、ただ、先ほどおっしゃいま

したけれども それだけではちょっとマンパワー、

が、非常に勤務状況が厳しくなりますので、今

いる医師に、プラス専門医師をさらに確保する

ということで、教室の方と今のやりとりといい

ますか、お願いをしたりしている状況です。で

すから、将来、中身の充実ということも大事と

思いますので、今、頑張って確保の方に努力し

ているところでございます。
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私が聞きたいのは、それは当然な○川添委員

。 、 、んですよ そのために プラスアルファとして

例えば東京のがんセンターかのあるＡ先生を３

カ年間宮崎に来てもらうと、プラスアルファの

話ですよ。今の先生たちがだめだとは言ってい

ないんですよ。それは誤解されんようにしてい

ただかないと。それを何らかの措置費というん

ですか、一般の福祉の施策のように何か手当て

がないと地方の病院は困るじゃないですか。そ

れはどういう折衝をして、招聘を１人はいいで

すよとか、２人まで認めましょうとか、そうい

うものに対してはプラスアルファの給与がない

と、東京から宮崎まで来てもらえないと私は常

識的に思うから、それは関係ありませんと、宮

崎県の病院会計で解決しますとおっしゃればそ

れでもいいんですよ。どうですか。

全体の国の動向といたしま○山下病院局次長

して、先ほど病院長が申し上げられたように、

がんを登録していって、その医療内容と治癒の

状況等、例えば５年後の生存率とか、そういっ

たまずデータを出します。それが１点。そのた

めに若干の補助金というのは、これは何百万の

レベルですけれども、それはございます。一方

で、国がもう一つ言っているのは、もちろん登

録というのはそのための材料にもなるんですけ

ど、がん医療の均てん化というのを言っており

ます。つまり、東京でがん治療を受けても、宮

崎でがん治療を受けても、同じ質の医療が確保

、 、 、されるべきだ 担保されるべきだ というのは

死亡率の第１位、つまり病院に来る患者さんの

何割かはがん患者。そういう中で病院を選択し

て行ける患者はいいんですけれども、行けない

、 、がん患者さんというのも当然いますから 当然

それはそれぞれの地域できちんと、少なくとも

日本の医療としては同じレベルのがん治療を施

さないといけない。そのためのがん医療の均て

ん化、つまり、ならすという、それを目指して

おるようでございます。したがいまして、特に

名医を招聘するとかいうことではなくて、現に

おるスタッフのがん治療の水準を上げていくと

いうことも非常に大切ではないか。もちろん、

、にわかに育て上がるわけではございませんので

当然、先ほど院長が申し上げましたように、現

にそういう技能を持っていらっしゃるお医者さ

ん、抗がん剤治療の専門知識の非常に豊富なお

医者さん、こういった方を当面招聘しますけれ

ども、それと同時に、宮崎病院のがん治療のほ

かの先生方の水準も上げていくということが大

きな目的ではないかというふうに考えておりま

す。ただ、国で、そのための人件費というのを

特に補助金とかの形で見るというシステムはご

ざいません。以上でございます。

今度は結論から逆にいきますと、○川添委員

国の制度がないとすれば、宮崎の県病院にセン

ターをつくるとすれば、ドクターの体制づくり

をするためには、赤字じゃ何じゃと言っておっ

たって、これは始まらんですよ。それは承知の

上で認定をする、認定看護師というのもいらっ

しゃるようですから、がんセンターに勤める看

護師は、今度は看護師の話でちょっとそれます

けど、看護師はがんに詳しい認定看護師である

とか、あるはずですよ、そういう制度が。だか

ら、そうなれば、一つ一つに手が要るわけです

よ。看護師１人、そこに50人張りつけるでも、

普通の看護師と違う給与を与えにゃいかんと。

資格を持っている人を雇わにゃいかんと。とい

うことから、レベルを上げるとおっしゃるのは

そういうことで、ドクターの今いらっしゃる人

たちもそれなりの手当をプラスアルファしてで

も研修をしてくださいとか、あるいは僕の方に
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かかってくるからこうしてくださいと、何か本

質的にその人の技術があるなしにかかわらず、

レベルを上げるとおっしゃるならば、手当をや

らんことにはですね。

私がさっき言いかけたのは、そこまですると

、 。 、３年 ４年かかる 当初から間に合わんければ

だれかほかにも専門医、そういう人を招聘して

きて、そういう人がおることによって宮崎県の

がんの病院に患者が寄ってくると。その周りの

医者もお互いにその人に引きずられて上がって

いく、それは脳外科であるのか何であるのかそ

れは私はわかりませんが、そういう意味では、

ドクターの知名度といいますか、そういうもの

を上げていかないと、センターをつくっても、

センターの絶対的な活用といいますか、結果と

して、宮崎よりも九大がいいとか、あるいは東

京がいいとかいうことにまた戻ってしまうとだ

めだから、東京で治療しておる人が宮崎に帰っ

てくるぐらいの、そういうようなレベルの高い

センターをつくってほしいわけですよ、前から

言っているのは。そのためには、何か手を加え

ていかないと、今のままで形をつくったから何

とかなるじゃろうと思ったらだめだと。その分

は部門的に考えて、さっきから出ている、そう

いうものは赤字であってもやると。いつかはそ

れがプラス要素になってくると私は信じている

んですよ。そういう努力をしないと、センター

はつくりましたよと、今のドクターがどういう

方がいらっしゃるか私はわからんままに言って

、 、いるから無責任な言い方になりますが しかし

それはその治療の世界ですぐわかることですよ

ね。そういうようなセンターの中身にしてほし

いわけ。そういうことですよ。

今、がんセンターにつきまし○植木病院局長

て、いろいろお話をいただきました。まさしく

。私たちが一番頭を痛めている部分でもあります

それで、いろんな機会あるごとに申し上げてお

りますが、公立病院の使命とか役割、県立病院

は、質の高い安全な医療を県民の皆様や地域に

提供すると、そういう使命がありますというこ

、 、とを機会あるごとにお話をしておりますが 今

川添委員がおっしゃったことそのものがそのこ

とだろうというふうに思います。それで、いろ

いろな手法、その他あろうかと思います。まず

は現在、例えば宮崎病院のことに限って申しま

すと、さっき院長も申し上げましたように、腫

瘍の部門でも、血液の部門でも、これは世界に

でも通用するような高度な技術を擁するドク

ターがいらっしゃいます。そういった方たちを

これまでＰＲといいましょうか、県立病院は余

りしておりませんでした。そういう面では、そ

ういうすばらしいスタッフを横断的に今回、８

階の病棟を再編してというお話を申し上げてお

りますが、そういった診療科目の横断的な連携

のもとに、そういった能力というか、技術を大

いに発揮していただこうという面が１つござい

ます。

それから、今、川添委員がおっしゃったよう

に、確かに、東京あたりから、東京だけじゃな

いかもしれませんが、福岡でも大阪でも結構で

すが、名立たるそれぞれの権威といいましょう

か、非常に御専門のドクターがいらっしゃいま

すので、そういった方の招請につきましても、

これは確かに大切なことだというふうに私自身

思います。そういう面で、私たちが一番苦労し

ていると申しますのは、今、経営の健全化とい

うことと実際の病院の質の向上といったことと

なかなか相入れない部分というか、非常に難し

いかじ取りをしないといけないわけですけど、

それはまた、いろいろ県議会の皆様に対して内
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容をきちんとお話をし、御説明をする中で、県

民の皆様にも御理解をいただけると私は信じて

おりますので、そういう面での政策医療なり高

度医療、こういったものは当然、不採算の部門

として出てくるわけですので、そういったこと

をもっともっと経営健全化とあわせまして、両

方にらみながら、病院の改革に取り組んでいこ

うというふうに思います。大変貴重な御意見を

いただきまして、ありがとうございます。

蛇足ですが、結局、整備計画をさ○川添委員

れるとすれば 病気そのものは 検診から始まっ、 、

て、例えば、固有名詞を出していいかどうか知

りませんが、鶴田病院あたりは治療はしないわ

けですね、検診をすると。あれだけの設備があ

るから、そこで結果が出る。ならば、まず県病

院はそういうところに行った人を預かって治療

をするという段階なのか、あるいは金の話を今

されましたが、結局、県病院もああいう器械を

入れてちゃんとやるとすると何十億とかかるわ

けですよ。そういうようなものからスタートし

ないと、検査をした患者を回してきて治療をす

るのか、県病院のあり方としていろいろ方法は

出てくると思うんですよ。だから、さっきから

みんなが心配しているのは、それはやったら赤

字じゃからもうだめだとか、院長先生たち以外

の人に私は言いたいんですが、経営を見ていく

病院局としては、それをやっちゃ赤字だ、これ

をやったらだめだということになってくると、

一体何が残るのかということになるので、赤字

は覚悟でやらにゃいかんものはやんなさいとい

うことを言いたかったわけですよ。だけど、そ

のものが見えてこないから、私は具体的に医者

の話に引っかけて最初、話をしただけで、器械

だってたくさんありますよ。私は素人ですけれ

ども、鶴田病院あたりはあれで飯を食っておら

れるわけですよ。そういうものを県病院に持ち

込むとすれば、県病院の中がどうなるのか。が

んにかかわることですから。そういうものも聞

きたいわけですよ。後でいいですが、蛇足です

が、そういうことまで広範囲に考えていかない

と、がんセンターそのものは成り立っていかん

のじゃないかと。成り立つというのは経営的に

じゃないですよ。人間の信頼関係が成り立って

いかんのじゃないかと思っております。

ほかにありませんか。その○中野一則委員長

他の報告事項で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

中期経営計画についてです○中野一則委員長

が、皆さん方が不退転の決意で涙ぐましいほど

の経営計画を立てられたこと、この努力には非

常に敬意を表するんですが、私は余りせっかち

過ぎた計画じゃなかったかなと、こう思ってい

るんです。今まで一生懸命努力された結果が、

毎年毎年、赤字。17年度も30億の赤字。それを

、５年後には８億の一般会計の繰り入れを抑えて

そして黒字化する、これは私はどだい無理な話

だと思っております。ふさわしい経営形態の選

択を６年後、平成24年度から選択をするという

ことでスタートしておるわけですけれども、何

で５年後には黒字化せにゃいかんかったのかな

と。余り期間がせっかち過ぎたんじゃないかな

と思っているんです。先ほどから公立病院のあ

り方をそれぞれ言われたように思います。私が

言っていることも異口同音だと思うんですが、

これは余りにせっかち過ぎたと。言うならば、

６年後、４つの選択肢がありますが、民営化す

るためにどだい無理な黒字計画を立てたんじゃ

ないかなと、そういううがった見方をせざるを

得ない、こう思っているんです。そういうこと

ではありませんでしたか。



- -21

決してそういうことはござい○植木病院局長

ません。私の方は、実際、実行できないような

計画を当初からつくっているわけではありませ

んで、十分積み上げをし、いろんな全国の状況

とかを参考にしながら、この計画はつくり上げ

ております。そういう意味では、この計画、着

実に実行することによって ５年後といいましょ、

うか、実際は６年後になるわけですが、この目

標どおり進むことによって単年度で黒字化でき

るというふうに考えております。

それで、今、委員長のお話にありました、余

りにも急ではなかったかということでございま

すが これはいろんな意味では 病院局がスター、 、

トする段階では、余りにも検討が悠長過ぎるん

じゃないかという御意見も一方にいろいろあっ

。たことを私たちは十分承知をいたしております

そういう意味で、この６月から最高経営会議を

、 、ほとんど毎月開催をいたしましたし それから

ここの委員会でもいろいろな御意見をいただき

ましたことを十分私たちは受けとめまして、民

、間の有識者の方々の御意見もいただきましたし

それから専門のいろんな方々、有識者から成る

評価委員会も立ち上げて、その中でいろいろ御

意見をいただきながら、この中期経営計画とい

うものを策定いたしたわけでございます。それ

で、我が方の経営管理課の職員ももちろんです

が、各病院の事務局の皆さんも、夏休みを返上

で、少しでも早くこういった計画を出して、そ

の中でいろいろな方向、御意見をいただきなが

ら、もっともっといい方向にということで、本

、 。当に熱意を持って今現在 取り組んでおります

そういう意味では、決して私たち、言葉は悪い

、 、ですが ただただ急いだということではなくて

十分内容も検討した上でこの計画は作成をいた

しましたので、そのあたりのことをどうか御理

解をいただきたいというふうに思います。

私は、裏資料を持っていた○中野一則委員長

り、いろいろ積み上げたり、有識者の方の意見

を聞いたり、専門家の意見を聞いたり、他の病

院を参考にしてつくられたと思いますが、実際

はそこで働く医師の方、看護師の方、こういう

方の意見とか考え方とか、そういうものを積み

上げられたのかなと。計画ではそこで働く人の

意識改革をまず一番に取り上げてもらっており

ますけれども、計画の段階からボトムアップと

いうか、そういうものがないと私は５年後、黒

字化というのは難しいんじゃないかなと。そう

いう意味からも、非常に厳しい計画を立てられ

て、赤字を恐れるが余りに大変なことになりゃ

せんかなと、公立病院の役割というものが本当

に果たされるのかなと、そういう懸念を持って

いるんです。そういうことがなければいいんで

すけれども、しかし、その辺はもっともっと、

、 、私は赤字を許すとか そういう意味じゃなくて

もっと長いスパンで経営の健全化の方向をつ

くった方がよかったのじゃないかなと、こうい

う意味で申し上げているところであります。

いろいろ御意見をいただきま○植木病院局長

して、ありがとうございます。

それで これは委員の皆様方も皆さんそういっ、

た点を懸念されていらっしゃることと思います

が、私たちは、逆に、ちょっとかたい言葉で申

しますと、目標管理による経営改革、ある程度

きちんとしたものをみんなで目標に掲げ、この

目標を管理することによって経営改革を推進し

ていこうという、その強い気持ちでおりますの

で、決してそういう御懸念には及ばないという

ふうに考えておりますし、それから、あり方の

検討委員会の中でもお示しいたしておりますよ

うに、３年間の経営状況、その他を総合的に判
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断をして、その中から最終的に22年度以降のふ

さわしいあり方というか、形態、これを選択し

ていこうというふうにうたっておりますので、

何も何かこれでこういうふうにやりますよとい

うことだけではなくて、ある意味では非常に弾

力的な部分も設けてございます。

そういう意味で、先ほどちょっとお話があり

ましたが、何か民営化することを目標に進んで

いるんではないかというようなことのお話も一

部ございましたが、これは、病院局の職員1,300

、人はそういうことを願っているわけではなくて

やはり公立病院、県立病院としての役割、使命

をきちんと果たしていこうという熱い気持ちで

この経営計画に取り組んでいこうとしておりま

すので、どうか、そういった実態も御理解をい

ただきたいと思います。

あと一言ですが、懸念には○中野一則委員長

及ばないという、そしてまた熱い思いと言われ

ましたけれども、この結果責任は局長、院長、

それぞれ重いということの認識だけは持って、

公立病院のあり方について真剣に考えてこれか

らも取り組んでほしいと思います。以上です。

では、その他の報告事項について、ありませ

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって病○中野一則委員長

院局を終了いたします。

執行部の皆様には大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時37分休憩

午前11時42分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いいたします。

説明に入ります前に、一○村社地域生活部長

言だけお礼を言わせていただきます。

中野委員長、宮原副委員長を初め、各委員の

皆さん方には、先月、非常に暑い中でございま

したけれども、東北あるいは関東方面の私ども

の関係の施設を御調査いただきました。まこと

にありがとうございました。この場をおかりし

まして、お礼を申し上げます。

それでは、まず初めに、今回提出いたしてお

ります議案について御説明いたします。

、地域生活部から提出いたしております議案は

議案第１号１件でございます。

お手元の「平成18年度９月補正歳出予算説明

資料 をあけていただきたいと思いますが ホッ」 、

チキスでとめてある白版のもので 赤いインデッ、

クスがついていると思いますけれども、この７

ページをお開きいただきたいと思います。議案

第１号「平成18年度宮崎県一般会計補正予算」

についてでございますけれども、今回お願いし

ております地域生活部の補正額は、左の補正額

にございますように、生活・文化課分3,858

万1,000円、青少年男女共同参画課分406万7,000

円の合計4,264万8,000円の増額でございます。

これは、１つには、郷土先覚者銅像建設委員会

から県に対して寄附されました、郷土先覚者の

顕彰のための資金を文化振興基金に積み立てる

ことによるものが１つでございます。もう一つ

は、国が今年度から実施します女性の再チャレ

ンジ支援地域モデル事業に本県が指定されまし

たことから、その経費を措置することによるも

のでございます。この結果、地域生活部の一般

、 。会計予算額は 153億8,292万9,000円となります

次に、その他の報告事項が３件ございます。
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お手元に配付いたしております「生活福祉常

任委員会資料」により御説明をいたします。

。常任委員会資料の５ページをお開きください

「平成18年地価調査結果の概要について」でご

ざいます。

この調査は、毎年、県において実施している

ものでございますけれども、一昨日、国及び都

道府県におきまして、一斉に公表されたところ

でございます。本日は、その概要について御報

告いたします。

続きまして、７ページをお開きいただきたい

と思います 特土法 正式には 特殊土じよう。「 」、 「
、 、 、

地帯災害防除及び振興臨時措置法」と申します

、 。けれども その期限延長についてでございます

この法律は、シラス等で覆われた特殊土壌地

帯の災害防除及び農業生産力の向上を図ること

を目的としまして、昭和27年に制定されたもの

でございますけれども、その後、10回の延長を

経て今日に至っております。来年３月末が法の

。 、期限となっております この法律によりまして

本県では、年間約９億5,000万に及ぶ国庫補助の

引き上げ等の優遇措置を受けているところであ

り、これまで、特殊土壌地帯の保全と農業生産

力の向上に大きな成果をおさめてまいりました

けれども、依然として、実施すべき多くの事業

が残されております。このため、本県を含む関

係県で組織しております「特殊土じょう対策促

進協議会」から、関係省庁に対しまして法の延

長の要望活動を行うとともに、全国知事会ある

いは九州知事会からも要望いたしているところ

でございます。今後とも、関係県と連携を図り

ながら、法律の延長を強く国に働きかけていく

こととしておりますので、委員の皆様方の御理

。解と御支援をよろしくお願いしたいと思います

次に、９ページをお開きいただきたいと思い

ます 「合併新法のもとでの市町村合併の動きに。

ついて」でございます。

県内におきましても、合併新法のもとで、延

岡市と北川町との間で合併協議会が設置される

など、新たな動きが出てまいりましたので、そ

の概要について御報告いたします。なお、これ

らの議案及び報告事項についての詳細につきま

しては、担当課長から御説明いたします。

私からの説明は以上でございます。

それでは、生活・文化○日高生活・文化課長

課所管の補正予算につきまして御説明をいたし

ます。

まずは、お手元の歳出予算説明書、先ほどの

「 」横版資料の青いインデックスの 生活・文化課

のところ、ページで言いますと９ページをお願

いいたします。同課の補正予算額は、3,858

万1,000円の増額をお願いしております。補正後

の予算額は、右から３列目でありますが、69

億8,755万9,000円となります。詳細につきまし

て、委員会資料で説明したいと思います。

お手元の 生活福祉常任委員会資料 の１ペー「 」

ジをお願いいたします 「宮崎県文化振興基金の。

積み立てについて」であります。

まず、１の積み立ての理由でありますが、官

民一体となりまして銅像を建設してまいりまし

た郷土先覚者銅像建設委員会が、その役割を終

えたとしまして解散したことに伴いまして、県

に対しまして寄附されました郷土先覚者の顕彰

のための資金を文化振興基金に積み立てるもの

であります。

次に、２の積立額でありますが、寄附されま

した3,858万82円であります。

、 、次に ３の文化振興基金の概要でありますが

平成２年に条例に基づき設置しておりまして、

平成17年度末の残高は、３億9,589万9,000円で
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あります。この基金を財源といたしまして、本

年度は若山牧水賞やふるさとファミリー劇場な

ど５つの文化振興事業を行っております。

次に、４の郷土先覚者銅像建設委員会の概要

でありますが、県、市長会、町村会並びに県内

企業等の代表者などで昭和60年に設立されまし

て、最初の若山牧水像から昨年９月に総合文化

公園に建設されました小村寿太郎像まで、計６

基の銅像を建設してきております。本年３月末

、 、に解散いたしまして ６月末に県へ寄附を行い

清算事務を完了しているところでございます。

次に、５の今後の取り組みについてでありま

すが、郷土先覚者の顕彰関連事業に充てるとい

う寄附の目的に沿いまして、教育委員会などの

関係機関等と連携を図りながら、県民、特に次

代を担う青少年が、銅像に親しみ、郷土先覚者

の業績を学ぶ機会を充実してまいりたいと考え

ております。

生活・文化課につきましては、以上でありま

す。

青少年男女参画課○河野青少年男女参画課長

からは、議案第１号「平成18年度宮崎県一般会

計補正予算」について御説明申し上げます。

お手元の「平成18年度９月補正歳出予算説明

資料」の青いインデックスの「青少年男女参画

課」のところ、13ページをお開きください。当

課の補正予算額は、406万7,000円の増額をお願

いしておりまして、補正後の額は、右から３列

目、４億9,978万3,000円となります。詳細につ

きましては 「生活福祉常任委員会資料」で御説、

明を申し上げます。

委員会資料の３ページをお願いいたします。

「女性のチャレンジ支援事業について」でござ

います。

まず、１の事業の目的ですが、昨年12月に、

国が閣議決定をいたしました男女共同参画基本

計画（第２次）におきまして重要な柱の一つと

して位置づけられました、社会のさまざまな分

野における女性の参画や能力発揮を支援するも

のでございます。

次に、２の事業の概要ですが、まず （１）の、

女性のチャレンジ応援事業では アの女性のチャ、

レンジ支援情報の一元化･ネットワークの形成と

いたしまして、チャレンジ支援情報を一元化し

て、県のホームページ上で提供する「チャレン

ジサイト」の整備や、女性のチャレンジの総合

的な検討を行います「女性のチャレンジ支援連

絡協議会」の設置によりまして、支援体制の整

備を図るものでございます。次に、イの再チャ

、レンジに関する相談窓口の設置につきましては

本年10月、宮崎県男女共同参画センターに相談

窓口を設置しまして、チャレンジに関するアド

バイスあるいは情報提供を行うこととしており

ます。また、あわせまして、県内３市の男女共

同参画センターにおきまして、巡回相談も実施

する予定でございます 次に ウの女性の再チャ。 、

レンジの啓発強化につきましては、再就職や起

、業等を希望する女性を対象とします連続講座や

企業の幹部職員を対象として、女性人材の活用

を進めるためのセミナーを開催するものでござ

います。次に、エのチャレンジ賞の創設につき

ましては、起業、ＮＰＯ活動、地域活動など各

分野で功績の著しい女性を表彰するものでござ

います。

最後に （２）の女性副知事フォーラム2006み、

やざき開催事業につきましては、本県におきま

して、全国の女性副知事が一堂に会し、少子化

対策等について討論をするフォーラムを開催す

るものでございます。

なお、この中で、今回の補正予算により実施
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します事業は、波線を引いております（１）の

イの再チャレンジに関する相談窓口の設置とウ

の女性の再チャレンジの啓発強化でございまし

て、これらの事業は、内閣府の再チャレンジ支

援地域モデル事業の指定を受けて実施するもの

でございます。

青少年男女参画課につきましては、以上でご

ざいます。よろしくお願いします。

それでは、続きまして、○鈴木地域振興課長

「平成18年地価調査結果の概要について」御説

明いたします。

委員会資料の５ページをごらんください。ま

ず、１の地価調査の目的でありますが、この調

査は、一般の土地取引価格の指標として役立て

、 、てもらうことなどを目的として 県が毎年１回

基準地の土地の価格の調査を実施しているもの

であります。

２の調査を行う基準地数でありますが、県内

全域の住宅地150地点、商業地63地点など、合計

で、一番右の欄にありますように、307地点を対

象に実施したところであります。

３の価格判定基準日でありますが、平成18年

７月１日現在であり、価格判定の結果は、一昨

日、９月19日に県公報に登載するとともに、新

聞やテレビ等を通じて発表したところでありま

。 、 、す また 県庁のホームページ等を通じまして

広く県民の皆さんに情報提供を行うこととして

おります。

次に、今回の調査結果であります４の平均価

格及び平均変動率でありますが、住宅地、商業

地などの区分ごとに、平均価格と前年の価格と

を比較した平均変動率を表にしております。主

なものを申し上げますと、住宅地の県平均価格

は、１平方メートル当たり２万8,500円で、対前

年比の平均変動率はマイナス1.2％となっており

ます。なお、資料にはございませんが、住宅地

、 、につきまして 宮崎市花山手の基準地の価格は

前年比プラス1.5％となっております。これは、

天満橋の開通に伴う利便性の向上によるもので

ありますが、地価調査においてプラス地点が見

られたのは平成12年以来６年ぶりであります。

商業地につきましては 県平均価格が１平方メー、

トル当たり５万6,200円となり、対前年比の平均

。 、変動率はマイナス3.3％となっております なお

住宅地、商業地以外につきましても、平均変動

率がいずれもマイナスとなっております。

次に、６ページをごらんください。５、価格

指数の推移としておりますが、これは、住宅地

と商業地の価格の推移を、昭和60年を100としま

して、全国及び本県、それぞれグラフで示して

おります。上の方の住宅地につきましては、全

国の平均価格は、平成３年をピークといたしま

して、いわゆるバブル崩壊に伴い、平成４年以

降、15年連続で下落傾向が続いていますが、本

県の場合はほぼ横ばいの状態にありますが、平

成12年の107.1以降、７年連続でわずかずつでは

ありますが、下落となっております。また、下

の方の商業地につきましては、全国平均と同様

に、本県も平成３年をピークとして、平成４年

以降、15年連続の下落となっております。

なお、調査結果を取りまとめました冊子がご

ざいますが、これは「平成18年地価調査基準地

の基準価格」ということで、これは現在作成中

でございますので、でき上がり次第、委員の皆

様には送付させていただきたいと考えておりま

。 、す 18年度地価調査結果の概要につきましては

以上でございます。

続きまして 特土法 正式には 特殊土じよう、 、 「
、 、 、

地帯災害防除及び振興臨時措置法」といいます

が、この法律の期限延長について御説明いたし
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ます。

資料の７ページをごらんください。まず、法

律の対象とします特殊土壌地帯でありますが、

１の（１）にありますように、これは、シラス

やアカホヤなど火山噴出物等、浸食を受けやす

い土壌で覆われていることなどから、土砂災害

などの災害が発生しやすく、農業生産力に関し

ても不利な面がある地帯であり、九州、四国、

中国地方などに広がり、国土面積の約15％を占

めております。このため （２）にありますよう、

に、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を

図ることを目的として、昭和27年に議員立法に

より、法律が５カ年の時限立法として制定され

たものであります。これまで10回にわたり期限

延長がなされましたが、現行法も来年３月に期

限切れを迎えることになっております。この法

律による特殊土壌地帯の指定でありますが、

（３）にありますように、国土交通大臣、総務

大臣、農林水産大臣が、国土審議会の意見を聞

いた上で地域を指定することとなっており、本

県を初めとした14県が指定されております。こ

の14県のうち全域が指定されておりますのは、

本県のほかに、鹿児島県、高知県、愛媛県、島

根県の計５県でありまして、他の９県は県の一

部が指定されております。この指定を受けます

と （４）にありますとおり、治山、道路防災、、

農地改良などの特殊土壌地帯対策事業計画に基

づく事業について、国庫負担率の引き上げ等の

優遇措置が受けられることとなっているところ

であり、２の本県の状況にありますとおり、平

、成14年度から17年度までの年度平均で見ますと

本県では、年間約９億5,000万円の優遇措置を受

けております。

３の期限延長の必要性にありますように、本

県において、これまで、災害防除や農地改良事

業が実施され、特殊土壌地帯の保全と農業生産

力の向上に多大の成果をおさめてまいりました

が、依然として、実施すべき多くの事業が残さ

れております。そこで、部長が申し上げました

ように、関係県で組織する「特殊土じょう対策

促進協議会」で、関係省庁に対して延長の陳情

を行うとともに、関係県の国会議員43名により

「 」ます 特殊土じょう地帯世話人国会議員懇談会

による延長活動も行われているところでありま

す。法律の期限延長に向けましての委員の皆様

方の御理解と御支援をよろしくお願い申し上げ

ます。以上でございます。

市町村合併支援室○橋口市町村合併支援室長

でございます 私の方からは委員会資料の９ペー。

ジ 「合併新法のもとでの市町村合併の動き」に、

つきまして御説明をいたします。

これは、昨年４月に施行されております「市

町村合併の特例等に関する法律 、いわゆる合併」

新法のもとで、県内におきましても新しい合併

の動きが出てまいりましたので、２点御報告す

るものでございます。

まず、１の合併協議会の設置についてでござ

います （１）にありますように、去る８月１日。

に、延岡市と北川町との間で合併協議会が設置

されたところでございますが、これは、合併新

法のもとでの県内で初の合併協議会の設置とい

うことでございます （２）にありますように、。

第１回の協議会が去る９月１日に開催されたと

ころでございますが、今回の協議会で確認され

た主なものといたしましては、まず、合併協議

の方針についてでございます。旧合併特例法の

もとで、延岡市、北方町、北浦町、北川町の１

。市３町で合併協議を行った経緯がございました

また、このうち北川町を除きます１市２町がこ

とし２月に合併いたしまして、新しい延岡市と
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して既に制度が統一されておりまして、各事業

が実施されておりますことなどから、旧１市３

町の合併協議会における協議方針を引き継ぐ形

で、現在の延岡市の制度を基本に協議していく

こととされたところでございます。また、基本

的な協議の項目といたしまして、合併の方式を

編入合併とする、合併後の新市の名称を延岡市

とすること、さらに、新市の事務所の一部を現

延岡市役所とすることなどが確認されたところ

。 、（ ）でございます 今後の予定につきましては ３

にありますように、第２回を10月２日に、また

第３回を10月17日に開催予定ということでござ

います。

次に、２のその他の動きについてでございま

す。このたび、高原町の住民から、高原町と小

林市との合併協議会の設置を求める住民発議が

なされまして、現在、合併新法に基づく手続が

進行中でございます。これまでの経緯を記載い

たしておりますけれども、住民発議によりまし

て合併協議会の設置を求めてまいりますために

は 有権者の50分の１以上 高原町の場合 186、 、

名以上となりますが の署名を集める必要が

、 、 、あるところ 今回 384名分の署名を集められて

７月31日に提出されたところでございます。こ

れを受けまして、高原町の選挙管理委員会にお

いて、署名の審査、署名簿の縦覧等の手続が行

われ、359名分の署名が確定されまして、８月17

日に本請求がなされたところでございます。合

併協議会を設置いたしますためには、両市町の

議会の議決が必要となりますことから、高原町

長から小林市長に対しまして、合併協議会設置

のための議案を小林市議会に付議するか否か、

その意向照会が８月23日に行われたところであ

ります。今後、小林市長が市議会に付議するか

否かについて、高原町長に対しまして90日以内

に回答されることになるわけでございます。仮

に付議するという回答でありますと、小林市、

高原町、それぞれの議会で合併協議会の設置議

案について審議されることとなるわけでござい

ます。

私からの説明は以上でございます。

、○中野一則委員長 13時５分に再開することで

暫時休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時５分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

執行部の説明が終了しました。まず、議案に

ついての質疑はありませんか。

最初の文化振興基金の積み立て、○井本委員

これは、全く前と同じものをずっと今後も事業

的には継続していくということですか。

この額は、今回、銅○岡村文化・文教企画監

像建設委員会解散に伴いまして、3,800万円余寄

附していただきましたけれども、この寄附に当

たって、このお金については県民の皆様、特に

次世代を担う青少年に、銅像は立ててはおるん

ですが、それをより活用しながら、先人の偉業

をよく理解し、また、それを目標にしてもらう

ような、そういうようなソフト的な事業に、県

として文化振興基金の中で長期にわたって活用

していただきたいという趣旨で御寄附いただい

ていますので、今後、19年度予算から、主に青

少年等にいかに先人の偉業を知ってもらうかと

か、また、例えば案内板とかをつくりまして、

県民の皆様にいかに知っていただくかとか、そ

ういうような事業に活用してまいりたいと考え

ております。以上でございます。

要らぬあれですけど、この残金は○井本委員

どうするんですか。３億何ぼ残ったのはどうい
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うふうにするんですかね。

文化振興基金につい○岡村文化・文教企画監

ては、基金残高が17年度末で３億9,589万9,000

円でございます。これにつきましては、条例の

中で文化振興に要する経費に、つきます利息と

かを含めて、今は一部取り崩しておりますけれ

ども、活用していくということで、18年度予算

では、先ほど御説明申し上げました若山牧水賞

等を含め５事業に活用しているわけでございま

す。今回、さらに、銅像建設委員会の寄附によ

りまして3,800万積み増しされますけれども、こ

の3,800万の分については、先ほど御説明しまし

たような事業を新たに県の方で予算化しながら

やっていくということを考えておりまして、従

、 、来の３億9,589万の活用については 基本的には

、今まで文化振興に活用してきた流れを今後とも

状況を見ながら、継続させていくということに

なります。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

郷土先覚者銅像建設委員会、解散○太田委員

をされたということですが、初めて私もこうい

う委員会があったことを知って申しわけなかっ

たんですが、非常にそういう銅像をつくったり

、とかで貢献をされた団体であろうと思いますが

ちょっと理解のために、残念だなという思いも

あるような気もするもんですから、この団体が

法人組織であったのかとか、公益法人的なもの

であったのかどうかということと、それから、

これまでこの委員会が、例えば寄附とかを集め

られるような活動をしながら今まで頑張ってこ

られたのか、何らかの公的な補助を出しておっ

たような団体なのか どういう活動をされておっ、

たんでしょうかということを２つお聞きしたい

と思います。

この団体につきまし○岡村文化・文教企画監

ては、そこにございますように、昭和60年に設

立されております。任意の団体でございます。

どういう皆様によって構成されているかとい

いますと、解散の前は元ＪＡの長友安盛様が委

員長をされておりまして、それぞれの団体から

いいますと、商工会議所連合会とか、宮崎コン

、 、ベンション協会とか 宮崎中小企業団体中央会

そういう各界の皆様、あと、例えば県医師会と

か、ホテル関係の皆様とか、県内のさまざまな

分野の皆様を委員として参加していただいてお

りまして、その原資といたしましては、昭和61

年から平成９年まで、県の補助金を出しており

。 。ました これが１億356万6,000円でございます

それと、企業が大体半分ぐらいを占めておりま

すけれども、民間の方からの御寄附が昭和60年

から平成12年までお願いしておりまして、これ

が7,421万3,000円ということで、全体としては

約１億8,000万程度の補助金なり寄附のお金をも

とに、これまで６基の銅像を建設してきたとい

う経緯がございます。

わかりました。それで解散という○太田委員

ことでありますが、普通、解散する場合は高齢

、化のためにとかいうような理由がつくんですが

一応参考のために 解散の理由は何だったでしょ、

うかね。いいことをされておられたということ

ですが。

今まで、そこにあり○岡村文化・文教企画監

ますような県内を代表する偉人を顕彰してきた

。 、わけでございます それぞれの偉人については

、 、 、例えば 小村寿太郎侯でいいますと 生誕150年

ポーツマス条約締結100年とか、そういう節目の

年に銅像を建設してきたというようなことでご

ざいまして、委員会の総意として、このような

レベルの方、顕彰すべき方について一応のめど

が立ったのではないかと。今後は、むしろ、銅
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像を建てただけではなくて、それを青少年にい

かに広めていくというか、そういう活動をすべ

きではないかということで、今、3,800万贈与が

ありましたので、これでそれをやっていただき

たいという趣旨で今回、解散しますということ

がこの委員会で決まりました。

わかりました。○太田委員

議案ということでありますから、今度は「女

性のチャレンジ支援事業について」ということ

でお伺いしたいと思いますが、今度新しく新規

事業で10月から取り組まれる相談窓口の設置と

いうのがありますけど、これで再チャレンジ支

援相談員を２名配置するとなっておりますが、

これは今からのことだろうと思いますけど、そ

の方は、例えば資格とか、経歴とか、もしくは

男女とか、そういったある程度女性にいい意味

での支援をされる人でしょうから、そういう資

格なり、何か専門的なものを持っておられるよ

うな感じの人を選ばれるんでしょうか。ちょっ

とその辺をお聞きしたいと思います。

お二人の相談員さんに○舟田男女共同参画監

つきましては、現在人選中といいますか、ほぼ

内定の段階ではございますけれども、お一人の

方は、今まで家内労働援助センターとか、そう

いったところでパート関係とか、そういう相談

。業務等に携わっておられた方を考えております

もう一人の方は、そういう相談業務の経験とい

うのは直接的にはないんですけれども、いろい

ろ仕事をされる中で、途中、２年ほど、夫とい

いますか、パートナーの方のお仕事の関係で仕

事を中断された経験がございまして、そういう

相談に来られる方の気持ちを十分踏まえた対応

ができる方ではないかなということで、相談業

務に携わっておられない方については、特にそ

ういう研修等については力を入れながら、10月

からの窓口設置に向けて万全な体制を図ってい

きたいと考えております。

わかりました。そしたら２名とも○太田委員

女性というふうに見ていいんですね。

すみません。お二人と○舟田男女共同参画監

も女性の方を考えております。

わかりました。○太田委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

、○内村委員 今の再チャレンジについてですが

女性人材の積極的な活用 セミナーをするとなっ、

ていますが、これについてわかっている部分が

ありましたら教えてください。

セミナーにつきまして○舟田男女共同参画監

、 、は 県内のセンターを中心にやりますけれども

これから起業をしたいとか、何をしたらいいか

わからないといったような方を中心に、具体的

、 、に申しますと 仕事をしたい方につきましては

履歴書の書き方とか、起業をするに当たっての

相談窓口はこういったところですよとか、そう

いう具体的なものについての講座を連続して開

いていきたいと考えております。

次は、企業の幹部社員等を対象と○内村委員

、したセミナーを開催するとなっているんですが

このセミナーの内容をもう決まっていましたら

教えてください。

企業の方については、○舟田男女共同参画監

具体的には今からというところもございますけ

れども、商工会議所とか関係団体等が開催しま

す研修会とか、そういった企業の幹部の方が集

まられる場所を活用しながら、できるだけ多く

の方に聞いていただけるような内容のもの、女

性を活用した場合の企業のメリットとか、活力

が出てきますよとか、そういったことに向けて

の研修の内容にしていきたいと考えているとこ

ろでございます。
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ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、次に、○中野一則委員長

その他の報告事項について、質疑はありません

か。

９ページ、市町村合併の動き○宮原副委員長

ということで、一番最後の方に小林市と高原町

が合併に向かって動き出したということになる

んですが、これは手続上問題がないからそうい

う形になるんでしょうけど、高原町長が小林市

長に対して合併協議会設置案を議会付議に関す

る意向について照会をすると、小林市の議会が

それを市長が付議しないなり、または付議され

てその方向で行くというふうになった場合、今

度はまた高原町の議会の方に返りますよね。高

原町の議会が今までの経緯だと、最初の合併を

するとしたときに、一番最初に広域で組んだと

きに外れたわけですよね。そして、今度はまた

もう一回入れてくれという形になって、最終的

にまた外れるという形で、今回も自分ところの

態度が議会なりもはっきりしていない中で、隣

の小林市に対してこういう状況になっているわ

けですけど、小林市が仮に可決して、それなら

行きましょうとしたときに、高原町がだめだと

いうふうに言う可能性もあるわけですよね。そ

れで手続としては全然問題ないんですかね。

今回、高原町長が○橋口市町村合併支援室長

意向を照会しておりますけれども、小林市長の

方が議会に付議しますという回答をした場合に

は、これまた60日以内にそれぞれの議会に付議

、するというふうなことになるわけですけれども

それで小林市議会が否決した場合はそこで手続

は終了いたします。

それと、もう一つは小林市側が付議しないと

なった場合には、住民発議の手続は一たん終了

いたします。

議会に付議するとした場合に、それぞれの議

会に付議することになるわけですけれども、小

林市側が否決した場合には手続は終わります。

可決した場合で、高原町議会も小林市議会も両

方可決すれば、それが合併協議会設置になるわ

けですけれども、小林市議会が可決して高原町

議会の方で否決したという場合には、それが二

、 、通りありまして 町長が住民投票の請求をする

あるいは、それをしない場合に住民が住民投票

の請求を、今度は有権者の６分の１以上の署名

をもって請求するという手続が残されておりま

して、それで住民投票の結果、過半数の賛成票

が得られれば、それをもって議会の可決とみな

すというふうなことで、そこで合併協議会が設

置される、そういった手続は用意されておりま

す。

６分の１の状況で住民投票を○宮原副委員長

やって、合併協議会をつくりなさいという形に

はなるんだけど、またもとに戻って、最終的に

は議会がこれを認めないということになるとま

た何にもならなかったという話になるんですよ

ね、結果的には。

合併協議会はもち○橋口市町村合併支援室長

ろんその時点で設置されるんですけれども、最

終的に合併そのものをどうするかというところ

で議会が否決してしまえば、そこで終わりにな

ります。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願の審査に移○中野一則委員長

ります。

請願第11号について、執行部からの説明はあ

りますか。

特に執行部からの説○岡村文化・文教企画監
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明はございません。

請願についての質疑はあり○中野一則委員長

ませんか。

、○井本委員 きのうも何かテレビでやっていた

今度の医療制度改革でリハビリがえらい大変だ

と、これに絡みがあるんですかね。これは関係

ないの。

医療関連の施設の直○岡村文化・文教企画監

接的な指導は福祉の方でやっております。私ど

もの方は専修学校の中で介護士とか、そういう

専修学校はございますけれども。

質疑はないですね。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、その他何かありませ○中野一則委員長

んか。

。○太田委員 選管の方に確認したいと思います

新聞報道で、知事の5,000万の問題で県選管のコ

メントとして、5,000万円が後援会からの支出と

いうことなら今からでも訂正できるということ

のようですが、それは間違いないことだと思い

ますけど、今からならということであれば、例

えば、だめな時期というのはいつから決まるの

かどうか。永遠にいつでも訂正できるというこ

となのか。３年経過しておる関係もありますの

で、今からでも訂正できるというのは限界があ

るのかどうか、その辺を教えてください。

政治資金規正法○江上選挙管理委員会書記長

の話で申し上げますと、記載すべき事項を記載

しなかったということでございますから、記載

すべき事項の記載はいつでもできるということ

でございます。

永遠にできるの。○太田委員

。○江上選挙管理委員会書記長 永遠にできます

これをどうこうということじゃな○太田委員

いんですが、記載すべき事項ということでそれ

を見るわけですね。特別それについては、永遠

にということであればあれですが、ある程度何

かペナルティーとか、そういうのも一切ないと

いうことで認められるわけですね。

まず虚偽記載と○江上選挙管理委員会書記長

いうことになればその時点で、これは記載すべ

き事項を記載しなかったということと別ですか

ら、これは問題はございます。ただし、虚偽記

載といいますのは、故意もしくは重大な過失と

いうことになろうと思います。ですから、記載

すべき事項を記載していなかったということで

あれば、極端に言えばいつでもできると。その

。時点で治癒されるというふうに考えております

わかりました。故意であるかどう○太田委員

かというのは問われていくわけですね。それが

なければ問題ないというふうに理解していいで

すね。

今回の件については、故意ということはない

というふうな判断でしょうか。

後援会からの話○江上選挙管理委員会書記長

を聞いた段階では、後援会が銀行からお金を借

りて、そのお金を後援会に貸したということで

すから、その段階で収支が発生しております。

ですから、その段階で、基本的には後援会の方

としては、それは使われなかったと。使われな

かったんで記載しなくていいんだと認識されて

おったということでございますが、その使った

か使わなかったかに関係なく、少なくとも、後

援会がお金を借りたという事実をもとに、その

段階で収支が発生していますから、これは書い

てもらう必要があるという判断でございます。

いいです。一応、事実はわかりま○太田委員

した。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

今、太田委員からあった、そ○宮原副委員長
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れで新聞の記事やらを見れば、後援会としては

訂正する考えを明らかしたという話にはなって

いますが、実際のところ、きょう現在で訂正さ

れているということではないんですかね。

早急に訂正をす○江上選挙管理委員会書記長

るというふうに聞いております。

議案の方にかかっているかもわか○内村委員

らないんですけど 合併についてのことでちょっ、

とお尋ねしたいんですが、合併新法がさっき済

んだんですけれども、よろしいですか。すみま

せん。

もとに戻ります。○中野一則委員長

行ったり戻ったりでどうもすみま○内村委員

せん。合併新法のもとでの合併の動きについて

という説明をいただいたんですけれども、こと

しの１月１日で都城と北諸４町が合併したとこ

ろですけれども、１町だけが残って、今回また

新しい選挙があったところなんですが、その中

で 合併した４町の方から合併せんけりゃよかっ、

たの声だけがすごく強いもんですから、一応合

併するということでいろんな指導、指導といい

ますか、あって都城も協議会をつくって、１市

５町でつくった協議会が１市４町での合併に

なったわけですけれども、メリットの分は全然

話題に上がらずに デメリットの分だけが上がっ、

ているようにちょっと感じて、都城市の市会議

員も大変苦慮しているような事実があるんです

が、こういうことに対する県からのまた再度の

仲介といいますか、説明といいますか、そうい

うことはできないのかを、ちょっと後先になり

ましたけど、お尋ねします。

都城圏域では、三○橋口市町村合併支援室長

、股を除いて１市４町で旧法下で合併されまして

ことしの１月にスタートしているわけですけれ

ども、スタートしたばかりということで、これ

からまちづくりがスタートしていく、市町村建

設計画がまとめられておりますけれども、それ

もまたこれから10年かけていろいろやっていこ

うというふうなことでございまして、その中に

は何といいますか、そういった状況でございま

すので、いろんな意見は出てくるかと思うんで

すけれども、いずれにいたしましても、今の地

方分権の進展だとか、あるいは少子高齢化の進

行とか、いろんな住民サービスの広域化とか、

ニーズの広域化、そういった状況といいますの

は、終わったわけではございませんで、これは

まだこれからも続いていくであろうと、ますま

、す厳しくなっていくだろうというふうなことで

私ども、新法下におきましても、この３月に今

の構想をつくりましてお示ししたところなんで

すけれども 今後とも 合併の必要性 こういっ、 、 、

たものについては説明会を開いたり、いろんな

可能な手段を使いながら、住民の皆様方に御理

解いただけるように説明をしてまいりたい、周

知を図っていきたいというふうに考えておると

ころでございます。以上でございます。

これからまたいろいろ説明とかし○内村委員

ていただけるということなんですけれども、現

実に、この前１回、三股町で選挙があったとこ

ろなんですけれども、それに絡んでの市に合併

したところの議員とかいろんな方たちから、都

城の場合は対等合併をしたわけですから、そし

て区長を６年間とかいうことやら、いろんな条

件をさんざん検討して合併して、私たちは合併

がないとこれからはやっていけないということ

を説明するんですけれども、そういう声の方が

強くて、みんながすごく困っているような状態

なんですよ。だから、まだスタートしたばっか

りなんですけれども、これからほかのところが

また合併とかそういうのを進められるときに、
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、 、説明といいますか 県からの指導といいますか

そういうのをこれからもまたいろいろ声を聞き

ながらやっていただけたらありがたいと思うん

ですけれども、中に入った議員なんかがすごく

苦慮している分を聞くもんですから、その分を

これからお願いしたいと思います。ちょっと後

先になりましたけど、すみません。

これに関してはほかにあり○中野一則委員長

ませんか。 ないですね。

では、またもとに戻って、その他で何かあり

ませんか。

先ほど、早急に訂正をすると○宮原副委員長

いうことのようでしたけど、新聞の記事等をい

ろいろ見ると、利息をつけて返したという話も

出たりしていますよね。借り入れをしたという

ことでは5,000万円借り入れをしました、5,000

万円返済をしましたということでゼロに戻ると

思うんですが、そこに利息をつけて払いました

という記事もありますので、例えば、訂正され

たものが5,000万円で、5,000万円返したという

ことになると、当然、そこにその利息というも

のが発生してくると思うんですけど、そういう

仮に今度は記載漏れになって、事実それがどう

かということはわかりませんけど、利息という

ものがついていなかった場合、今度は選挙管理

委員会なり、そちらの担当部署としてはどうい

うふうな指導になるんでしょうか。

5,000万について○江上選挙管理委員会書記長

後援会長が後援会に貸したと、２～３カ月後に

後援会が会長に返したということでございます

、 、 。が 言われますように 利息が発生いたします

発生いたしますが、それにつきましては、後援

会長が利息分を寄附するという形で、報告書上

はその利息分をお返しして、そして後援会長が

後援会に利息相当分を寄附したという形の処理

になろうかと思います。

何となくわかったようなわか○宮原副委員長

らんような話ですが、また、今度は９月21日の

新聞に書いてあるのなんかを見させていただき

ますと、先ほど、いつでも修正はできますと、

一方では、報告書への記載義務違反は５年以下

の禁錮か100万円以下の罰金と定めるという部分

もありますよね。これとはどうなんでしょうか

ね。

記載すべき事項○江上選挙管理委員会書記長

、 、を記載せずに継続をすれば 言われますように

そういう罰則の規定があるということでござい

ます。しかし、今の段階で記載漏れをなくした

わけですから、その段階で少なくとも規正法上

については治癒されたというふうに考えており

ます。

先ほどのあれで、5,000万円借○宮原副委員長

りて5,000万円返して、利息は寄附という形とい

うことでよかったんですかね。

後援会から聞い○江上選挙管理委員会書記長

た限りにおきましては、5,000万を手をつけずに

お返しされているわけですから、それについて

の利息、当然、利息が発生するわけですが、そ

れについては後援会長が寄附をするというふう

な意思を表明されたということでございますか

ら、訂正については、5,000万を借り入れるとい

う収入がまずございます。それから、5,000万円

を返すという支出がございます。それから、あ

わせて、その利子分を後援会長が寄附をすると

いう記載がございます。それから、その利子分

を後援会が会長に返すという、その記載が出て

くると思います。

わかりました。○宮原副委員長

話が抜けているんじゃないかと思○川添委員

うんですよ。後援会が借りて、後援会がＡとい
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う人に渡したと。そこのところの事務処理とい

うのは後援会はタッチしなくていいのかという

ことと、その人が後援会長に返さずに知事に返

したと。それは新聞記事の話ですよ。知事はそ

れを持って後援会長に返したという所作が抜け

ているんですよ、今の話はね。新聞にそういう

ふうに書いてあるんですよ。その辺の記載につ

いては、いろいろ報告事項はいっぱいあります

よ。収入があって、後援会というのは演説会に

使ったとか、会議費に使ったとか、こうせにゃ

いかんわ。その5,000万が後援会の金庫に入った

まま返ったのなら今の話でいいんですが、Ａと

いう人に払ったと、Ａという人はもらわなかっ

たというその所作よ。ここ辺は今から非常に複

雑になると私は思うんですが、そこも訂正せん

と、あるいは記載をして、その人から後援会に

、 、戻ってきたと それを後援会が会長に戻したと

そこのところが抜けているんじゃないかと思う

んですが、その辺はどうですか。

今の前提は、後○江上選挙管理委員会書記長

援会がＡさんに渡して、その人が受け取って、

そして返したということであれば、言われます

ように、報告書には支出の中で組織活動費が出

ていって、そして返却金が出るという話になり

ます。後援会の認識につきましては、渡したん

ではなくて、渡そうとしたが、これは返却され

ているわけですから、要するに渡っていないと

いう認識でございます。それであれば、それは

支出としてはあくまで後援会長と後援会の関係

で終わるというふうに理解しております。

もう一回念を押しておきます。結○川添委員

局、そういう場合もあるんですよね。渡そうと

思ったけど、受け取らんかったからこうだと。

そうじゃなくて、渡したけれども、私はもらう

必要ないとか、あるじゃないですか。金づらを

見てびっくりして返す場合もあるじゃろうし、

そういうところの詳細は選管に報告はしなくて

いいんですかと。仮定の話であっても、それは

せにゃいかんわなということなのか、そんなの

は抜けても、金が返ってくればもういいんです

わということになると、いろいろ今からの詳細

を書かにゃいかんようになるよ。何月何日、だ

れが領収してどうだとか、５万円以上はそうせ

にゃいかんとかという報告の義務の規定がいっ

ぱいあるじゃないですか。そこ辺のところが抜

けてしまやせんですかと聞いているんですよ。

ですから、後援○江上選挙管理委員会書記長

会がその金を支出したという認識をしているん

であれば、その分を訂正してもらう必要がござ

いますが、しかし、支払いをしていないという

ことでございますから、それについては、少な

くともＡさんに対する支出としては規正法上は

出てこないというふうに考えています。

そうすると、記載上は後援会がお○井本委員

金を借りて後援会長に貸したということになる

わけですか。どんなになるんですか。後援会長

が借りて後援会に貸したのか。

選管書記長とし○江上選挙管理委員会書記長

てお答えいたしますが、政治団体からのお話に

よりますと、我々が聞いておりますのは、後援

会の資金繰りとして後援会長が後援会にお金を

貸したということでございますから、その段階

で収支が発生していますから、提出する必要が

あると。その後のお金の動きにつきましては、

川添委員から話がございましたように、そのお

金がよそに行ったんであれば、それについても

、 、記載する必要がございますが 後援会の意識は

それは行かずに、それをそのまま返したという

ことでございますから、借りて返したというこ

。とが報告書に出てくるということでございます



- -35

その前に、これは警察関係でない○川添委員

もんだからあえて聞きたいんですが、それを確

かめる、例えば、今、私が言ったように、後援

会が何月何日に借りた、借入金で載っている、

そして何日かたったと、その間、金がどこかに

あるわけで、どこかというのは後援会の金庫に

あるか銀行に預けたか、銀行に預けたら銀行の

入金の証明が必ずあります。いろんなものが証

明が出てくるんですよね。それがないと現金が

たまたま金庫の中に入っておったということか

。 、 、 、もしれない しかし あの記事は Ａに渡した

そしたらＡが持ってきたと、こうなっている。

その辺のところの確かめ方は選管としてはやら

なくていいということですか。

選管としてはそ○江上選挙管理委員会書記長

れについては確認はいたしません。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

今さっきの故意・重過失の件です○井本委員

けど、これを最終的に判断するのは警察になる

わけですか。最終的には裁判になるんだけれど

も、その前の、例えば、そちらの考えでは故意･

重過失はないということを言われるけど、人に

よってはこれは故意･重過失はあるんじゃないか

と言う人も出てくるかもしれんですね。例えば

それを告発するというようなだれかが出てきた

ら、それは当然、警察に持ち込まれるというふ

うになるわけですかね、その辺はどうですか。

政治資金規正法○江上選挙管理委員会書記長

といいますのは、基本的には政治活動を自由に

やるということでございまして、極力、選管が

その使い道等々について関与すべきではないと

いう原則がございます。ただ、問題は、きれい

な形でクリーンに書いてもらって、そしてその

是非については、閲覧等々で公開されておりま

すから、それは有権者が判断をするという形に

なろうかと思います。

もう一回言うと、閲覧した有権者○井本委員

が、これはおかしいじゃないかというて警察に

持ち込むということになると、刑事事件として

発生する可能性はあるわけですね。

何とも言えませ○江上選挙管理委員会書記長

んが、それは、まさに言われますように、規正

法の趣旨というのは、金の流れを正確に書くと

いうことでございまして、それについて有権者

がどう判断されるかということじゃないかと思

います。

わかりました。○井本委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって地○中野一則委員長

域生活部を終了いたします。

執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時44分休憩

午後１時49分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

本委員会に付託されました議案等の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

、 、○河野福祉保健部長 初めに 委員の皆様には

、 、８月下旬の県外調査におきまして 大変暑い中

東北方面の福祉保健部関連の施設を御調査いた

だき、まことにありがとうございました。調査

先での御意見等につきましては、今後、大いに

参考にさせていただきたいと存じます。

それでは、当委員会に審議をお願いいたして

おります議案につきまして、その概要を御説明

申し上げます。
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まず、お手元の「平成18年９月定例県議会提

出議案」をごらんください。表紙をめくってい

ただきまして、目次をごらんいただきますと、

福祉保健部関係の議案は、一番上の議案第１号

「平成18年度宮崎県一般会計補正予算（第１

号 、その２つ下の議案第３号「使用料及び手）」

数料徴収条例の一部を改正する条例 、それから」

中ほどの議案第８号「宮崎県認定こども園の認

定基準に関する条例 、議案第９号「人にやさし」

い福祉のまちづくり条例の一部を改正する条

」、 「 」例 一番下の議案第16号 財産の取得について

の５議案でございます。

まず、議案第１号「平成18年度宮崎県一般会

計補正予算（第１号 」についてであります。）

「平成18年度９月補正歳出予算説明資料」の

福祉保健部 のインデックスのところ 17ペー「 」 、

ジをお開きください。補正額欄でありますが、

福祉保健部では、今回、一般会計で1,166万円の

増額補正をお願いいたしました。これは、障害

者就労訓練設備等整備事業の実施に伴うもので

あります。事業の概要につきましては、お手元

の「生活福祉常任委員会資料」の１ページをお

開きください 「障害者就業訓練設備等整備事業。

」 。の概要について という表題の資料であります

本事業は、障害者自立支援法の円滑な施行を図

るため、既存の身体障害者更生援護施設等が、

就労移行支援等の新たな事業体系へ移行するの

に必要となるトラクターや管理機等の設備導入

等の経費を助成するものであります。一番下で

ございますが、事業費は、1,166万円となってお

り、その財源は全額国費となっております。

議案書に戻っていただきまして 議案書の 議、 「

案第３号」のインデックス、７ページでござい

ます 「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正。

する条例」についてであります。

これは 児童福祉法の一部改正により 平成18、 、

年10月１日から、肢体不自由児施設について契

約に基づく利用制度が新たに導入されることに

、 、伴い 県立こども療育センターの使用料に関し

条例の改正を行うものであります。詳細につき

ましては、後ほど、担当課長から説明させてい

ただきます。

次に、同じく議案書の「議案第８号」のイン

デックス、17ページをお開きください 「宮崎県。

認定こども園の認定基準に関する条例」につい

。「 」 、てであります 認定こども園 につきましては

さきの常任委員会においても御報告させていた

だきましたが 平成18年６月15日に公布され 10、 、

月１日に施行される予定の「就学前の子供に関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律」によって制度化されたもので、少子化

の進行や教育･保育ニーズの多様化に伴い、保育

所と幼稚園のよいところを生かした新たな選択

肢に位置づけられているものであります。本議

案は、この法律に基づき 「認定こども園」の認、

定基準を定めるための条例の制定であります。

詳細につきましては、後ほど、担当課長から御

説明させていただきます。

次に、同じく議案書の「議案第９号 、25ペー」

ジをお開きください 「人にやさしい福祉のまち。

づくり条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

これにつきましては 「生活福祉常任委員会資、

料」の方の９ページをお開きください。１及び

２にございますとおり 「高齢者、身体障害者等、

が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に

関する法律 、いわゆる「ハートビル法」が廃止」

され 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促、

」 。進に関する法律 が新たに制定されております

これに伴い、本条例中の引用規定を改正する必
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要が生じたため、所要の改正を行うものであり

ます。

次に、議案書の方に返っていただきまして、

議案第16号 のインデックスのところ 39ペー「 」 、

ジをお開きください 「財産の取得について」で。

あります。

これは、新型インフルエンザに有効な治療薬

であります抗インフルエンザウイルス薬・タミ

フル４万4,480人分の取得について、財産に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決をお願

いするものであります。詳細につきましては、

後ほど、担当課長から御説明させていただきま

す。

以上、今回提案をいたしました議案の概要を

御説明申し上げました。どうぞよろしく御審議

をお願い申し上げます。

続きまして、若干お時間をいただきまして、

報告をさせていただきたいと存じます。

「生活福祉常任委員会資料」の方の13ページ

をお開きください。初めに 「平成18年７月豪雨、

災害及び台風第13号災害に係る支援措置等につ

いて」であります。

７月の豪雨災害及び今回の台風第13号災害に

より、大きな被害が発生したえびの市と延岡市

に対しまして、災害救助法及び被災者生活再建

支援法を速やかに適用するなど、被災者の支援

に取り組んでいるところであります。詳細につ

きましては、後ほど、担当課長から御説明させ

ていただきます。

次に、資料の15ページをお開きください 「医。

師確保対策」につきまして、御報告が３点ほど

ございます。

まず、１点目の「医師派遣システム」につき

まして、医師１名の採用を内定いたしました。

この医師は来年４月から、県職員として僻地医

療に従事していただく予定であります。

２の「医師修学資金」につきましては、医師

不足に早期に対応するため、応募のあった８名

全員への貸与を決定したところであります。

３の「医学部学生等に対する病院説明会の開

催結果」についてであります。詳細につきまし

ては、後ほど、担当課長から御説明させていた

だきます。

次に、資料の17ページをお開きください 「後。

期高齢者医療制度における広域連合について」

であります。

高齢者の医療制度につきましては、改正法が

６月に公布されたところでありまして、現行の

老人保健制度が、平成20年４月から新たに後期

高齢者医療制度となります。この後期高齢者医

療制度は、県内の全市町村が加入する広域連合

により運営することになっておりますが、来年

３月までにこの広域連合を設立しなければなり

ません。このため、去る８月１日に市長会、町

村会が中心となりまして、設立準備委員会が発

足したところであり、県も職員１名を事務局に

派遣いたしました。県としましては、この広域

連合が円滑に設立されますよう積極的に支援し

てまいりたいと考えております。詳細につきま

しては、後ほど、担当課長から御説明させてい

ただきます。

次に、資料の19ページをお開きください 「自。

殺予防対策の取り組みについて」であります。

本県の自殺の現状は 全国水準を大きく上回っ、

ており、本年度から、新規事業「 生きる力』応『

援･うつ病対策事業」に取り組んでいるところで

あります。詳細につきましては、後ほど、担当

課長から御説明させていただきます。

最後に、去る６月26日、県立こども療育セン

ター小児科外来において、調剤ミスが発生いた
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しましたので、御報告いたします。

薬剤中に含まれる成分量を勘違いして調剤し

たものですが、児童は、幸いにも大事には至ら

ず、回復されました。今後は 「予約患者に係る、

処方せんの事前確認 や 外来患者の薬歴のデー」 「

タベース化」を行って、ミスの未然防止を図っ

ていくこととしております。

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

常任委員会資料の13○内枦保福祉保健課長

ページをお開きください 「平成18年７月豪雨災。

害及び台風第13号災害に係る支援措置等につい

て」御説明申し上げます。

、 。まず １の７月豪雨災害についてであります

（１）の被害の概要でありますが、人的被害

が都城市で重傷１名、小林市で軽傷１名の２名

であります。住家被害につきましては、えびの

市が中心でございますけれども、半壊77世帯、

一部損傷10世帯、床上浸水73世帯、床下浸水191

世帯となっております。

次に （２）の支援措置等についてであります、

、 、 、けれども アにありますように ７月22日付で

えびの市に災害救助法を適用し、避難所の設置

や住宅の応急修理など、応急的、一時的な救助

を行ったところであります。また、イにありま

すように、同じく７月22日付で、えびの市に被

災者生活再建支援法を適用し、住宅が半壊しや

むなく解体した１世帯に対し、生活に必要な物

品の購入費等を支給する見込みとなっておりま

す。また、ウの義援金の配分でありますけれど

、 、も 日赤宮崎県支部や共同募金会などと共同で

７月26日から１カ月間、義援金の募集を行いま

した。その結果、第１次配分として、①にあり

ますように、都城市に25万円、えびの市に2,551

万2,194円を配分したところであります。②には

配分基準を示しております。なお、各世帯ごと

の具体的な配分額につきましては、えびの市に

。 、おいて決定をすることになっております また

、 、その後も義援金が寄せられておりまして 今後

２次配分が行われる見込みとなっております。

14ページをごらんください。次に、２の台風

第13号災害についてでございます。

（１）の被害の概要でありますけれども、人

的被害が延岡市を中心に、死者３名、重傷者４

名、軽傷者145名となっております。住家被害に

つきましても、延岡市が中心でございますけれ

ども、全壊40、半壊139、一部損傷629世帯ある

いは棟というふうになっております。なお、こ

の詳細については、調査中でございまして、ま

。だ今後変動があり得るということでございます

次に （２）の支援措置等でございますけれど、

も、アにありますように、９月17日付で延岡市

に災害救助法を適用し、避難所の設置や住宅の

応急処理など、応急的、一時的な救助を行うこ

。 、 、ととしております また イにありますように

９月17日、同じ日付で延岡市に被災者生活再建

、 、支援法を適用し 住宅が全壊した世帯等に対し

生活に必要な物品の購入費や住宅の解体経費等

の支給、最高で300万でありますけれども、そう

。 、いう支給を行う見込みとなっております また

ウにありますように、９月20日から１カ月間、

。義援金の募集を行っているところでございます

また、資料には記載しておりませんが、福祉

保健部所管の社会福祉施設等につきまして、保

育所など延岡市内の16の施設において、ガラス

の破損などの被害が出ておりますけれども、い

ずれも大きな被害ではないようでございます。

以上でございます。

。○高島医療薬務課長 医療薬務課でございます

委員会資料の15ページをお願いいたします。



- -39

「医師確保対策」につきまして、３点ほど御報

告をさせていただきます。

まず、１の「医師派遣システム」による採用

者の内定についてであります。僻地の公立病院

等の医師不足に対応するため、医師を県職員と

して採用し、僻地公立病院等と県立病院を交互

に勤務させる「医師派遣システム」につきまし

、 、て 医師と個別に交渉を進めてきましたところ

このたび、本県出身で埼玉県在住の中村豪医師

、 。の採用を内定しましたので 御報告いたします

中村医師は、自治医科大学卒業後、宮崎県内に

９年間勤務しまして、椎葉村、南郷村、諸塚村

での僻地勤務の経験がございます。現在、御出

身である自治医科大学に戻られ、東京北社会保

。険病院の外科専門医として御活躍中であります

採用は平成19年４月１日付を予定しておりまし

て、２年間、僻地の公立病院に派遣し、地域で

の医療に従事していただくことになります。私

も直接、中村医師と何度かお会いいたしました

が、情熱にあふれた医師であり、自分が地域医

療の呼び水になればと抱負を語っていただいた

ところでございます。

次に、２の「医師修学資金」貸与者の決定に

ついてであります。４名の定員に対して８名の

応募があったところですが、面接を行いました

ところ、地域医療に貢献しようとする強い意欲

が確認できたところでございまして、医師不足

への早期対応が期待できる５年生、３年生を含

め、８名全員に貸与することといたしました。

なお、予算につきましては、地方自治法及び県

財務規則の規定に基づきまして、当初予算の範

囲内で必要額を調整いたしましたことを御報告

申し上げます。また、希望診療科等といたしま

しては、僻地３名、小児科等特定診療科５名と

なっております。この小児科等特定診療科とい

うことですが、５名とも小児科希望ということ

になっております。

最後に、３の医学部学生等に対する病院説明

会の開催結果についてであります。先月３日、

県内外の医学部学生や臨床研修医を対象としま

した、県内研修病院による説明会を開催いたし

ました。これは、県や県医師会、宮崎大学医学

部等で構成する「宮崎県臨床研修運営協議会」

の主催で、医学部学生や臨床研修医に、研修先

の病院を選択する上で必要な進路情報を提供す

ることにより、県内に１人でも多くの研修医を

確保することを目的といたしまして、開催した

ものでございます。県内18の医療機関等が参加

いたしまして、それぞれがブースごとに研修内

容の説明や進路相談を行いましたが、県内外か

ら予想を上回る57名の医学生や臨床研修医が参

加することとなり、来年度の研修医の確保につ

ながるものと期待をしております。以上であり

ます。

国保･援護課でございま○刀坂国保・援護課長

す。

「後期高齢者医療制度における広域連合につ

いて」御説明いたします。資料は生活福祉常任

委員会資料の17ページでございます。

初めに、１の後期高齢者医療制度についてで

あります。高齢者の医療制度につきましては、

昭和58年に発足いたしました老人保健法により

運営してきたところでございますが、高齢化の

進展に伴います老人医療費の伸びなどから、各

医療保険者からの拠出金の負担の問題、それか

ら運営主体についての問題が生じてまいりまし

た。そこで、これらの問題に対処するため、今

回、老人保健制度を発展的に継承し、独立した

後期高齢者医療制度として定められましたもの

が 「高齢者の医療の確保に関する法律」という、
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ものでございまして、制定されたところでござ

います。

フロー図の方になりますけれども、後期高齢

者医療制度につきましては、医療制度という名

称を使っておりますけれども、実質的には保険

制度ということでございます。被保険者は老人

保健の方と同じでございますが、被保険者、丸

で書いてありますけれども、75歳以上の高齢者

。 、ということでございます 運営につきましては

現在、この図の真ん中のところに「広域連合」

と黒枠で囲ってありますけれども、この部分に

つきまして、現在のところは市町村が行ってい

るところでございますけれども、市町村が医療

費の支払いを行っておるところでございます。

この新たな制度になりますと、市町村の部分が

広域連合ということで、県内の全市町村が加入

いたしまして広域連合をつくり、その広域連合

が保険の運営を行うということで、運営主体は

広域連合ということになります。そして、医療

機関に支払われる医療給付費、いわゆる医療費

でございますけれども、広域連合の黒枠のとこ

ろから、支払いの⑤、支払いの⑥ということで

矢印で流れが書いてありますけれども こういっ、

た医療費につきまして、高齢者からの保険料１

割、これは広域連合の左側の方の「被保険者 、」

「 （ ）」 、保険料 １割 と書いてございますけれども

ここの部分が高齢者が１割を負担し、そして右

「 （ ）」 、「 、 、側の 公費 約５割 ということで 国 県

（ ）」 、市町村 4 １ 1 と書いてございますけれども: :

この公費の負担の割合を国と県、市町村でこう

いった形で負担しようということになっており

ます。

これで「社保支払基金」と書いてございます

けれども、これは社会保険診療報酬制度に伴い

ます支払基金のことでございますけれども、そ

れのツリーの下の方に「政管健保」とか「組合

健保 、いろいろ医療組合が書いてあるんですけ」

れども、それらのいわゆる医療保険者から後期

高齢者の支援金 「社保支払基金」とそのツリー、

の間に「後期高齢者支援金（約４割 」と書いて）

おりますけれども、その部分で負担をしていた

だくということで、いわゆる被保険者が１割、

公費が５割、そして、それぞれの組合から４割

ということで財政運営を行うこととされており

ます。

次に、２の広域連合制度ということでござい

。 、ます この後期高齢者医療制度につきましては

先ほども申し上げましたけれども、県内の全市

町村が加入する広域連合が運営するということ

になっております。この広域連合の制度につい

て御説明いたします。

広域連合につきましては、地方制度上の位置

づけといたしましては、地方自治法上に言うと

ころの特別地方公共団体、この図の中で「地方

公共団体」ということで書いておりますけれど

も、そのうちの特別地方公共団体、そして地方

公共団体の組合、その中のいわゆる広域連合と

いうことの位置づけになっております。いわゆ

る地方分権の進展に伴いまして、増大する行政

の役割を果たしていくために、地域の実情に応

じました広域的な行政の推進が大変重要であり

まして、平成６年の地方自治法改正によりまし

てこの制度が創設されたものでございます。広

域連合につきましては （２）に書いてございま、

すけれども、同一の事務を持ち寄って共同処理

する一部事務組合とは異なりまして、目的に合

わせて市町村が互いに協力して、総合的かつ計

画的に広域行政事務を処理する仕組みになって

ございます。そして、国または都道府県から市

町村を介さずに直接に権限の委任を受けること
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ができることから、主体的に広域行政の運営が

できるシステムであると言えます。また、広域

連合の組織といたしましては （３）に書いてご、

ざいますけれども、議会、執行機関、選挙管理

委員会、監査委員を必ず設けることとされてお

ります。

恐れ入りますけれども、次のページをお開き

ください 「広域連合制度の概要」をお示しして。

おりますが、議会の議員等の選出の方法につい

て御説明いたします。

広域連合議会の議員の選出につきましては、

広域連合の選挙人、つまり広域連合を構成する

すべての市町村の選挙人による直接投票、この

中身につきましては 「広域連合」の大きな枠の、

中の「議会」のところの右の「<議員>直接 間or

接選挙による選任 というところのくだりになっ」

ていますが、すべての市町村の選挙による直接

投票、いわゆる直接選挙で選ぶ方法と、広域連

合を構成する市町村の議会における選挙、いわ

ゆる間接選挙で選ぶ方法がございます。いずれ

の方法を採用するかは、広域連合での規約にお

いて定めることとなりますが、国が示しました

モデル案では、間接選挙による方法が示されて

おります。これによりますと、まず、組織のメ

ンバーといたしましては、構成市町村の首長ま

たは助役により組織する方法、あるいは構成市

町村の議会の議員により組織する方法、あるい

は構成市町村の議会の議員及び首長により組織

する方法などが例示されております。また、選

挙の方法につきましては、推薦を受けた候補者

について、すべての構成市町村の議会において

選挙し、それぞれの選挙における得票数の累積

により当選者を決定する方法、あるいは議員数

を構成市町村の議会ごとに割り振り、当該議会

において議員が投票により選挙する方法といっ

たものが例として挙げられております。また、

広域連合長につきましても、構成市町村長のう

ちから構成市町村長が投票により選挙する方法

。 、も示されております いずれにいたしましても

いずれの方法を採用するかは、広域連合の規約

において定めることになるわけでございます。

恐れ入りますが、前のページにお戻りくださ

い。次に、３の広域連合設置等に向けての取り

組みについてであります。この広域連合につき

ましては、平成19年３月末までに設立すること

になっております。本県におきましては、去る

８月１日でございますが、宮崎県市長会、宮崎

県町村会が中心となりまして、広域連合設立準

備委員会が設置されたところでございます。こ

の準備委員会委員及び幹事の合計は８名でござ

いますけれども、市長会及び町村会の役員で構

成されております。会長には市長会会長の宮崎

市長、副会長は町村会会長の綾町長が就任され

。 、 、ております 同様に 事務局も市職員から４名

町職員から１名、町村会職員から１名、国保連

合会職員から１名、そして、先ほど部長の方か

らもお話ございましたけれども、県職員からも

１名派遣をいたしております。合計８名の職員

で関連事務が執行されております。また、市長

会の事務局長、それから町村会の事務局長も参

与として事務局に参画されております。

この広域連合を年内に立ち上げるために、ス

ケジュールの方の２段目になりますけれども、

平成18年12月、議会の組織及び選挙の方法を含

めました広域連合の規約案の議決が必要となり

ます。そして、全市町村の議会の議決を経まし

た後に、全市町村長の連名にて県知事に対して

設置許可の申請を行い、設置許可後に正式な広

域連合が発足するということになります。その

後、広域連合議会の議員及び広域連合長の選挙
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を行いまして、組織体制を構築し、組織、財務

等の条例などを制定いたします。来年の秋、19

年の秋までには保険料等の条例を制定するなど

して、スケジュールの一番最後でございますけ

れども、平成20年の４月から後期高齢者医療制

度の実質的な運営を行うことになります。

最後ですけれども、県といたしましては、設

立準備委員会の設立に際しましても、積極的な

支援を講じてまいったところでありますが、引

き続き、この広域連合が今年度末までに設立さ

れますように、また円滑な制度運営が図られま

すよう、積極的な支援を講じてまいることとい

たしております。以上であります。

児童家庭課分について御○松田児童家庭課長

説明をいたします。

平成18年９月定例県議会提出議案書 の 議「 」 「

案第８号」のインデックスのところでございま

す。17ページ 「宮崎県認定こども園の認定基準、

に関する条例」についてであります。恐れ入り

ますが、説明につきましては、常任委員会資料

で説明をさせていただきます。資料の５ページ

をお開きください。

初めに、１の条例制定の理由についてであり

ます。この認定こども園が制度化されました背

、 、景といたしまして 幼稚園と保育所については

保護者の就労の有無で利用する施設が限定され

てしまうことや、少子化の進行、教育ニーズの

多様化に伴い、必ずしもこれまでの取り組みだ

けでは対応できない状況が見られることが挙げ

られます。そのため、幼稚園と保育所のよいと

ころを生かしながら、その両方の役割を果たす

ことができるような新しい仕組みをつくろうと

いう観点から 「就学前の子どもに関する教育、、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が

平成18年６月15日に公布をされました （２）の。

ところでございますが、幼稚園、保育所等のう

ち、以下の機能を備えるもので、認定基準を満

たす施設について、都道府県知事から「認定こ

ども園」としての認定を受けることができると

いうことになっております。まず、①の就学前

の子供に幼児教育・保育を提供する機能。保護

者が働いている、いないにかかわらず受け入れ

、 。て 教育･保育を一体的に行う機能でございます

②の地域における子育て支援を行う機能。すべ

ての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応し

た相談活動や、親子の集いの場の提供などを行

う機能でございます （３）ですが、認定こども。

園の認定基準につきましては、都道府県の条例

で定めることと法律で規定をされております。

そのため、宮崎県認定こども園の認定基準に関

する条例を制定するというものでございます。

次に、２の条例制定の趣旨につきましては、

法律に、認定要件につきましては 「文部科学大、

臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設

備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の

条例で定める認定の基準に適合すること」と規

定をされていることから、認定の基準に関し必

要な事項を定めるものでございます。

次に、３の条例の構成につきましては、第１

条の趣旨から第18条の委任までの事項を定めて

おります。

条例の概要につきましては、次の６ページを

お開きいただきたいと思います。認定こども園

の類型につきましては （１）幼保連携型認定こ、

ども園ですが、幼稚園及び保育所が一体的に設

置されており、両者が連携し一体的な運営を行

うことができ、認定こども園としての機能を果

たす施設でございます （２）が幼稚園型認定こ。

ども園ですが、幼稚園が保育に欠ける子供のた

めの保育時間を確保するなど、保育所的な機能
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を備えることで認定こども園としての施設とな

る （３）の保育所型認定こども園は、保育所が。

保育に欠けない子供も保育するなど幼稚園的な

機能を備えることで認定こども園としての機能

を果たす施設でございます （４）が地方裁量型。

認定こども園ですが、幼稚園、保育所いずれの

認可も有しない地域の教育･保育施設が、認定こ

。ども園としての機能を果たす施設でございます

次に、２の職員の配置につきましては （１）、

の０～２歳児につきましては、保育所と同様の

体制でございます。ゼロ歳児、おおむね３人に

１人、１・２歳児、おおむね６人に１人以上の

配置が必要となります （２）の３歳から５歳児。

につきましては、３歳児は長時間利用、つまり

保育所的な機能ですが、20人に１人、短時間利

用、幼稚園の機能になりますが、おおむね35人

に１人、４・５歳児は長時間利用児が30人に１

人、短時間利用児がおおむね35人に１人以上の

配置が必要となっております。また、３歳児以

上の子供の共通利用時間につきましては、35人

以下の子供で構成される学級を単位として、１

学級ごとに学級担任１人が担任することになり

ます。なお （３）のとおり、認定こども園には、

１人の長を置くということにしております。

次に、３の職員の資格につきましては （１）、

の０～２歳児に対しましては保育士資格を有す

、（ ） 、ること ２ の３歳から５歳児につきましては

原則として幼稚園の教諭の免許状と保育士資格

の両資格の併有を必要としております （３）の。

認定こども園の長は、管理運営を行う能力を有

する者であることが必要でございます。

４の施設の設備につきましては、屋外遊戯場

だとか調理室、園舎・保育室等につきまして規

定をいたしております。園舎につきましては、

０～２歳児は保育所と同様、３歳から５歳児に

つきましては、幼稚園・保育所基準の両方を満

たすこと。ただし、既存の施設から転換する場

合には、どちらかの基準を満たしておればよろ

しいということでございます。７ページの一番

上ですが、屋外遊戯場につきましては、２歳児

は保育所と同様、３歳から５歳児につきまして

は、幼稚園基準、保育所基準の両方を満たすこ

と。ただし、既存施設から転換する場合はいず

れかの基準でいいと。それから、調理室につき

ましては設置を義務づけておりますけれども、

条件つきで３・４歳児に限り給食の外部搬入を

認めるということにいたしております。

他、５、６、７の教育や保育の内容、職員の

資質向上、子育て支援事業につきましては、主

に理念とか留意事項が盛り込まれておりますこ

とから、詳細につきましては、規則に委任をい

たしております。

次に、８の管理運営等につきましては （１）、

の認定こども園の長は、一体的な管理運営を行

うこと （２）の保育に欠ける子供に対する保育、

、 。 、時間は １日に８時間を原則とする 開園日数

開園時間につきましては、保護者の就労の状況

等の地域の実情に応じて、保育を適切に提供で

きるように努めること （３）の保護者が多様な、

施設を適切に選択できるように情報開示に努め

ること （４）の児童虐待防止の観点から、特別、

の支援を要する家庭、ひとり親家庭、低所得の

家庭、さらに障がい児など配慮が必要な子供の

利用が排除されることのないよう、入園する子

供の選考を公正に行うこと、また、地方自治体

との連携を図り、こうした子供の受け入れに適

切に配慮すること （５）の防犯、防災、耐震等、

の体制を整えること、また、事故等が発生した

場合の補償を円滑に行うことができるよう、補

償の体制を整えること （６）で自己評価及び外、
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部評価を行い、その結果の公表を通じて質の向

上に努めることについて規定をいたしておりま

す。

最後に、また５ページに戻っていただきまし

て、５ページの一番下になります。４の施行期

日についてでございますが、法律の施行期日が

本年10月１日となっておりますところから、こ

の条例の公布の日から施行するということとし

ております。

、 。児童家庭課分については 以上でございます

障害福祉課分を御説明い○靏田障害福祉課長

たします。

障害福祉課といたしましては、提出議案が、

議案第１号「平成18年度宮崎県一般会計補正予

（ ）」、 、 、算 第１号 このほか２件 報告事項が１件

計４件でございます。このうち、議案第１号の

「 （ ）」平成18年度宮崎県一般会計補正予算 第１号

と、議案第９号の「人にやさしい福祉のまちづ

くり条例の一部を改正する条例 、この２件につ」

きましては、先ほど部長から説明がありました

ので、説明は割愛させていただきたいと思いま

す。

それでは、お手元の「平成18年９月定例県議

会提出議案」の７ページをごらんいただきたい

と思います。議案第３号「使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」についてでござ

います。

そこにございます内容でございますが、具体

的な説明につきましては、常任委員会資料の方

で行いたいと思いますので、常任委員会資料の

３ページをごらんいただきたいと存じます。こ

れは、児童福祉法の一部改正によりまして、本

年の10月１日から、肢体不自由児施設に新たに

利用料の１割負担、あるいは食費などの実費負

担が導入されることから、県立こども療育セン

。ターの使用料について定めるものでございます

使用料の額につきましては、２の改正の概要

にありますように、①の厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額と②の規則で定め

る特定費用の額の合計額となります。これをこ

ども療育センターの場合、具体的にどれぐらい

の金額になるか試算した結果、①の方の定率負

担分につきましては、入所サービスでは１日

に131円、通所サービスでは350円程度になりま

す。また、②の部分につきましては、実際にか

かった費用の額となりますので、食費に限って

申しますと、１回380円程度となる予定でござい

ます。

施行期日は、本年10月１日を予定しておると

ころでございます。

次に 「自殺予防対策の取り組みについて 、、 」

御報告を申し上げたいというふうに思っており

ます。

19ページをごらんいただきたいと思います。

、 。まず １の表をごらんいただきたいと存じます

これは、全国と本県の自殺死亡者数と自殺死亡

率の10年間の推移、これを表にしたものでござ

います。上の段が自殺者数、下の段の小数点表

。 、 、示のものが死亡率でございます また 順位は

本県の自殺死亡率の全国順位を示したものであ

ります。まず、自殺死亡者数、そこにございま

すように、平成10年あたりから非常に急増して

おりまして、全国では年間３万人台となってお

り、本県におきましても350人前後で推移してい

るところでございます。また、人口10万人当た

りの自殺死亡率につきましては 全国では平成10、

年以降、25人前後でございますけれども、本県

では30人前後となっており、順位につきまして

も３位から７位の高い順位が続いているところ

でございます。
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次に、自殺対策の取り組みについて御説明い

たします。本県の自殺死亡率の減少を図ること

を目的にいたしまして、本年度、新規事業とし

て 「 生きる力』応援･うつ病対策事業」をス、『

。 、タートさせたところでございます この事業は

（２）の事業概要にございますように、５つの

柱から構成されております。まず、①の自殺に

関する調査研究についてでございます。平成18

年２月に実施しました西諸県地域の調査をベー

スにいたしまして、本年度、県下全域で心の健

康調査を実施いたしまして、本県の自殺の背景

などを把握したいというふうに考えているとこ

ろでございます。次に、②の自殺対策協議会に

ついてでございます。さまざまな要因が複雑に

、絡み合いまして自殺につながっていることから

この協議会におきまして、多角的、総合的な対

策を検討していただき、来年５月をめどに提言

をいただくことにしております。③は、自殺予

防専用相談電話、いわゆる「いのちの電話」の

開設についてでございます。24時間体制で相談

に乗れるよう、民間ボランティア団体等と連携

しながら、平成19年度の開設を目指し努力した

いと存じます。最後に、うつ病対策事業につい

て御説明いたします。自殺はうつ病など精神疾

患と関係があることから、本年度は小林保健所

と管内の市町村が連携いたしまして、西諸県地

域の方々を対象に、一次予防といたしまして自

、 、殺予防の普及啓発を 二次予防といたしまして

早期発見･早期治療に向けた支援体制づくりを、

また、⑤にございますように、遺族の方に対す

る心のケアなどを行う三次予防の事業も実施す

る予定でございます。

御案内のとおり、本年６月には、自殺対策基

本法が成立いたしまして、国や地方公共団体の

責務が示されたところでございます。県といた

しましては、新規事業を着実に実施いたしまし

て、自殺予防対策に努力してまいりたいと存じ

ます。以上でございます。

健康増進課関係の御説明○相馬健康増進課長

をいたします。

健康増進課は、議案第16号「財産の取得につ

いて」の１件でございます。議案は「平成18年

度９月定例県議会提出議案」の39ページになり

ますけれども、説明は委員会資料によって説明

させていただきます。

。常任委員会資料の11ページをお開きください

これは、新型インフルエンザの治療体制の確立

のため、抗インフルエンザウイルス薬・タミフ

ルの取得につきまして、財産に関する条例第２

条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。取得価格は、３にありますように、消

費税を含めて１億78万7,232円でありまして、財

源は４にありますように、全額県費でございま

す。契約につきましては、５、６にございます

ように、タミフルの国内唯一の輸入販売取扱業

者であります中外製薬株式会社と随意契約を行

うこととしております。

７の備蓄計画でございますが、18年度は、当

初、４万8,000人分の購入を予定しておりました

が、７月に中外製薬株式会社から提示されまし

た価格が当初予定しておりました価格を上回り

ましたために、予算の範囲内で購入できる４

万4,480人分とし、19年度に３万8,220人分を確

保することによりまして、目標の９万6,000人分

の備蓄を完了する予定としております。なお、

本県は、既に２月に１万3,300人分を確保してお

りますので、今回購入予定分を合わせますと５

万7,780人分を備蓄することになり、目標に対し

て60.2％の備蓄率となります。以上でございま

す。
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執行部の説明が終了しまし○中野一則委員長

、 、 。たが まず 議案について質疑はありませんか

議案第16号の財産の取得のインフ○内村委員

ルエンザウイルス薬・タミフルの購入に対して

ですが、これ、平成17年度購入の１万3,300人分

の保管といいますか、それは中外製薬側にあっ

。 、たんですかね それともこちらの病院側にとか

確保がしてあるところはどこでしょうか。

２月分の１万3,300人分に○相馬健康増進課長

つきましては、流通価格で購入いたしまして、

流通に流すことによって有効期限が切れること

のないようにしております。そういう関係で、

製薬卸業者の方に保管をして流通に回していた

だいているところです。

わかりました。○内村委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

認定こども園の方の質問が多くな○太田委員

るもんですから、その前に議案の方で質問して

いきたいと思いますが、まず、議案第１号、資

料で言えば１ページの整備事業の概要について

という説明がありますが、これ、事業費が1,100

万ということで予定されております。これは今

年度は数量的にはどのくらいの施設を対象とし

ているかというか、物品であればどのくらいの

ものになるか、数字的なものがわかれば教えて

ください。

この分につきましては、○靏田障害福祉課長

、障がい者の就労移行ということがございまして

５つの施設、具体的には知的施設が３つ、精神

、 、 、が１つ 身体が１つということで 具体的には

、 、ここにもございましたように トラクターとか

そういうものも含めまして、基本的には備品関

、 、係 クッキーを焼くためのオーブンレンジとか

そういうものとして全額が備品費関係というこ

とになっております。

これは支援法の関係ですから、予○太田委員

定されているものをこれで賄えるという想定で

されておるのか、途中でまた補正をせにゃいか

んような状況もあるのかどうか、その辺はどう

でしょうか。

まず、５小規模作業所に○靏田障害福祉課長

対して入れまして、２次募集等も行われる予定

でございます。随時、こういう形で備品を整備

しながら、障がい者の就労支援、スキルアップ

につながげていくと、そういう事業でございま

す。

わかりました。○太田委員

次に、議案第３号、使用料のところでありま

すけれども、私、ちょっと説明を聞き漏らした

もんですから、もう一回確認させてください。

改正の概要のところで 「厚生労働大臣が定める、

」 、 、基準により算定した費用の額 というのは 今

２つ説明されたと思いますが、もう一回お願い

いたします。

これは平たく言えば、利○靏田障害福祉課長

用するサービスの１割負担ということで御理解

いただければよろしいかと思います。

認定こども園のことであります。○太田委員

質問に入る前に、多少教育委員会関係の幼稚園

に関することも含まれて、生活福祉常任委員会

で質問することにもなるかもしれませんが、幼

稚園関係のところをうちの方で質問しても可能

かどうか、多少合同でやらにゃいかん場合もあ

るのかどうか、その辺はよろしいでしょうか。

県議として幼稚園の関係のところをうちの方で

質問してもというか、ここでやっていいのかど

うか、その辺はどうでしょうか。

答えられる限りではお答○松田児童家庭課長

えしますし、できない場合はまた後日というこ

とでお許しいただきたいと思います。
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わかりました。○太田委員

ちょっと基本的なことをお聞きしたいと思う

んですが、認定こども園ということで、いろん

な機能を付加しながら、認定こども園という認

定をした場合に、例えば、今、認定はまだして

、 、いないから いじらなくていいと思うんですが

将来、公の施設に関する条例、そういったもの

をいじらにゃならんような内容になるんでしょ

うかね。例えば、施設をつくった場合は公の施

設に関する条例とかああいったのをつくります

よね。それは関係ないですか。将来出てこない

んですかね。

公立の施設が認定こども○松田児童家庭課長

園をとるということになりますと一部出てくる

かとは思いますけれども、現在のところ、公立

では、今、希望をとっているところではござい

ません。将来は出てくる可能性はあろうかと思

いますけれども。

県の方では幼稚園を持っていない○太田委員

からあり得ないということになりますかね。わ

かりました。

、 、それと これは一般質問でもありましたけど

待機児童の関係を解消するためにもつくられた

というふうに聞いていますし、文科省と厚生労

働省でつくっておるパンフレットの中でも、待

機児童を解消するためにというのが一つの理由

になっていますよね。宮崎県では待機児童とい

うのはないとは思うんですよね。それで、一つ

の待機児童対策ではない、宮崎県で認定こども

園というのをつくった方がいいという根拠は、

待機児童は関係ないと思うんですね。本来、こ

の認定こども園をつくるのに待機児童の解消が

最大の目的であったんであれば、果たして宮崎

県にこういうのを入れていいかどうかというの

をちょっと判断せにゃいかんだろうと思うんで

すが、宮崎県として、これをつくった方がいい

という根拠をもう一回説明してください。

待機児童は宮崎県ではゼ○松田児童家庭課長

ロということになっております。全国的には約

２万人の待機児童がいるというふうに聞いてお

ります。認定こども園につきまして、宮崎県で

の導入に一番いいなというふうに考えておりま

すのは、やはり働いている方が途中で仕事をや

めた場合、保育所を出なければなりません。そ

ういう子供さん方が、認定こども園ですと、そ

の園の方にずっと継続して就園することができ

ると。親御さんの就労の状態の有無によって子

供さんの行く場所をかえる必要がないという、

これは非常に子供さんの発達にとっては重要な

ことかなというふうに一つ考えております。ま

た、保育に欠けない子供さんが長時間保育を受

けたいという方もいらっしゃいます。また、保

育園に通っていらっしゃる、つまり保育に欠け

る子供さんもその親御さんも、やはり幼稚園教

育も受けたいなというふうなニーズが非常に多

様化しておりますので、この認定こども園とい

、うのは選択肢の幅が非常に広がるということで

親御さんの方からは歓迎をされるんではないか

なというふうに考えております。

、○太田委員 私だけになってもいけませんので

これはこれで終わりまして、議案のところで言

うと「財産の取得について」でありますけど、

先ほど説明がありましたが、17年度は流通の過

程で保管をするというやり方をしているという

ことでありますが、18年度、19年度は、薬も有

効期限あたりがあるからあれなんですが、大量

な薬を保管するとした場合、やっぱり流通保管

という形でやられるのか、18年度以降、どこか

の倉庫を借りてでも保管するのか、その辺の違

いがあるかどうか。
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17年度の購入分につきま○相馬健康増進課長

しては、通常の流通価格で買っております。流

通価格で買った分につきましては、流通に流し

ていってもいいということなんですけれども 18、

年度、19年度で購入する分につきましては、通

常の薬価よりもかなり安い価格、６割ぐらいの

価格で購入することになっております。これに

つきましては、あくまでも災害備蓄ということ

で、流通には回さないということで全国統一基

準でなされています。そういうことで保管につ

きましては、卸問屋とかじゃなくて、県の方で

保管をする形になろうかと思います。

県で保管をするということであれ○太田委員

ば、その保管場所とかはもちろん検討をされて

おると思いますが、その辺は心配ないですね。

県有施設の中で保管しよ○相馬健康増進課長

うかと思っております。ただ、どこに保管する

かにつきましては、もし、新型インフルエンザ

が発生した段階におきましては、必ずしも十分

量のタミフルがないという状況も考えられまし

て、いろんな防犯上の問題も生じるのかなとい

うことを懸念しております。そういう面で、ど

こに保管するかということは公表しない方向で

考えているところでございます。

わかりました。○太田委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

認定こども園の認定基準に関○黒木次男委員

する条例の中で、これによりますと、幼保連携

型認定こども園ということで 「幼稚園及び保育、

。所のそれぞれの用に供される建物及び附属設備

（以下、建物等と言う 」となっておりますが、）

保育所と幼稚園と両方一緒に経営されておるも

のだけしか認可できないということなのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。

一番目の幼保連携型の認○松田児童家庭課長

定こども園につきましては、幼稚園と保育所が

一体的な運営がなされていること、同一敷地内

か、もしくは隣接した、あるいは近くのところ

にある幼稚園と保育所ということで考えており

ます。

そうしますと、保育園と幼稚○黒木次男委員

園と一緒にやっていたら、多少離れておっても

いいというわけですか。ちょっとそれを伺いた

い。

国の方にいろいろとその○松田児童家庭課長

点につきましては問い合わせがたくさん行って

いるようでございますが、基本的には、児童が

移動しなければなりませんので、一体的に運営

するわけですから、午前中は幼稚園、昼からは

保育所と、幼稚園から保育所に移動する部分が

ある場合には、安全に移動させなければならな

いということになっておりますので、そこの部

分を十分に検討をするということで、そこは確

認の一つ重要なところになるかと思いますが、

極めて近いところでないと、やっぱりそこは問

題があるんじゃないかというふうに思っており

ます。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

先ほどの認定こども園につい○宮原副委員長

てですが、たしか保育料なり、認定こども園に

、係る場合の料金設定というのは統一じゃなくて

そこそこの園で決めるということだったと思う

んですが、結果的には、認定こども園にお互い

なられて、子供の取り合いということになるよ

うな気がするんですけど。料金を下げていっぱ

い寄せるということもできてくるんではないか

と思うんですが、そのあたりのことについては

どういうふうに考えておられますか。

当然、そういうおそれが○松田児童家庭課長

ございますが、例えば、今、認可を受けている
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保育所が認定こども園になりますと、今の保育

所につきましては、市町村が調査をし、その基

準に基づいて費用負担を決めるということに

なっております。ほかの幼稚園とか認可外はも

ともと自由契約でやっておりますので、それは

いいと思うんですが、認可保育所が認定こども

、 、園になりますと 契約という形になりますので

そこで決めます。ただ、そこで安く設定をした

場合は、国、県が保育に欠ける子供については

保育料として出すわけですので、市町村が決め

ました基準というのは市町村が持っておるわけ

ですね。それよりも安くしても、その差額は、

市町村は出しませんので、結果的に園の手出し

という形が出てきます。高く取っても、もちろ

、 、 、んその分は 市町村 差し引いて出しますので

安くても高くても、市町村の決めた基準が国県･

市町村の補助の対象となりますので、そういう

企業努力によって下げられるところはあろうか

とも思いますけれども、市町村に届け出をまず

求めますので、そこでこれはおかしいというこ

とになれば、市町村がそこで指導をするという

形になろうかと思います。

次に、先ほどの財産取得につ○宮原副委員長

いて、タミフルなんですが、今回買う分につい

ては流通の方には回らないということなんです

が、使用年限とかはあるんですかね。

タミフルの有効期限は一○相馬健康増進課長

応５年になっております。ただ、製造してから

こちらに届くまでの期間等ございますので、宮

崎県に来た段階で最低４年半の有効期限を残し

た形で納入されることになっております。

そしたら、５年たったときに○宮原副委員長

はまた全部廃棄するという形で、もう一回新規

にまた買わなければならないということでいい

んですかね。

今回のタミフルの国で一○相馬健康増進課長

括購入した分につきましては、通常の流通価格

が3,600円ぐらいだったんですけれども、2,158

円とかなり安い金額になっております。その条

件としまして、国と中外製薬の交渉があったん

ですけれども、有効期限を過ぎた場合には、通

常の災害備蓄と同じように、有効期限が過ぎた

段階で廃棄をすることが条件としてつけられた

ところでございます。

わかりました。○宮原副委員長

ほかにありませんか。○中野一則委員長

、○太田委員 認定こども園のことでありますが

認定こども園の申請をして認可された場合、４

つの形態があるもんですから、どういうふうに

、イメージしていいのかわからなかったんですが

先ほど移動という話もありましたけど、認定こ

ども園という認定を受けた場合に、時間の問題

も書いてあったんですが、第２条の２項の２号

のアというところに、当該教育のための時間終

了後、今度は保育所に変換すると、何かあんな

イメージではあるんですが、結論を言うと、認

定こども園の認定を受けた場合は、全施設、全

時間、例えば８時半から５時まですべてが認定

こども園という見方になるのか、時間によって

は、午前中は幼稚園だけれども、午後の部が認

定こども園というような感じになるのか。認定

こども園の認可を受けた場合は、４つの形態で

あろうとすべてが認定こども園ですというふう

に見るのか、その辺、どうでしょうか。

まず、時間の原則的な考○松田児童家庭課長

え方から言いますと、幼稚園は午前中の４時間

なら４時間、保育所としましては原則８時間と

いうことになります。例えば、就学直前の子供

を例にとりますと、朝から行きますと、認定こ

ども園に行きます。そこで午前中４時間は幼稚
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園教育を受ける。その後、その子供は保育に欠

ける、欠けないにかかわらず保育所的な機能を

付加したところに行きますということになりま

すと、同じ施設でも、近隣の施設でもいいです

けれども、認定こども園という看板は同じでご

ざいます。それから以降は保育所という形での

保育を受けますけれども、名称といたしまして

は、いずれも、認定こども園・何々園という形

になります。

わかりました。○太田委員

それから、知事の答弁では、県としては特別

補助とか、ああいったのはないということであ

りますが、例えば、調理室を設置する場合に、

これなんかも国からの補助があると思いますけ

ど、県はかまないといいますか、国と市町村と

の間での補助というか そういう受け合いになっ、

て、調理室をつくる場合は別に県は補助は出さ

ないんですかね。

知事が答弁いたしました○松田児童家庭課長

のは、運営費等につきましては、認定こども園

の看板をとっても新たな補助というものはない

ということで 「新たな」ということでございま、

すので、従来のいろいろな施設の整備の補助等

は、保育所であれば保育所の施設整備、幼稚園

であれば幼稚園の施設整備、従来の整備・運営

費等々については、従来どおりの形が残ります

ので、この２つの形が今度は一体になりました

ので、じゃ、幼稚園が給食室をつくろうという

ことになりますと、そこのところについては今

までのルートなり、あるいは保育所的なルート

なりで申請をまた検討していただくという形に

なります。

そうであれば、認定こども園とい○太田委員

う条例をつくることによって、調理室がないか

らそれをつくりたいといった場合には、県の負

担がある場合があるという認識でいいですね。

従来どおりの申請をされ○松田児童家庭課長

れば、それぞれのことが当然出てこようとは思

いますけれども、通常の補助金のベースにのっ

とって対応していくということになろうかと思

いますし、難しくなりますけれども、幼稚園が

保育所の分をとりたいといった場合は、今まで

は幼稚園は幼稚園だけの補助しかもらえなかっ

たんですけれども、特例として、学校法人が保

育所の、つまり厚生労働省からの補助をもらう

ということも可能にはなってまいります。

、○太田委員 また後で確認させてもらいますが

それと、認可をする場合、市町村が申請書を受

けて県に通過させるということになると思うん

ですが、市町村は、それぞれの市町村の計画で

どのように保育行政もしくは幼児教育をやって

いくかという計画をつくっておると思うんです

が、例えば、認定こども園が、いろんなところ

からうちもうちもといっぱい出た場合に、その

申請書を県に上げる、いっぱいできることによ

る何といいますか、いろんな計画が崩れたりと

か、必要でないということはないかもしれない

けれども、必要でないのにいっぱいできて、そ

れなりの負担が多くなったりとかいう市町村の

立場もあろうかと思うんで、申請を上げる場合

には、必ず市町村の意見を具申するというか、

上申していくという制度はこの条例の中では考

えられておるんですかね。

保育所また幼稚園の部分○松田児童家庭課長

につきましては、それぞれの計画に基づく、あ

るいは審議会等がございますので、幼稚園を新

たに設置するとか、保育所を新たに設置すると

かということになりますと、当然それは意見書

なり審議会の審議が必要になってきますけれど

も、今ある施設を認定こども園という名称に変
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えたいということにつきましては、市町村の方

と協議をしながら、保育に欠ける子供は何人、

欠けない子供は何人という定員の枠をつくると

いう形になりますので、そこのところの保育計

画は当然出てきますけれども、そんなに大きく

変わらなければ問題ないと思いますが、保育の

需要の状況だとか、そこの地域の状況だとかい

うことをまた勘案して、多過ぎた場合にはまた

見直しをするというようなことは当然出てくる

かとは思いますけれども。

見直しをするというか、そういう○太田委員

ことであれば、市町村の意向、県はそれを認可

する時点で意見を聞くといいますか、そういう

制度はあってしかるべきじゃないかと思うんで

すが、それはどうでしょうか。

保育所につきましては、○松田児童家庭課長

当然、そこの保育計画がありますので、市町村

の意見はついてくるだろうとは思いますけれど

も、幼稚園につきましては、審議会の方になり

ますので、幼稚園は現在のところ、私、よくわ

かりませんけれども、今、定員がかなり下回っ

ているという状況だろうと思いますので、新た

に幼稚園部分を拡大するというのは宮崎県では

どういう形になるのかなというのは、これは審

議会の意見で検討されるだろうとは思いますけ

れども、幼稚園部分を拡大するというのは難し

いかとは今のところ思っておりますけど。

いろいろあるんですけれども、例○太田委員

えば、幼稚園と保育所が一体となった場合に、

保育所の場合は私服でいいですよね、幼稚園と

いうのは何かユニフォームみたいなものを持っ

ていますよね。ですから、幼稚園と保育所をこ

ども園ということでやった場合に、具体的に言

えばそういったユニフォーム問題とか何か出て

くるような気もしますが、それはもう質問いた

しませんが、そういう問題とか、それから昼寝

をしたりする午睡の問題、幼稚園の人たちが昼

からまた残るんであれば、そういったのも入っ

てくるわけですね。新たな何というか、取り組

みもしなきゃいかんようなのもあるんではない

かなと思います。

先ほど、利用料金の話がありましたけど、こ

れは保護者の方と園との直接契約で決定をして

もいいということですよね。先ほど何か市がそ

れに関与できるというような説明のされ方しま

、 、 、したが 初めて聞いたもんですから もう一回

保護者と園の間で決めていくということで、私

も心配していたのは、べらぼうな金額を取られ

たり、もしくは、うちは10人しかおりませんと

言っていたのに実際は20人いたとか、そういっ

た問題やらがあるんじゃないかなと思ったもん

ですから、もう一回、すみません、聞き漏らし

たかもしれませんが。

申し上げましたのは、今○松田児童家庭課長

まで認可を受けている保育所につきましては、

今まで市町村が運営費補助を行っていたわけで

すけれども、それ以外の幼稚園なり認可外保育

所は、もともと直接契約でやっていたわけでご

ざいます。その形態が変わりますのが認可保育

所、今までは市町村が全部決定をしておりまし

たのが保育所の方で今度契約を結ぶということ

になりますので、その部分だけを先ほどは御説

明申し上げたところでありまして、今までと流

れの違うところはそこの部分でございます。

お話のありました認定こども園の利用料につ

きましては、施設と保護者の自由契約という形

は形ですので、そこ辺はそこそこの金額が決定

をされるだろうというふうには思いますけれど

も、そこで縛りがかかってきますのは、今まで

認可を受けていた私立保育所、公立保育所、特
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に私立保育所でしょうけれども、認可を受けて

いた保育所につきましては、市町村から今まで

ずっとお金が出てきたわけです。その流れだけ

は残りますので、もちろん、そこで市町村が定

めております保育料の基準の分と比べまして、

高かったり安かったりしても、その基準額しか

。認定こども園の保育所部分には出しませんよと

保育に欠ける子供が保育所に行った場合の部分

だけでございますけれども。

これは宮崎県では想定されないこ○太田委員

とかもしれませんけど、保育所に行っていたん

だけど、あぶれて認定こども園の方に行きたい

といったときに、そこでは当事者の自由契約で

やるわけですから、本来ならば、行政の責任と

して既存の保育料できちっと徴収しないといけ

なかったものが、当事者間で高目に設定された

となると、行政サービスとしては不平等が生じ

る可能性があると思うんですよね。だから、県

としても、市町村としても、認定こども園の保

育料の設定については、ある程度、いい意味で

監督をする、指導するというか、そこ辺を担保

していくような制度がないと、これをべらぼう

に使われたら、私たちは今まできちっとした基

準の中で取られていたのに、認定こども園に頭

を下げ下げ行った関係で高目に取られたりとい

。うことが生じちゃいかん形だろうと思うんです

大都会では生じる可能性はあると思うんですよ

ね。だから、この条例の中では認定こども園の

料金に対する監督といいますか、そういったの

が余りうたわれていないように思ったもんです

から、不備といえば不備になるんではないかと

思うんですが、その辺はどうでしょうか。

おっしゃるとおり、市町○松田児童家庭課長

村からの従来の補助をもらっていないところに

つきましては、今までどおりという形になるん

ですけれども、金額はそこそこで決定をされる

ということになります。ただ、認定こども園に

つきましては、市町村の方に費用の届け出をし

ていただくという形になりますので、そこで異

常に大きくお金を取るとかというようなことに

つきましては指導をするという形で考えていき

たいと思っております。

わかりました。であれば、料金の○太田委員

。 、届け出は市町村にするわけですね そうなると

人数も含めて適正にきちっと報告されていくべ

きだろうと思うんですよね。もちろんそれは間

違いないことだと思うんですが、認定こども園

に対する監査は、権限はどこが持つんでしょう

か。

先のお話の人数につきま○松田児童家庭課長

しては、当初の認定を受けるときに、県が認定

をしますので、そのときに保育に欠ける子供は

何人、欠けない子供は何人というような決め方

でさせていただくということになります。

、 、 、次に 監査につきましては それぞれ従来の

現在、３つのパターンが考えられると思います

、 、 、けれども 幼稚園 認可保育所につきましては

従来の監査を行います。地方裁量型につきまし

ては、多分、認可外の保育所が対象ではなかろ

うかと思っておりますけれども、そこにつきま

しては、県の方で立入調査という形で従来行っ

、 、ておりますので ベビーホテルにつきましては

毎年１回、その他につきましては年に１回から

２～３年に１回とかいうような形でやります。

それに加えまして、毎年１回届け出の義務があ

りますので、いろいろなこちらが示しました資

料に従いまして、状況を報告していただくこと

にしております。

あいまいなところも感じられて、○太田委員

それぞれ私立の幼稚園、保育所等も、自分たち
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の園のサービスは一生懸命したいという思いか

ら、応募者も多かろうと思うんですね。私たち

のところではこういうサービスをやっています

という思いが強いから、それぞれから上がって

。 、 、くる可能性はあると思います それで 例えば

資料の５ページにありますように、職員の配置

とか、それから施設の整備の関係、ゼロ歳から

２歳までは保育所と同様の大体基準でいきます

と、３歳以上については、今回、こういうふう

な形で決められておるんですが、これは、恐ら

く、この認定こども園で考えられておる３歳以

上の基準は、保育所の基準からすればちょっと

緩くなっていると私は思うんですが、それで、

もし緩いんであれば、その辺は保育所の基準が

本来であるべきじゃないかなという意見も持ち

ますけど、どうでしょうか。

職員の配置につきまして○松田児童家庭課長

は、保育所の最低基準と同じでございます。幼

稚園につきましては、１学級35人以下というこ

とになっておりますので、これも同じでござい

ます。

６ページの２、職員の配置、４、○太田委員

施設の設備というところで説明がありますが、

特に気になったところは、３歳児以上のそれぞ

れの配置基準、それから施設の設備の基準につ

いては、保育所の最低基準を満たしておるとい

うことで理解していいんですね。

、○松田児童家庭課長 職員の数につきましては

保育所でいいますと保育所最低基準のとおりで

ございます。それから、施設の設備につきまし

ては、既存施設、今あるところから移る場合に

つきましては、保育所あるいは幼稚園の両方の

基準を満たすことというのを原則としておりま

すけれども、現在の場合、幼稚園の方が広さが

広いとか、特に保育所の場合には園庭、運動場

が少し狭うございますので、それを直ちに幼稚

園と同じ園庭を持つというのはなかなか厳しゅ

うございますので、既存施設の場合につきまし

、 、ては 保育所の基準を満たしておればいいとか

若干、そこの部分だけは低目にしております。

。 、○太田委員 わかりました 経過措置というか

そういう考え方をすればそういうこともやむを

得ないかなと思うんですが、保育に欠ける子供

としてみれば、保育所の基準を下回ったサービ

スを受けるというのは私は本来のものではない

と思うんですよね。だから、それは多少瑕疵が

あるんではないかなと私は思います。ここ辺の

ところもちょっと問題があるなとは思うんです

が、それで、一番問題になるのは事故の問題、

何かそういう形で事故があってもいかんなと思

うんですが 条例の第16条の２項のところに 事、 「

故が発生した場合の補償を円滑に行うため、補

償の体制を整えなければならない」というのが

うたわれています。それで、最後の質問にした

いと思いますけど、通常の幼稚園、通常の保育

所等での何か事故があった場合の保険は、通常

どういう形のものを掛けているのか、保険があ

るのかどうか。それと、認定こども園になった

場合に 「補償の体制を整えなければならない」、

、 、となっておるけれども 補償の体制というのは

例えばどんなことの対応が想定されるのか、

ちょっとその辺を教えてください。

社会福祉施設でございま○松田児童家庭課長

すと社会福祉施設の災害補償の保険がございま

す。また、そのほかにも建物等の保険もござい

ます。そういう保険について、きちんと加入し

ているかどうかということも審査の対象にする

ことにしております。

この補償の体制をきちっとしても○太田委員

らうということで十分な事前のチェックといい
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ますか、そういうのはしていただきたいと思い

ます。一応、私の方はこれで。

議案について、ありません○中野一則委員長

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、その他の報告事項に○中野一則委員長

ついて何かありませんか。

今議会でも、えびのの豪雨災害の○井上委員

関係と、先日の台風第13号災害のことについて

は、いろいろ意見が出たところなんですけれど

も、被災者生活緊急支援事業、これは昨年の台

風14号のときに市町村と共同して実施されたわ

けですけれども、ことし発生した７月の豪雨と

今回の台風13号に対してはできないということ

は、議会で再三、知事がおっしゃったわけです

よね。だけれども、各一般質問でも出ましたけ

れども、本当に被災された人に差はないと。そ

れで基準というのについて、私、議場で聞いて

いる限りにおいては、何か聞いている側が、あ

あ、なるほど、こういうふうに県はしようとし

ているんだなというふうにわかるような説明と

いうのが一回も正確に聞けなかったという感じ

がするんですよね。ただ広域でないのでしない

ということを知事はおっしゃっているわけです

けれども、この問題については、今後どうして

いこうと考えていらっしゃるのか。不公平感と

いうのは、えびのの方にも延岡市の人にも残っ

たと思うんですよ。そのことについては今後ど

ういうふうにしていこうと考えていらっしゃる

のか、それについてお聞かせいただきたいと思

います。

議会で知事の方で答弁○内枦保福祉保健課長

いたしましたけれども、昨年の緊急支援事業に

つきましては、昨年の台風14号の県政史上初め

ての非常に大きな災害というものを受けて実施

をしたものでございまして、その後、いろいろ

検討してまいったんですけれども、去年の緊急

支援事業につきましては、そういう状況のもと

に実施をしておりまして、今後どうするのかと

いうことにつきましては、議場でも答弁してお

りますけれども、被害の範囲が非常に広域に及

んで、かつ甚大な被害を及ぼすような災害、そ

ういうものである場合に支援措置を検討してい

こうという、そういう基本的な考え方をまとめ

。 。たということでございます 以上でございます

甚大という考え方が、例えば、災○井上委員

害によっては範囲が非常に狭いけれども甚大な

被害というのはあり得るわけですよね。それは

わからないわけですよ。高波が急に来てという

こととかもあり得るわけで、限定した地域にそ

ういう災害というのは起こる可能性だってある

わけですよね。ですから、今回のえびのと延岡

がかからない理由というのが、いまいちぴんと

こないわけですよ。甚大な被害ではないかとい

うふうに思うわけですよ。率直にそういうふう

に見るわけですけれども。だから、これの基準

をどんなふうにして策定するかということにつ

いては非常に難しいと思うんですよね。前回、

前例をつくっているわけですから、前例がなけ

ればですけど、前例がある以上は、そこに基づ

いて何かやらざるを得ないというふうになって

いくと思うんですよ。県民もそこを見て、自分

たちの被害の状況というのを判断すると思うん

ですよね。だから、被災者にとってみれば、甚

大でないというふうに認定する理由というのが

明確でないと、よくわからないですよね。やは

り被災された人たちにとってはすごく甚大なん

ですよ。だから、それが地域があなたたちは広

くないのでとかと言われてみても、そこにおけ

る地域の事情というのは、私たちが見ても非常
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に甚大というふうに思わざるを得ないんですけ

れども、本当にこの問題については、今後どう

していこうとしているのかというのが、明確に

、知事からもメッセージを受け取っていないので

その所管課としてはどんなふうに考えているん

ですかね。まあ、部でもいいですけれども。

さまざまな検討の経過を○河野福祉保健部長

経て、６月の当委員会で報告しましたとおり、

被害が広範囲かつ甚大、２つの条件を一つの今

後の検討の基準とすると。それに当たっては、

昨年の台風14号のような被害が一つの目安にな

るだろうというふうに結論をしたわけでありま

して、昨年の台風14号にしましては県下で13の

市町村、県土の42％の範囲が災害救助法の対象

となったわけであります。そして、6,000世帯を

超える家屋が床上浸水以上の浸水があったわけ

でありまして、それからしますと、広域かつ甚

大というのは、やはり13市町村とか数字を具体

的に決めると、後、運用が大変難しいでしょう

から、一応の目安だろうと。そういった災害が

発生した場合に、速やかに救済措置を検討する

という方針を出したところでありまして、恒久

的な制度を今つくるとかいうことではありませ

んので、そういった災害が発生した際に速やか

に検討するということでありまして、それが一

つの基準といえば基準であります。

結局、昨年の台風14号の、それだ○井上委員

けですよというふうに限定したものであるとい

うふうに理解すればいいということですか。

昨年の台風第14号の被害○河野福祉保健部長

が一つの目安というふうに考えておるわけであ

ります。

知事も昨年の第14号が一つの目安○井上委員

であるというふうに答えられたんですよ。だか

ら、えびのと延岡については、私たちが、私が

という言い方をしないといけないのかもわかり

、 、 、ませんが えびのについても 延岡についても

それはやってもいいのではないかというふうに

感じるわけです。昨年の例をとってもですよ。

例えば、何市町村かにまたがっていないからだ

めだというふうにするのか、それとも、やはり

その被害の大きさによっては、そこに支援をし

ていくというふうにするのか、そこのところが

余り明確でないので、ただ、基準は常に各市町

、 、村広範囲 何市町村以上でないといけないとか

そういうふうにするのか、そこあたりがちょっ

と明確にわからないわけですよ。私は宮崎市に

いるので、昨年の緊急支援というのは本当に災

、害を受けられた方にとってみればありがたいし

その温かさというのが通じるわけですよね。お

金で何とかと言われても、お金というのはあの

ときに非常に大きな力であったことは事実なん

ですよね。だから、今度のえびのの方も延岡の

方も、そういう意味で言う、何かそういうもの

についてはひとつしっかりとした県の方として

も、基準値はこうなのでえびのはだめです、延

、岡はだめですと言い切れるようなものがないと

何か不公平感というのが残ってしまうんですよ

ね。だから、その辺について、明確さが出、私

たちなんかにも胸にすとんと落ちるような何か

があればいいんですけど それがなかなか伝わっ、

てこないんですよ。そこがわからないんですよ

ね。

例えば、災害救助法にい○河野福祉保健部長

たしましても、一つ一つの災害が甚大であるか

とかいうことが基本ではありますけれども、規

模によって救助法の適用が決められるわけであ

ります。えびの市の場合ですと、床上浸水の場

合は150世帯以上ということがあるわけでありま

して、仮に今回140世帯であれば、災害救助法そ
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のものが適用されないわけでありまして、宮崎

市においては900世帯と、そういったことで一人

一人にとってみれば被害については大変甚大な

被害と、被害感というのは同じではありましょ

うけれども、広域的な法律適用というのは、や

はり一つの基準があるわけでありまして、その

基準というものを我々広域行政を担当する県と

しては、広域に当たる、つまり、それは昨年の

台風14号の場合には、13市町村、県土の42％が

災害救助法の適用を受けたという、こういった

想定外の範囲に及んだということが一つの基準

でありますから、ここ辺を一つの目安として今

後の災害を判定していくと。その際に、やはり

えびの市にしましても、延岡市にしましても、

これは県から言えば局地的な被害というふうに

考えられると思っていることであります。以上

であります。

知事の意向も強いから本当に判断○太田委員

は大変だろうと思いますが、ただ、私も最初、

専決処分したときに思ったことでもあったんで

すが、例えば、知事の回答としては、広域的で

ある、甚大な被害、この２つを目安にして答弁

されているんですよね。そうすると、甚大な被

害で先に考えると、1,000億ぐらいの被害がない

とだめだという目安がもし、できた場合に、例

えば、えびのあたりで、えびの全体がやられて

いるのに、その部分だけだもんだから、被害額

としてはどうしても1,000億を超えないというよ

うなことが地域的にはあると思うんですよね。

全体がやられているのに、金額的にはそんなに

上らんからだめだということも出てくる。だか

ら、必ず宮崎市という大きな人口のところが災

害を受けたらそれに引っかかって、えびのが加

わらんと どうもこの適用を受けられないんじゃ、

ないかというようなことにもなっちゃうし、広

域的という言葉も、例えば、これはこじつけが

ましいけど、延岡市の場合は北浦、北方と合併

したから、延岡市になっちゃったから広域とは

。 、言わずに延岡市になっちゃうんですよね でも

その場所にとっては本当に精神的には同じよう

な被害を受けておるもんですから、目安ではな

くて、ある程度の基準みたいなものをつくった

方がいいんではないか、特に、災害救助法等が

適用された場合は、それをもって一つの動きに

なるような基準を設けていくということをしな

いと、広域的であるとか、甚大なる被害がとい

う額のあれでいくと、宮崎市が被害を受けんと

おれたちはだめだろうなと辺地におる人たちは

。 、考えてしまうような目安なんですよね だから

私はこの前の全協の中では額の云々は問わな

かったんですよ。というのは、せめて基準だけ

でもしっかり、災害救助法を適用された場合は

基本的にはやろうと、ただ額については、いろ

んな問題があるし、仕組みについてはあるから

問いませんが、そういう目安ではなくて基準と

いうところを設置された方が、私は行政の方と

しても判断がしやすいだろうと思うんですよ。

、 。でないと この問題は常に言われると思います

それが１つ。

もう一つは、これは私の経験なんですが、平

成９年の台風だったと思いますが、そのとき、

私は義援金を延岡市で市民に出す方だったんで

すね。延岡市は市単独の見舞金を出しておりま

せん。義援金を差し上げるということを各公民

館でやりました。額は１万円だったんです。そ

して、公民館でそのお金を渡すときに、被災さ

れたおばあちゃんたちが「本当にありがとう、

ありがとう」と言って帰っていくんですね。だ

から、私の思いとしては、本当に１万円でもい

、 、いんだと それが向こうの感謝も返ってくるし
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こちら側が行政としてサービスというか、見舞

いをする心がお互い通じ合った１万円だったん

ですよ その思いがあったもんだから 最初 20。 、 、

万と聞いたときに、それやったら後がつらくな

。 、るよというのも正直言ってありました だから

額は微妙なところだからどの額がいいというこ

とは言いませんが、専決処分のときに、専決処

、 、分ではなくて その時点で諮っていただければ

５万でいいんじゃないでしょうかとかいうこと

でやったかもしれない。ところが20万でいった

ばっかりに、後、今度は延岡市民だって、今ま

で１万で本当にいい意味で感謝の念で終わって

いたものが 20万によって意識がちょっと変わっ、

たなと正直言って感じました。専決処分の議論

がなかった問題、公助、共助、自助、この辺の

議論なく、ぽんと決まっていって、それを後を

追うように議会が承認せにゃいかんかったとい

うあの作業も、私は余りよくなかったなと思っ

て、ただ、もうできた以上、今から先は明確な

基準を設けて、額は私は問わないけれども、せ

めて基準なりはつくっていただきたいという思

いでおります。そういう方向でいかないと、え

びのだって、うちだって、もうそれが出てきて

いるし、つくるべきではないかということを訴

えておきたいと思います。延岡にもそういう動

きがあります。

そういった基準を設定す○河野福祉保健部長

る際の基準といいますか、判断する際に、災害

救助法の適用云々というのが一つの大きなファ

クターになろうかと思っています。昨年の専決

処分のやり方等につきましては、これは私ども

、 。の所管外でありますから 大変恐れ入りますが

知事にはぜひお伝えください。何○太田委員

かそういうふうに基準をぜひ設けていただきた

いと思っております。

ほかに関連して何かありま○中野一則委員長

すか。

やはり言われるとおりだと思○宮原副委員長

うんですよ。えびの市だけがやられましたとい

うことですけど、隣の湧水町、吉松、栗野、薩

、 。摩町 川内までずっと行ってみたんですけどね

かなりやられているわけです。だから、県とし

てはえびの市だけということになるから、今言

われるように、ところが道路上には線がないも

んですから、隣の家は宮崎県、隣は鹿児島県と

いうところが出ているわけですよね。それで、

向こうがもらっていて、こっちがもらわないと

いうことになってきても、またなかなか苦しい

、ことになるだろうというふうには思うんですが

広域という形にすれば宮崎市とか、中央部にな

いと、どう見たって、西諸地区であったり、南

那珂地区であったり、高千穂、西臼杵であった

り、あのあたりになってくるとどうしても災害

が起きるときに、こっちよりも隣と引っかかっ

てしまってなかなか該当しないということにな

りそうですので やはり基準というところはちゃ、

んとした形で、一千何百億やられた、それが一

つの基準だと言われると、どうしてもやっぱり

県の中央部がやられないとその基準に満たない

ということになりますので、そのあたりの基準

をきちっとした形でお示しいただく形の方がい

いんじゃないかなと、私の方もそういう感じで

いるんですけど。

やはり行政区画というの○河野福祉保健部長

がすべての行政の基本でありまして、災害救助

法の適用も、例えば同じ町村内でここからここ

までは適用とか、そうじゃなくて、やはり市町

村の区域ごとに決定していくわけであります。

同じような災害が発生しても、Ａという町では

救助法が適用されＢという町では適用されない
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、 、ということは これはよくある話でありまして

これは行政区画というものだというふうに御理

解をいただきたいと思っております。

私はこの前の専決処分をやったと○井本委員

きに、これはまずいことをやったなとは本当、

思ったけどね、これはしようがないですわ。こ

こまで来たら何らかの基準をぴちっと出さんこ

とには、みんなぶうぶうぶうぶう言うだけのこ

とですわ。来年、知事選でしょう。下手すると

これに絡めて選挙はやられますよ。次の知事候

補は 「私は必ずこれについてはみんな見舞金を、

出します」と、こうやってやられますよ。そし

たら知事さんは落ちますよ いやいや 冗談じゃ。 、

。 。なくて そのくらいのことを考えちょっとかね

みんなからすると本当、平等感というのがない

んですよ、基準がないから。目安とかいうもの

は、後々、法律によって行政は言われますよ。

この国は法治国家でしょう。専決処分なんてい

うのは、大体自分勝手にやっておって、今ごろ

になって目安とかどうのこうのと言うのがおか

しいんですよ。この前のことはやらんけりゃよ

かったんですよ。やるならはっきり何らかの基

準を打ち出すべきだと。もうやったんだからし

ようがないですがね。目安なんていうのは絶対

いかんですよ。部長、どうですか。

目安という言葉のニュア○河野福祉保健部長

ンスが不適切であれば、そういった言葉は使わ

ないようにしたいと思いますけれども、今後の

、 、台風といいますか 広域災害が発生した場合に

、昨年と同様の制度を創設するか否かについては

やはり昨年の台風が一つの参考、あるいは目安

という言葉がいかんというんであれば基準と言

いかえてもいいと思いますが、それを参考にし

つつ その都度判断する 今の時点ではそういっ、 、

た方針であります。

同じことだけど、一つの小さい裁○井本委員

量の範囲内だとか何とかいうんだったらいいで

すよ。裁量の範囲内とか何とかいう問題じゃな

いと私は言うんですよ。やっぱり基準をぴしっ

と出さんと、今後においても県民の反発を食い

ますよ。だから、ここでどうですか。おくれば

せながら条例か何かもう一回ぴしっと提案して

やるとか、事後法になるけれども。何らかをぴ

、 。 、しっとせんと これは逃げられませんよ 本当

次の知事選では、だれかが出てきて「私は災害

救助法のときには必ず適用してお金を出しま

す 、こうやられたら、みんなそっちに行きます」

よ。知事さんにそういう点を言っておきなさい

よ。

都城はいつも台風のたびにつかる○内村委員

ところがあるんですが、床上浸水３万円、床下

浸水で50万円以上の損害が出たところに１万円

という、目安じゃないんですけど、基準ができ

、 。 、て いつもそれを出しているんですよ だから

額は大きい額じゃないんですけど、３万円と１

万円という額があるんですね。だけど、数が多

いもんですから、いつもつかりますので、市に

とっては大きい出費になるんですけれども、あ

る程度の基準はおつくりになった方が、広域に

なっているというのと甚大であるというのが基

、準になるというような感じで受けるんですけど

これから先は やっぱりある程度 大きい額じゃ、 、

なくて小さい額でもいいから、心のこもった基

準をおつくりになったらいいかなと思います。

これは意見です。一応、都城の例を申し上げて

おきます。

私どももきのうの一般質問○中野一則委員長

で、最終的には基準をつくったらどうかという

ことを提案をしたつもりであります。地元です

から、私もこの委員会で委員長ながら発言をさ
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せていただきたいと思いますが、昨年度、ちょ

うど９月議会中でしたから、一般質問、代表質

問の議事録を全部読ませていただきました。そ

の議会中は、財政上の問題云々等で非常に難し

いという答弁の繰り返しなんですよ。それを閉

会後、中３日置いた10月３日に専決処分で決め

られましたよね。これは明らかに政治判断なん

ですよね。政治判断で今まで前例がないものに

支払ったということになれば、その後は前例が

できたということだから、やはりその後の災害

については見舞金というものをきちんと払うべ

きだと。ところが、そうすると際限なく広がり

ますから、そこでやっぱり基準を設けて、これ

はその後の適用をすべきだと。広域的とか甚大

な災害とか、いわゆる昨年の14号に相当とか、

それが何か目安になるような云々というのは非

常にあいまい過ぎるんですよね。だから、きの

うも言ったとおり、鹿児島県が今回の災害で救

援法をつくったんだから、恐らく、鹿児島県は

昨年の宮崎県を参考にしてつくったんじゃない

かなと思うんですよね。ですから、鹿児島県に

も行って、ちゃんとそこ辺の話を聞いて、何か

整理できるようなものにまとめて基準をつくる

べきだと。そして、つくれば、えびのが該当す

るんであれば、いわゆる遡及して、言うなれば

ことしの４月にさかのぼって該当するところに

は支払っていくべきだと思うんですよね。その

ことをぜひお願いしたいと思いますので、ひと

つ部長の御答弁をお願いいたします。

本会議で知事が何度も答○河野福祉保健部長

弁したとおりです。それ以上のことは私が言う

立場にありませんが、御指摘のありました鹿児

島県の制度等については、調査研究をしたいと

思います。

関連でありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ほかにありませんか。○中野一則委員長

、○太田委員 中野委員長が言われた後ですから

もう言いませんので、その意味、酌み取ってい

ただきたいと思います。

、 。それで ちょっと確認したいことがあります

今度は13ページの義援金の扱いなんですが、義

援金の配分を受けた場合は、各市町村がどうい

うふうな配分をするかは決めるという説明があ

りましたが、通常の場合、例えば、義援金がそ

れぞれの市町村におりた場合、その義援金を幾

、 、らか保管をするとか もしくは毛布を買うとか

何らかのちょっと積み立てをしておくとか、そ

、 、ういうやり方があって その残を配分するとか

そんな何かの形はあるんでしょうか。やり方と

してはどういうんでしょうかね。

、○内枦保福祉保健課長 義援金につきましては

浄財でございまして、被災された方にというこ

とで義援金をいただいておりますので、原則的

にはその被災者にお配りするということになっ

ていると。若干、端数等々、おっしゃったよう

な全部配り切っていないものはあるのかもしれ

ませんけれども、原則的には被災者の方に配分

をされているというふうに聞いております。

例えば現金化して全部渡ったと、○太田委員

被害者で全部割ってその加重をつけてというふ

うになっているのか、多少は事務経費等があっ

たりとか、何らかで実態はどうなっているのか

なというのをちょっと思ったんですが、これは

もちろん、ぴしゃっとされていると思うんです

よ。そういうところを問うているんではないん

ですが、何らかでいろんな経緯があって、すべ

て平均してみんなに渡るということじゃなくて

というような事情があれば、ちょっと聞いてお

きたいなと思って。私も過去に１万円という義
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援金をいただいたもんだから、そういったとこ

。ろがどういうふうに決められたのかなと思って

先ほども申しましたけ○内枦保福祉保健課長

、 。れども 大原則として被災者に配られていると

ただ、例外が全くないということはないと思う

んですが、ごくわずかな金額についてはそうい

う処理をされている部分もあるかもしれません

が、大原則、被災者にお配りするということで

処理されております。

もう一つ 「自殺予防対策の取り組○太田委員 、

みについて」というところであります。私も今

までの仕事の中で、いろんな立場で自殺をとめ

にゃならんかった人たちもおったりしたわけで

すけど、うつ病の方とか、そういうことを考え

られている方にどう対応していくかというのは

非常に難しいことで、この対策に取り組まれた

ことについては評価をしたいと思います。本当

に難しい対応、いろんないい意味での今後、こ

、ういう調査とかの中でいろんな指針ができたり

具体的によかったという事例がどんどん出てく

ればいいなとは思っております。

ちょっと気になることは、何といいますか、

世の中の今の進みぐあいがどうも冷たい社会に

なりつつあること、人間の個人の精神として、

、この社会とのかかわりの中で何か連帯感のない

つらい思いをせざるを得ない、もしくは例えば

差別やら受けたりとか、そういったところを根

本的に直していかないといけないなという気持

ちで、自殺防止、防止だけでいくとなかなか大

変な作業だろうと思うし、本当に世の中がいい

、 、 、意味でいい形 明るい家庭も含め 社会も含め

みんなが手を差し伸べる社会に何かなっていっ

てもらいたいなということを、こういう事務を

される方は非常に大変だろうと思いますので、

そこ辺のところを何か展望が開けるといいなと

いうふうに思います 特別 質問ということじゃ。 、

ないんですが、担当者がつらくなるような仕事

じゃ大変だろうと思いますので、そういうとこ

ろが変わってくるといいなと思っております。

今の御意見を真摯に受け○靏田障害福祉課長

とめて対応したいと思います 特に 地域コミュ。 、

、 、ニティーのあり方を含めて 学校教育を含めて

小さいときからの命の大切さ、その辺の連携、

それから、我々サイドとすれば、いろんな形で

対応したいと思っております。特に、引きこも

り問題、ここの部分につきましても 「楠の会」、

の方々等の御意見も承りながら、ニート、引き

こもり、そういうものも全体的に含めて、今、

太田委員がおっしゃったように、どこか温かみ

のある、そういう触れ合いの場、そういうこと

を目指しながらやっていきたいと思います。

したがいまして、協議会につきましても、医

療、保健・福祉、教育、労働、民間の「ヘルプ

ラインいのち 、全体的にいろんな分野の方々に」

お入りいただいておりますので、今の御意見等

も参考にしながら、ぜひ、この協議会の場で十

分練っていきたいというふうに思っておるとこ

ろでございます。以上でございます。

関連してなんですけれども、自殺○井上委員

予防、そこに行くまでの間のうつだとかという

ことも非常に大きく取り上げないといけないと

。 、 、思うんですよね 最近 よく私が聞く状況では

周りの人に全然相談をしないで職場を突然やめ

るという人たちというのは意外に聞くんですよ

ね。そのときにはもうにっちもさっちもいかな

いような、金銭的にも自己破産をせざるを得な

いような状況になっていたりとかということが

起こっているわけですね。やめて初めて周りの

人も「え、何があったの」みたいな感じで気が

つくということが大いにあるわけですね。
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日本の社会の中ではなかなかカウンセリング

を受けるということについては、何か 「いや、、

あん人、こうらしい 「ああいうところに通って」

いるらしい」みたいに言われると、レッテルを

張られるような状況というのがすごくあります

よね。ですから、分野横断的にというふうな言

い方をすれば、今度、宮崎県立病院にできます

「こころの医療センター」も含めてそうですけ

れども、非常にサロン的な感じで、民間病院も

そうなんですけど、だれもが相談がしやすいよ

うな、職場にもそういう環境というのも必要な

んでしょうけれども、そういうカウンセリング

を受けるということの精神的な違和感がないよ

うな、地域社会の中でそういう違和感がないよ

うな何かアピールというか、何と言ったらいい

、 、んですかね そういう宣伝をしていくというか

人間が悩みを持つことは自然であって、そのこ

とをだれかに相談することによって半分その悩

みがなくなるんだということとかを、小さいう

ちから教えるということも大事なんでしょうけ

れども、だれか隣に人がいるということを、ど

こかでだれかが教えていくということが、そし

て大人が一番そのことについてはなかなか心を

閉ざしていて相談しにくいわけですよね。だか

ら、男の人は焼酎に走るとか、女の人であれば

過食に走るとか、そういうふうになってしまう

わけですが、キッチンドリンカーもそうなんで

しょうけれどもね。

だから、そういう意味でいう目に見えた予防

対策、ホームページ、リーフレットもいいです

し、一方では、分野横断的にみんなの心の問題

、ということについてもう少しアピールというか

何か私も言い方が適切でないかもしれませんけ

れども、そういうことを取り上げて、そういう

ことが自然であるというふうな雰囲気づくりと

。いうのを社会の中でするべきではないのかなと

、とにかく孤立させないということなんですけど

それらについてどういう取り組みをされている

のか、ちょっと。

今のお話の件につきまし○靏田障害福祉課長

、 、ても 第一義的には職場の問題等も含めまして

まず１点は、労働サイドにつきましては、使用

者側もございますけれども、連合の方に委員に

入ってもらっております。したがって、勤労者

の側にどういういろんな悩みがあるのか、これ

につきましても 先ほどのアンケート調査に入っ、

、 、ていきたいと思いますし それからもう一点は

この協議会の主な柱が「相談体制の確立 、どう」

いう相談体制をとったらより身近な形で相談で

、 。きるんだろうかという それが一つの大きな柱

それから、もう一点は県民に対する自殺に対す

る普及啓発、やはり自殺というのはこれだけ県

内に多いんだというようなことを含めて、そう

いう普及啓発と相談体制の確立、この２本柱に

しておりますので、今、井上委員のお話等も踏

まえながら、十分検討会の場で素材を提供しな

がら、一定の方向性をいただきたいというふう

に思っているところでございます。

期待しておりますので。○井上委員

自殺者が出る原因が多岐にわたっ○井本委員

ているということで、原因がわかれば、何とか

それに対処すればいいんだろうけれども、その

原因がいろんなことが重なっておるということ

で、なかなかこれを根本的になくすというのは

難しい。だけど、対症療法的に今言う、とにか

く、だれか相談相手みたいなのがそばにおった

ら大分違うんじゃないかという感じを言ってお

りますよね。私なんかの小さいときに比べて、

非常に人間関係が希薄になっておるなと。私た

ちが小さいときは、近所の人のところの家の中
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でも勝手にどこからでも入っていって、また近

所の人たちも自分のことを全部知っておって、

みんな、それこそ 「あそこの何ちゃんはね」と、

いう感じでみんな知っておったけど、うちの息

子を考えてみたら あれ 近所のだれを知っちょ「 、

るじゃろか」と。私の心の中にあるある意味の

網の目みたいなやつが、今の子供たちの網の目

は非常に粗いというか、そういう感じになって

おるんじゃないのかと。人間がそもそもそうい

うふうに皆なってきているんじゃないかという

気がするんですよね。やっぱりこの辺から基本

的に、地域社会みんなでこの世の中をよくして

いこうというものがないといかんのじゃないか

なという気がしておるんです。いかんて言って

も、それはなかなか直らんことじゃろうけど。

ただ、共同通信で「自分が一番が住みやすい

と思うのは」と言うたら、宮崎県がナンバーワ

ンで、それは主観的なものですけどね。宮崎県

と出るのに、こうやって自殺者が多いと。どう

してそうなっているのかなと私はようわからん

のですけどね。その辺はどう思われますか。

この原因関係は余り確た○靏田障害福祉課長

るものとしてはございません。一般的には経済

問題とか家庭問題、健康問題とは言われており

ますけれども、これという特定づける原因関係

はまだ十分整理できておりませんので、ぜひこ

れはアンケート調査をやっていきたいと思いま

すし、それから、今、井本委員もおっしゃった

ように、地域社会から職域社会に変わってきて

いるんじゃないかと。昔は農耕社会でございま

すから、向こう三軒両隣的な生活がずっと営ま

れておった。だけど、今はこういうサラリーマ

ン社会になっておりますので、地域社会から完

全に職域社会になってしまっている。この辺は

どういう切り口を入れていくのか、これが一つ

の課題ではないかというふうに認識しておりま

す。その辺も含めて、トータル的に多角的に検

討会で議論してみたいというふうに思っており

ますので、御理解賜りたいと思います。以上で

ございます。

後期高齢者医療制度ですけど、私○井本委員

、 、も不勉強で申しわけないんですが この場合は

今までと比べて、被保険者が結局、一番負担が

多くなるということになるんですか。

今までは、老人保健法○刀坂国保・援護課長

のときには、いわゆる病院の窓口で１割とか２

割とかいうのを出しているんですけれども、老

人がたくさんふえるということで、今回、図の

方にも示しておりますけど、１割というのはい

わゆる費用負担、全体で出す分ですけれども、

その部分がふえてきます。つまり、75歳以上に

なって保険料を払わなければならないというこ

とになります。その分がふえるということにな

ります。それが１割という表現ではないんです

ね。この１割というのは、いわゆる医療費の費

、用の全体の負担の中で１割という意味ですから

。 、これが１割という意味ではありません だから

保険料が１割というのと病院での１割とはまた

違う意味ですので、そこあたりはちょっと混同

しやすいところなんですけれども、そういう意

味で独立した制度になりますということは、保

。険料を別途にもらいますということになります

そうすると、保険料を毎月払う、○井本委員

プラス、またあそこで払うというふうになるわ

けですか。

今、井本委員の言われ○刀坂国保・援護課長

たように、保険料を納めた上に、病院の窓口で

は新たに一部負担 一部負担という表現に

なっていますけど、窓口でまた１割、２割、さ

らに申し上げますけど、一定以上の所得の方に



- -63

ついては、将来的に、20年ですけれども、３割

になりますから、そして70歳から74歳は今、１

割なのが、原則２割になります。そういう意味

で、高齢者に負担をしていただいて、現役との

負担割合をある程度縮めていただくというよう

な形で制度がつくられた形になっております。

以上です。

そして、これは20年からというこ○井本委員

とになっていますけど、それまでに額がはっき

りしてくるということですね。

額というのは、いわゆ○刀坂国保・援護課長

る保険料の方ですね。保険料は広域連合の方で

決めます。だから、それは各県によって決めま

すので、いわゆる広域連合は宮崎県で一本、た

、 、だし 過疎地とかいろんなところが県によって

長崎とか鹿児島はありますので、そういったと

ころは経過措置で、６年間の間で減らすとかい

ろんな形はとられると思いますけれども、それ

の分は来年以降で保険料を決めていくというよ

うな形になります。若干モデルは示されており

ますけど、まだ確定はいたしておりません。以

上です。

わかりました。○井本委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

先ほど自殺の方が終わったよ○宮原副委員長

うな感じがするんですけど、西諸地区が私の地

区ですから、とりあえず自殺の率が高いという

ことになるんですけど、うつ病になって、それ

がもとということになるんでしょうけど、うつ

病になる前の段階でいろんな問題を抱えている

と思うんですけど、他の地区と違って多いとい

うのはどういったのが原因になっているんです

かね。そういった調査をされているとすればお

聞かせいただけませんか。

、 、○岩本副参事 自殺の原因については 多様で

なかなかこれといったものは同定できないんで

すけれども、個々人の背景というのがそれぞれ

で、これといったものはなかなか難しいところ

があります。ただ、昨年度、西諸県地域で実施

したアンケートの結果では、なかなか相談に行

かないとか、あるいは自殺に対しての寛容度と

いいますか、仕方がないんじゃないかとか、そ

ういった意識の高い地域では、これは東北の方

の調査結果でも言われているんですけれども、

そういった背景が少しあるんではないかという

ことが言えると思います。

それから、先ほど、地域コミュニティーが非

常に大事というお話が出ましたけれども、やは

り相談機会のアクセスのよさとか、あるいは高

齢者の場合、うつになってもなかなか御本人が

気がつかないというか、受診行動を起こさない

というような問題もありますので、そういった

方に対してのうつについての啓発、そういった

ものも大事じゃないかというふうに考えていま

す。以上です。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願の審査に移○中野一則委員長

ります。

請願第20号及び第26号について、執行部から

の説明はありますか。

。○相馬健康増進課長 健康増進課でございます

このたびの定例県議会に特定疾患治療研究事

業対象疾患･パーキンソン病、潰瘍性大腸炎への

公費補助絞り込み取りやめを要望する旨の請願

が提出されております。

それでは、特定疾患治療研究事業の現状につ

いて御説明をさせていただきます。

。常任委員会資料の21ページをお開きください

まず、１の難病についてでございます。国の難
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病対策要綱では、難病について、次の２つの要

件を定めております。１つは、原因が不明で治

療法が未確立、かつ後遺症を残すおそれが少な

、 、 、くない疾病 もう一つは 経過が慢性にわたり

経済的な問題のみならず、介護などにより家庭

の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾

病であります。現在、121の疾患を対象に「難治

性疾患克服研究事業」が実施されております。

このうち、２にございますように、診断技術

が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く、患

者数が比較的少ないために、公費負担の方法に

より受療を促進しないと原因の究明や治療方法

の開発などに困難を来すおそれのある45の疾患

を特定疾患治療研究事業の対象として、医療費

の公費負担などを行っているところでございま

す。

特定疾患治療研究事業の対象疾患でございま

すけれども、次のページ、22ページをお開きく

ださい。ベーチェット病以下45の疾患が指定さ

れております。表の一番下、対象者数でござい

ますけれども、ごらんください。全国では16年

度末で54万1,704人 本県では 17年度末で5,675、 、

人の難病患者対象の方がおられます。なお、表

の12番目の潰瘍性大腸炎の患者さんは、平成16

年度末で、全国で８万311人、県内では687人と

なっております。20番目のパーキンソン病関連

疾患は、全国で７万5,026人、県内では786人と

なっております。

恐れ入ります。前のページ、21ページに返っ

ていただきまして、次に、４の医療費の自己負

担でございますけれども、身体の機能障害が長

期間にわたりまして日常生活に著しい障がいが

あると認められます重症認定患者につきまして

は、自己負担はございません。それ以外の方に

つきましては、表に示していますように、税負

担の状況に応じまして自己負担をしていただい

ているところでございます。

次に、５の医療費の公費負担の状況でござい

ますけれども、表にございますように、本県の

公費負担額は、患者さんが毎年ふえるというこ

ともございまして、毎年度、増加している状況

でございます。以上でございます。

執行部の説明が終わりまし○中野一則委員長

たが、質疑はありませんか。

請願の中の要旨のところで、理由○太田委員

の中で 「希少性５万人未満について、この数を、

」 、 、超えている という文章がありますが これは

当局の説明資料の21ページの２の「患者数が比

較的少ないため」という説明がありますが、こ

の基準をオーバーするところは関係ないという

言い方になっておるというふうに理解していい

んですかね。この希少性というところの問題を

ちょっと説明してください。

国の難病対策要綱により○相馬健康増進課長

ますと、希少性のある疾患について、これは治

療が難しいと言われるんですけれども、それが

一つの特定疾患の指定の基準になっていたよう

です。その希少性の基準としまして５万人を一

応めどにして図られてきたところなんですけれ

ども、年々患者さんがふえてきまして、潰瘍性

大腸炎が約８万人、パーキンソン病の患者さん

が７万人になったということで、その希少性の

要件に欠けるということで見直しが検討された

というふうに聞いております。

重症患者については自己負担なし○太田委員

ということで今まで来たわけですが、５万人を

超えたばっかりに、今度は自己負担が出てくる

ということは、それぞれの国保とか社会保険と

かある方は、その保険制度でやりなさいという

ことになるというふうに理解していいんですか
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ね。

国の方の今回の見直しの○相馬健康増進課長

考えですけれども、潰瘍性大腸炎とパーキンソ

ン病について、これを対象疾患から外すという

考えではないみたいです。ただ、７万人、８万

人という患者がいますので、これを何らかの基

準を設けて、公費負担の対象になる患者さんの

枠を減らそうと、そういうお考えのようです。

病気といいますか、難病というこ○太田委員

とで本当に大変だと思いますので、これは先ほ

どの基準の問題になりますが、その重さを考え

ると、やっぱり請願のとおりやってほしいなと

いう希望も含めて、国はこの希少性でもって外

そうとしているということなんですね。わかり

ました。

医療費の自己負担が、要するに重○井本委員

症の場合は４の表のようにある。それ以外の場

合はこれからぱっと外してしまうということに

なるわけですか。

今、一応、重症認定とい○相馬健康増進課長

うのをやっているんですけれども、今回、厚労

省の考えているのは、重症認定の人だけを残し

てほかを切り捨てるという意味じゃないようで

す。だから、どういうラインでどういった考え

方をしているのか、まだ明確に出されておりま

せんけれども、現在でもパーキンソン病につき

ましては、重症度の分類が１、２、３とかいう

形であるんですけれども、その中で、現時点で

もパーキンソンの対象者というのは３度以上の

方が対象になっており、１度、２度の軽症の方

は、同じパーキンソン病でも公費負担の対象に

なっておりません。そのあたりで基準がどうな

るのかはちょっとまだ不勉強でございますけれ

ども。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、その他、何かありま○中野一則委員長

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって福祉保健部を○中野一則委員長

終了いたします。

執行部の皆様には、大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時５分休憩

午後４時12分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

、 、終日に行うことになっておりますので あした

行いたいと思います。開会時刻は13時５分とい

たしたいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○中野一則委員長

いたします。

その他、何かありませんか。

さっきの災害対策ですけど、委員○川添委員

会に知事を呼ぶというときはどういう手続が要

るんですか。

議長名で出席を要請することにな○野間書記

りますので、委員会で知事を呼ぶということの

決定をまずしていただく必要があります。

なぜ、私が今、発言したかという○川添委員

のは、知事のところに押しかけていくと、非公

式だとなるだろう。ここでやれば正式になるん

。 、ですよ 全協がちゃらんぽらんじゃと言うから

全協を無視したらいかんけれども、全協は全協

で大事なことです。委員会で特殊な事情があっ

て、委員会で審議が必要だと。部長が来ていま

すよ。部長はおれがことじゃないとさっき言っ

たがな。私のことでもありませんと。ならば、
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責任者は知事だから、知事を呼んで聞くと。結

、 。論を言わんでも 委員長名で申し渡しておくと

私は、物によってはそこまでやっていいと思う

んで、今、ちょっと確認をしているところなん

ですよ。委員会に知事を呼んだらいかんという

法はないんですよ。普通は、特別委員会のとき

は知事を呼ぶんですよ。内閣総理大臣も衆議院

の何とか委員会には呼ぶんですよ。それは議運

、か何かでちゃんと手続をとったりして呼ばんと

いきなり委員長が「おい、来てくれ」じゃ困る

んですよね。

暫時休憩いたします。○中野一則委員長

午後４時13分休憩

午後４時29分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以○中野一則委員長

上をもちまして、本日の委員会を終わります。

午後４時29分散会
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平成18年９月22日（金曜日）

午後１時７分開会

出席委員（８人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 川 添 睦 身

委 員 黒 木 次 男

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

知 事 安 藤 忠 恕

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 河 野 博

福祉保健部次長 田 中 六 男（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長 山 内 正 輝（保健・医療担当）

部参事兼福祉保健課長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 野 間 純 利

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

委員会を開会いたします。○中野一則委員長

まず、継続審査となりました議案第12号以外

の議案について、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決い○中野一則委員長

たします。

議案第１号 第３号 第８号 第９号及び第16、 、 、

号について、原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます よっ○中野一則委員長 。

て、議案第１号、第３号、第８号、第９号及び

第16号については、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。

請願の取り扱いについてであります。

まず 請願第11号の取り扱いはいかがしましょ、

うか。

私学助成は今までずっと継続はし○太田委員

てきたわけですが、このたび、意見書として同

趣旨のものが出てておるようでありますので、

私たち社民党としては、採択してもらえんだろ

うかなというふうに思っております。

ほかにはありませんか。○中野一則委員長

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

採決をという意見と継続を○中野一則委員長

という意見がありましたが、継続で進めてみた

いと思います。請願第11号について、継続審査

とすることに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数 よって 請願第11○中野一則委員長 、 、

号については、継続審査とすることに決定いた

しました。

次に、請願第20号の取り扱いですが、当請願

につきましては、資料、請願についての16ペー

ジにありますとおり、取り下げ申し出が提出さ

れております。取り下げの申し出を許可するこ

とに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
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御異議ございませんので、○中野一則委員長

請願第20号については、取り下げを許可するこ

とに決定いたしました。

次に、請願第26号の取り扱いはいかがでしょ

うか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

請願第26号について採決と○中野一則委員長

、 。の御意見がございますので お諮りいたします

この際、請願を採決することに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、お○中野一則委員長

諮りいたします。

請願第26号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手全員 よって 請願第26○中野一則委員長 、 、

号は採択とすることに決定いたしました。

、 、ただいま 請願第26号が採択となりましたが

。当請願は意見書の提出を求める請願であります

お手元に配付の「パーキンソン病及び潰瘍性大

腸炎に係る特定疾患治療研究事業対象者の絞り

込みに関する意見書 （案）について、何か御意」

見はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたしま○中野一則委員長

す。

意見書案につきましては、配付の案文のとお

り当委員会発議とすることに御異議ございませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、○中野一則委員長

そのように決定いたします。

次に、私から提案いたしますが、お手元に配

付の「 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時『
、 、 、

措置法』の期限延長に関する意見書 （案）の提」

出についてであります。

意見書案の内容について、何か御意見はござ

いませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたしま○中野一則委員長

す。

意見書案につきましては、配付の案文のとお

り、当委員会発議とすることに御異議ございま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、○中野一則委員長

そのように決定いたします。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「地域生活行政及び福祉保健行政の推進に関

する調査」につきましては、継続審査といたし

たいと思いますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、こ○中野一則委員長

の旨、議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時17分休憩

午後１時18分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

11月７日の閉会中の委員会の内容につきまし

ては、11月７日に開催することとして、その内

容については正副委員長に一任するということ

で御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのようにいたし○中野一則委員長

ます。

暫時休憩いたします。

午後１時18分休憩
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午後１時55分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

次に、知事への出席要求についてお諮りいた

します。

被災者の生活支援について、知事に当委員会

。への出席を求めることに御異議ございませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それではそのようにいたし○中野一則委員長

ます。

暫時休憩いたします。

午後１時56分休憩

午後１時59分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

本県におきましては、昨年の台風第14号、本

年の７月豪雨及び台風第13号により大きな被害

を受けたところであります。このような被害に

おける県の被災者への生活支援のあり方が課題

となっておりますが、昨日の当常任委員会での

各委員の質問に対して、福祉保健部の答弁が十

分でなかったことから、本日、知事に御出席い

ただいたところであります。よろしくお願いい

たします。

それでは、私から委員会としての申し入れを

させていただきます。

当委員会におきましては、被災者の生活支援

について審議を行いました。その中で、支援に

ついての明確な基準が必要であるということが

。 、全委員の意見でありました 知事におかれては

県民の安心を確保するため、早急に鹿児島県の

基準を参考にして、被災者支援に関する明確な

基準を作成されますようお願いいたします。以

上、申し入れをいたします。

ただいまの委員長さんのお話、十○安藤知事

分聞かせていただきました。

。○中野一則委員長 知事の発言が終わりました

委員の皆さんから質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、ありがとうございま○中野一則委員長

した。

暫時休憩いたします。

午後２時０分休憩

午後２時０分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

委員長報告骨子（案）についてであります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあり

ませんか。

、○太田委員 認定こども園の関係でありますが

宮崎県においては、この制度がうまく機能する

かどうか、私立、公立、いろいろ立場がありま

して、問題がないような形で導入されることを

望みたいと思います。それで、きのうの質疑の

中でも問うておきましたけど、この認定こども

、 、 、園 県が認定するわけですけど その場合には

各市町村の意見を必ず聞く形をとってほしいと

思います。そのまま県とそれぞれの園がやるだ

けのことじゃなくて、関係市町村の意見も十分

反映してもらわないと、不必要な乱立とか、い

、ろんな市町村の計画もあろうかと思いますので

そういった市町村の意見を聞くというところを

。ひとつ意見の中で取り上げてほしいと思います

もう一つは、保育料、利用料の徴収について

も、非常に妙な形での料金が利用者にとって負

。担にならない形でのものを望みたいと思います

以上です。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

繰り返しになるかもわかりません○井上委員

けれども、先ほど、知事を委員会にお呼びする
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ということについては、経過はいろいろ、今ま

でもけんけんごうごうあったところですけれど

も、県議会における委員会のあり方を含めて、

そこの経緯といいますか、そういう状況のこと

については、しっかりと今回、委員長報告の中

で出しておいていただきたい。

それから、各部、知事の政策を具体化すると

きに、県民にとってどうなのかということも含

めてそうですけれども、やはり積極的な対応を

とるということが大事だと思うんですよ。です

から、その場の委員会が言い逃れればいいとか

、 、いうだけでは困るので やっぱり委員会として

すべてのことに対してどう真剣に各部が取り組

んでいくかということは、この委員会の場所で

きちんと議論ができる体制というのをとるべき

だというふうに思いますので、そのことについ

ては委員長報告の中で十分あらわしておいてい

ただきたいというふうに思います。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

これは要望にはならないかもわか○内村委員

りませんけれども、財産の取得で、インフルエ

ンザウイルス薬のタミフルの購入をするという

ことの予算の補正が出されたところですが、こ

の苦しい予算の中からこういうのを１億出すと

いう予算計上は、これは安心・安全のための評

価をするということで一言加えていただきたい

と思います。以上です。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、委員長報告につ○中野一則委員長

きましては、ただいまの御意見も参考にしなが

ら、報告書をまとめていきたいと思います。正

副委員長に御一任いただくことで御異議ありま

せんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたしま○中野一則委員長

す。

そのほか、何かありませんか。

井上委員の話の延長ですが、本会○川添委員

議で最終的には知事が判断をする、部長が答弁

しても、知事という項目を出してあるから、最

後で知事に振って知事の高度な判断を仰ぐとい

うのが本会議場ではできるわけですよ。ここで

できんから、うやむやになるんですよね。場合

によっては、これはテクニックの話まで行かん

でもいいんですが、私が意見として言っておく

のは、部長が判断がつかんければ、休憩して知

事の意見を聞いて持ってくると、そうするとこ

の問題は解決するんですよ、一通りはね。そう

いう緊急な課題のときには そういうものが入っ、

てこないと、この議会はだめじゃったと、また

次の議会で今度は質問の仕方やら知事の出方や

らをやらにゃいかんと、そんげなのんきなこと

は言っておれんから、やっぱりそういうふうに

ぶつけ方を、委員会が本会議で足りなかったこ

とをやるわけだから、そのときには知事が出て

きてもいいんですが、出てこなければ、本会議

の前日、知事と打ち合わせするわけでしょう、

一般質問のときには、あれが言うたらこう答え

るとか、それなんですよ。それがないから答え

ができんわけですよ。持って帰って、例えば30

分でもいいんですよ、休憩して、ほかの議論を

しておいて、その30分後に知事の答えを持って

くると。そうすればこれはクリアされるんです

よね。また、それがすぐできんときは、２日あ

れば、一番最後の時点で部長がその答えを持っ

てくると。部長が持ってこんから知事を呼んだ

わけでしょう。そういうところの何か、委員会

の運営上の問題ですよね。それをするともう少

し委員会の審議が密になってくる 効果が上がっ、
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てくると思うとよね。何かそこ辺がうまいぐあ

いにないかな。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

大変貴重な意見をいただき○中野一則委員長

ました。このことを含めてこれからの委員会の

運営をしてまいりたいと思います。

以上で委員会を終了いたします。

午後２時７分閉会




